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第 1 章 序論 

 
1.1 本研究の背景 

我が国の水道事業は、水系伝染病の防止、公衆衛生の確保を目的に発祥した。それか

ら 110 年以上が経過した現在、全国の水道普及率も 97%を超え、国民のほとんどが安全

な水道水を享受できるようになった。 
一方、近年、水源水質の悪化による異臭味の発生やトリハロメタンなどの消毒副生成

物への懸念等から水道水質への不安感が高まり、市民が水道水を飲まない、いわゆる水

道離れの現象が顕著になってきている。内閣府 1)が平成 20 年 6 月に実施した「水に関

する世論調査」では、普段の水の飲み方について、「何の措置も講じずに水道水をその

まま飲む」と回答した人は全体で 37.5%であったが、大都市部では 27.5%にとどまって

いた。また、伊藤ら 2)は、高度浄水処理水が供給されている地域の住民を対象にアンケ

ート調査を実施した結果、水道水をそのまま飲む人の割合が男性で 22.6%、女性で 11.6%
であり、多くの需要者が味やにおいに不満を持っていたと報告している。長岡ら 3)は全

国の 1130 の小学校で小学生の水使用についてアンケート調査を行い、休憩時間などの

水分補給に水道を利用している児童は約半数にとどまり、約４割は自宅から水筒を持参

していたと報告している。また、水道水に代わる飲用水として登場したミネラルウォー

ターは急速に販売量を伸ばしており、1980 年代には 1 L／年に満たなかった国民 1 人当

たりの消費量は 2011 年には 24.8 L／年となっている 4)。浄水器普及率も 2011 年度には

4 割近くに達している 5)。このように、市民のニーズに呼応した様々な飲用水供給ビジ

ネスが台頭してきたこととも相まって、飲用水としての水道水への期待感は年々低くな

っている。 
こうした需要者の水道離れは日本だけではなく、世界的にも水道事業者の大きな課題

となっている。Proulx ら 6)は Quebec 市において飲用水の消費に関する調査を行い、調

査対象とした住民の約 1/3 が水道水を飲んでいなかったことを報告している。また、

Doria7)は、近年ボトル水の消費量が世界的に増加しており、水道水の味や臭気、外観な

どに対する不満がその要因の１つとなっていると指摘している。Hu ら 8)は、アメリカ

のボトル水利用者について、ボトル水利用と水道水質の認知との関連を調査し、水道水

が安全でないと認識した場合にボトル水を利用する傾向にあることを報告している。 
水道事業はこれまで公共性の確保を旨とし、供給者側の視点から、安価で画一的なサ

ービスを提供してきたが、こうした状況の中、需要者の視点に立った事業運営が求めら

れている 9)。厚生労働省 10)が 2004 年に策定した「水道ビジョン」においても、多様化

かつ高度化する需要者のニーズによりきめ細かく迅速に対応することにより需要者の

満足度を向上させていくことが不可欠であり、将来にわたって需要者が喜んで支える水

道であることが、水道事業運営の目標であるとしている。また、需要者が施策の決定に

参加することの重要性も指摘されている。Franceys ら 11)は需要者が水道事業管理の重要
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なプロセスに参加することで、より積極的なサービスの開発が可能となると指摘してい

る。また、Parag ら 12)は水道水への信頼を回復するための方策の１つとして、課題分析

に市民が参加することを挙げている。我が国でも「水道事業ガイドライン」として 137
項目の業務指標（PI）が設定され、需要者が個々の水道事業体の取り組み状況を客観的

に定量評価することが可能となる 13)など、需要者が施策決定に参加するための素地が整

いつつある。また、従来、水道水については安全性の確保が最重要であり、味や臭気な

どおいしさの向上については、それほど重要視されてこなかったが、近年、飲用水にも

おいしさを求める需要者のニーズに対応すべく、高度浄水処理の導入や塩素注入方式の

変更などによるかび臭やカルキ臭の低減など、水道水のおいしさ向上に向けた施策に取

り組む事業体も増えてきている 14)～16)。 
 

1.2 本研究の目的 

水道は快適な市民生活や都市活動を支える最も重要なライフラインであり、将来にわ

たって持続的に運営していくことが求められている。しかし、水道事業の経営状況は水

需要の減少や浄水コスト、維持管理コストの増加等により、決して楽観視できるもので

はない10),17) 。このような状況の中、水道事業の持続性を確保するには、需要者である

市民が水道をかけがえのない財産と認識し、一定の自己負担のもと、それを支え続ける

ことが重要である。しかし、1.1で述べたように、需要者の水道に対する期待感は低く、

この状況が続けば、水道事業を継続することが困難となることもないとは言い切れず、

そうなれば市民にも大きな損失をもたらすことになる。このような事態を防ぐためには、

水道、とりわけ水道水に対する市民の態度を適切に把握し、それを変容させるために効

果的な施策を展開していかなければならない。 
社会心理学において、態度は研究者により様々に定義されている 18)。それらは互いに

異なる内容を含んでいるが、多くの定義間で統一しているのは、対象に対する接近と回

避に関連した何らかの反応準備状態を指す仮説的構成概念であるという点である 19)。本

研究では、池田ら 20)の定義に従い、「経験によって獲得された、ある認知事象に対する、

正または負の感情を伴った行動の準備状態」と定義する。 
市民の水道水に対する態度は、次のように考えられる。まず、水道プロセスなど、水

道水の態度形成に影響する要因を認知し、過去の経験や水道事業体やマスコミ、知人・

友人等から得た情報に基づき、それを評価する。その後、各要因の評価に基づき、水道

水に対する評価が行われ、個人の水道水に対する内的態度が形成される。市民の水道水

に対する態度を変化させるためには、これらの態度形成のプロセスを理解するとともに、

影響する要因を特定し、それを改善する対策を講じていく必要がある。 
多くの民間企業では、消費者の嗜好の多様化、経済のサービス化の進行に伴い、商品

開発等に消費者の声を反映させるために、顧客満足度調査が行われている 21)～23)。また、

近年、行政や医療、学校経営等の分野でも顧客満足度調査が導入され始めており、満足
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感形成に関する要因についても検討が行われている 24)～26)。 
水道分野においても、需要者へのアンケート調査は以前から実施されている 27), 28)が、

現在、ミネラルウォーターの台頭 4), 7), 8), 12)や浄水器の普及 5)など、水道を取り巻く社会

構造が大きく変化している。このため、市民の水道水に対する態度も、水源や浄水処理

など水道プロセスや職員の評価など、水道事業に起因する要因に加え、社会やライフス

タイルの変化に起因する要因についても影響を受けていると考えられる。従来、水道事

業者が行ってきた需要者へのアンケート調査は、水道プロセスや職員の対応、料金制度

など水道事業の評価・課題抽出を目的としたものであり、ライフスタイルの変化に起因

する要因までは調査対象としていない。このため、これらのアンケート調査では、現在

の市民の水道に対する態度に影響する要因を全て把握することは難しい。 
一方、現在、市民の水道水に対する信頼回復や満足度向上を目的とした取り組みが多

くの水道事業体で実施されている 29)～31)。これらの取り組みの多くは、先に述べた需要

者へのアンケート調査の結果に基づき、需要者の不満を低減、解消するために実施され

ており、新たな浄水処理技術の導入や配水管の更新、直結給水の導入など、多くの施策

が実施されている。しかし、水道事業の経営環境は年々厳しくなりつつあることを勘案

すれば、市民の水道水に対する評価の改善への寄与がより大きい施策を重点的に取り組

むなど、より効率的な事業展開が求められる。 
また、こうした施策の実施により、市民の水道水に対する態度を変化させるためには、

各施策において効果測定のための指標を設定し、その進捗状況や効果をできるだけわか

りやすく市民に伝えていくことが重要となる。配水管の更新等の施設整備に関しては、

先に述べた水道事業ガイドラインにおいて、指標が設定されており、その達成状況につ

いては市民に公開されている。しかし、水道水のおいしさに影響するカルキ臭に関して

は、原因物質が特定されておらず、官能試験による評価手法について検討が行われてい

るものの 32)、制御目標値等についてはほとんど検討されていない。 
一方、水道水質に対する情報提供について、平山ら 33)は、水道水質に対するリスク認

知モデルを構築し、水道水質に関する情報量因子と水道水質に対する不安因子との間に

は因果連鎖が認められること、さらにコントロール感のある情報を提供することで、需

要者の水道水質に対する不安感が低減されうると報告している。水道事業においても、

需要者への広報は実施されているが、市民に情報が適切に伝わっておらず 34), 35)、結果

として、市民に水道水利用のインセンティブを認知させるまでには至っていない。この

ため、広報活動の改善・強化が重要であるが、先に述べたように、広報活動については

評価手法が確立されておらず、費用対効果を定量的に示すことが難しいことから、その

必要性が認知されにくい現状がある。 
本研究は、以上の学術的背景と水道事業体および市民を取り巻く現況をふまえて展開

する。 
まず、水道プロセスや水道事業者の取り組み状況など水道事業に起因する要因に加え、
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これまでの調査では取り上げられていない近年の社会環境やライフスタイルの変化な

どに起因する要因も考慮した上で、水道水に対する市民の態度形成に影響する要因とそ

の影響の程度について検討を行う。 
また、市民の水道水に対する満足度向上のための施策の有効性を定量的に議論するた

め、水道水質に対する不満や要望の尺度化を行い、市民の水道水質に対するニーズの特

徴を分析する。 
次に、水道水に対する不満の大きな要因の１つと考えられるカルキ臭について、低減

に向けた取り組みにおけるベンチマークを明確にするとともに、それらの取り組みの進

捗について、定量的に評価を行うため、市民を対象としたモニターアンケートの結果か

ら、「感覚量」としての目標値設定を検討する。 
さらに、水道水質に関する情報提供について、近年、インターネット等の急速な発展

に伴い、情報拡散モデルとして注目されているネットワークモデル 36)～38)を用いて、情

報への接触頻度が市民の水道水に対する態度変容に及ぼす影響について定量評価する

ことを検討する。なお、市民の水道水に対する態度変容には、情報への接触頻度に加え、

接触する情報の内容も影響していると考えられるが、本検討では、情報への接触頻度を

検討対象とし、接触する情報の内容については取り上げない。 
以上の検討を行うことにより、水道水に対する市民の態度形成要因を明らかにし、市

民の態度変容のための施策の有効性について定量的に議論するための評価手法、目標値

の設定を行うことが本研究の目的である。 
 

1.3 本研究の構成 

 まず、本研究における検討フレームを図 1-1 に示す。 
 市民の水道水に対する態度形成については、概ね 3 段階に分けられると考えられる。

市民は、水道事業者、知人・友人、マスコミ等の情報源から、水道プロセスや水道水質、

水道事業者の取り組み、浄水器やミネラルウォーターなどの各種要因の情報を認知する

（矢印①）。続いて、認知した情報と自らの過去の経験等から、各要因について評価し、

満足もしくは不満という感情を抱く（矢印②）。この段階において、不満と感じた要因

については、改善欲求（要望）を感じる（矢印③）。水道事業者が水道水に対する満足

度を向上させるために実施する各種技術施策は、市民の改善欲求に対応するために行わ

れる（矢印④）。 
次に、各要因に対する評価（感情）を総合して、水道水を評価し、満足もしくは不満

という感情を抱く（矢印⑤）。水道水について不満と感じた場合は水道水の飲用に対し

て抵抗感を感じる（矢印⑥）。 
一方、水道水の評価も各要因の評価に影響していると考えられる。例えば、水道水に

対して不満を抱いている場合、認知した情報から各要因の評価もバイアスがかかり、不

満を抱く可能性がある（矢印⑦）。また、各要因の情報の認知の過程においても、各要
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因に不満を抱いている場合、バイアスがかかった状態で認知が行われる可能性がある

（矢印⑧）。 
水道事業者やマスコミ、口コミなどによる水道水質に関する様々な情報や水道事業者

や実施する浄水場見学などの各種 PR 施策については、認知、各種要因の評価、水道水

の評価に対して影響を及ぼすと考えられる。 
こうした一連の認知、感情の動きにより水道水に対する態度が形成されていると考え

られる。この水道水に対する態度は、実際に水道水を飲む、もしくは飲まないという行

動と関連していると考えられるが、態度と行動は必ずしも一致しない点に留意する必要

がある。 
このような態度形成過程について、本研究では以下のような研究を展開する。 
第 2 章では、市民の水道水に対する態度形成に影響する要因とその影響の大きさにつ

いて検討する。水源、浄水処理、給配水過程等の水道の各プロセス、塩素消毒など水道

に起因する要因とともに、社会環境やライフスタイルの変化などに起因する要因につい

て、水道水の飲用水としての満足度への影響を分析する。また、それらの要因の因果構

造についても分析し、市民の水道水に対する態度形成に影響する要因とその影響を明ら

かにする。 
第 3 章では、「不満の感じやすさ」、「要望の感じやすさ」など、市民各個人の潜在心

理特性に着目し、水道水質に対する不満やニーズの特徴分析を行う。水道水源や浄水処

理、配水管、給水管などの水道プロセスや、有害化学物質の存在や塩素臭などの水道水

質に関する不満や要望を、項目反応理論を用いて尺度化し、それに基づき、市民の水道

水に対する態度を変化させるための施策の有効性の評価について検討する。 
 第 4 章では、水道水に対する不満の主要因の１つであるカルキ臭の目標値設定につい

て検討する。ここで設定する目標値は浄水処理技術の向上や残留塩素の低減などの技術

施策のベンチマークとしての役割はもとより、臭気という定性的な指標を定量的に表し、

PR していくことで、市民の認知にも影響すると考えられる（図 1-1 矢印⑩）。目標値の

設定に当たり、本研究では、水道水の臭気に対する心理プロセスを「感知」、「不快・嫌

悪」、「飲用回避」の 3 段階に分け、「不快・嫌悪」という「感情」段階での目標値を設

定する。さらに、被験者の属性や水道水に対する態度と臭気評価の関係についても検討

を行う。 
第 5 章では、水道水質に関する市民の態度に対する情報接触の影響について検討する。

ここでは、水道水質に関する市民態度と水道事業者からの情報提供、マスコミ報道、友

人・知人などからの口コミ情報などの様々な情報の影響について、ネットワークモデル

を用いて検討する。また、市民の態度変容に対する影響を、情報への接触頻度の観点か

ら、定量的に評価する手法について検討を行う。 
 第 6 章では、本研究での成果をまとめ、結論とする。 
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図 1-1 本研究における検討フレーム 
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第 2 章 水道水に対する市民の態度形成とその影響要因 

 
2.1 本章の目的 

 水道は都市活動を支える重要なライフラインの１つであり、常に安定供給が求められ

ているが、近年は景気の低迷や節水意識の浸透等により水需要が減少する一方、大規模

な施設更新時期の到来が予定されているなど、水道事業の経営環境は決して楽観視でき

ない状況である。 
このような状況を受け、アセットマネジメント手法の導入など様々な方策が検討され

ている 1), 2)が、今後、持続的に事業を実施していくためには、施設整備やその他の方策

について、どのような優先順位で、またどのような手法で実施していくかについて、市

民の合意を得ながら進めていく必要がある。このためには、市民が水道に関心を持ち、

その重要性を認識することが必要であるが、ミネラルウォーターの台頭や浄水器の普及

により、水道水の評価が相対的に低下している現在、市民の水道に対する関心はむしろ

希薄になりつつある 3), 4)。こうした状況の中、水道に対する市民の態度を転換していく

ためには、まず現在の市民の水道に対する態度形成に影響する因子を特定するとともに、

それらの因果構造を把握することが重要である。 
水道水に対する市民の評価や態度に影響する要因については、近年検討が進められて

いる。内閣府 5)が平成 20 年に実施した「水に関する世論調査」では，水道水の質について

「全ての用途について満足している」と回答したのは， 全体では 50.4%であったが，大都

市部では 46.8%，東京都区部では 40.6%と半数に満たない状況であった．飲料水の選択行

動について、朝日ら 6)は飲料水の選択行動と水質リスク管理との関係について調査を行

い、安全性が飲料水の選択行動を規定する要因の１つであることを指摘している。

Proulx ら 7)は、飲用水の選択及び水道水の飲用量に関する要因分析を行った結果、配水

システムにおける居住地の位置や当該地域における水道水質、リスク認知レベルが主な

要因であることを示している。また、味、臭気、色など、官能的な評価と水道水の評価

の関係についても多くの研究が行われている。Jardine ら 8)は、水道水の不快な臭気が健

康に悪影響のある物質を想起させ、それが消費者の水道水に対する忌避感につながって

いることを指摘している。また、Levallois ら 9)は Quebec 市街に居住する 2009 人に対し

て電話調査を行い、14%が臭気に、30.6%が味に不満を持っており、水道水の味に不満

を持つ人々は、不満のない人に比べ、代替飲用水（ボトル水、浄水器）の利用率が 6 倍

高くなっていたことを報告している。 
一方、水道水の満足感の規定要因についても検討が進められている。伊藤ら 10)は水

道水に対する満足感とそれを規定する構成概念との因果関係の強さを定量評価し、「異

臭味」、「おいしさ」、「有害成分に対する不安」の３因子が満足感の重要な規定因である

ことを示している。 
このように、水道水に対する市民態度については様々な研究が進められているが、そ
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の多くが水道水の味や臭気、配水システムなど、水道水、水道システムに関連する要因

の影響評価に留まっており、ライフスタイルの変化などその他の外的要因を含めた調査

はあまり行われていない。 
本章では、水道水、水道システムに関する要因に加え、その他の外的要因も含めた各

種要因について、因子分析、及び共分散構造分析を用いて分析することにより、水道に

対する態度形成に影響する要因と影響度及びそれらの因果構造を明らかにする。 
 

2.2 アンケート調査の方法 

 本研究では、水道システム及びミネラルウォーター、浄水器など様々な形態の飲料水

に関する市民の評価を把握するため、大阪市水道局が平成 19 年度に実施したインター

ネットアンケートの結果を用いた。 

 
2.2.1 調査対象 

高度浄水処理による水道水が供給されている大阪市に在住、もしくは、関西圏（2 府

4 県）に在住で大阪市に在勤もしくは在学の 15 歳以上の男女を対象とした。 
本調査では、回収数を 600 件と設定した。その内訳について、大阪市における人口割

合に基づき、表 2-1に示したように割付を行い、各属性について必要数の回収を行った。

母集団の大きさ N を大阪市の人口（アンケートを行った平成 20 年 2 月時点で約 264 万

人）とし、調査の精度 ε=0.05、母比率 ρ=0.5 とすると、必要な標本の大きさ n は 
 

=
1.96 ･

− 1(1 − ) + 1 = 384 

 
となることから、本調査は必要標本数を確保しており、統計的に有意であると言える。 

 
表 2-1 回答者の属性構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪市居住 大阪市以外居住 計

20代以下 52 26 78

30代 35 32 67

40代 29 28 57

50代 38 36 74

60代以上 45 13 58

20代以下 52 31 83

30代 34 13 47

40代 28 7 35

50代 37 8 45

60代以上 53 3 56

403 197 600

男性

女性

合計

式(2-1) 
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2.2.2 調査期間 

調査期間は、2008 年 2 月 2 日から 5 日の間に、民間のインターネット調査システム

を利用し、当該システムに登録している会員のうち、2.2.1 に示した対象に該当する会

員に対してアンケートを実施した。 
 

2.2.3 調査票の設計 

 アンケート調査票の構成を表 2-2 に示す。本調査は、水道水に対する市民の態度を形

成する様々な要因の影響を総合的に調査することを目的としており、水道水に対する態

度を問う質問（A）と、水道水に対する態度形成の影響要因に対する認識を問う質問（B）、
水道水を飲用するための改善要望（C）、普段の水の飲用状況（D）、回答者の属性に関

する質問（E）で構成されている。 
 このうち、水道水に対する態度を問う質問（A）と、水道水に対する態度形成の影響

要因に対する認識を問う質問（B）については、リッカート法で 5 段階の尺度での評定

を求め、水道水を飲用するための改善要望（C）については 3 段階の尺度での評定を求

めた。 
 
(1) 水道水に対する態度を問う質問 

 水道水は飲用として用いられる他に、料理や洗濯、風呂、洗面・手洗い、トイレ、清

掃など、日常生活の様々な場面で使用されている。本調査では、これらの用途のうち、

一定の水質が求められる「飲用」、「料理」、「洗濯」、「風呂」、「洗面・手洗い」の各用途

別の満足度について回答を求めた。飲用の用途については、評価に影響すると考えられ

る「安全性」、「味（おいしさ）」、「価格」の３つの観点からの満足度についても回答を

求めた。また、水道水の飲用に対する抵抗感についても回答を求めた。 
 
(2) 水道水に対する態度形成の影響要因に対する認識を問う質問 

市民の水道水に対する態度形成に影響する要因には、水道の製造・供給過程である水

道プロセスや水道水質、さらに水道事業者の取り組みに対する評価など、水道事業に起

因する要因に加え、近年関心が高まっている環境や健康に対する水道水の影響や効果、

さらに水道水以外の飲用水として、ミネラルウォーターや浄水器などの評価も影響して

いると考えられる。本調査ではこれらの要因について総合的に検討を行った。 
 

①水道事業に起因する要因 

水道水は、原料となる水を河川などの水源から取り入れ、浄水処理を行い、配水管、

給水管を通じて家庭の蛇口まで送られている。ミツカン水の文化センター11)が 2006 年

に実施した「第 12 回水に関わる生活意識調査」では、「水道水に対して不満を感じてい

ることは？」との設問（複数回答可）に対して、「おいしくない」(49.3%)、水道料金が 
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表 2-2 アンケート調査票の構成 

（一部の項目名称は省略して記している。詳細は付録参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
高い」(38.9%)と回答した回答者が多かったが、「塩素などの消毒剤が体によくない」

(38.0%)、「貯水槽や水道管が汚れている気がする」(35.7%)、「水源が汚染されているよ

うな気がする」(16.3%)など、水道水質や水道プロセスに関しての不満を挙げる回答者

も多くいた。また、大阪市水道局 12)が平成 18 年度に実施したアンケートにおいても、

水道のどこに不安を感じるかとの問いに対し、半数近くの回答者が水源のきれいさや給

水管、受水槽の衛生状態について不満であると回答していた。これらのことから、市民

は個々の水道プロセスの衛生状態などを認識し、それらが水道水に対する満足感や不安

A． 水道水に対する態度を問う質問 C．水道水飲用のための改善要望

（１） 水道水に対する用途別満足度 ① 水源の水質改善

① 飲用 ② 新たな浄水処理技術の導入

② 料理 ③ 古い配水管の取替

③ 洗濯 ④ 配水管の定期洗浄

④ 風呂・シャワー ⑤ 給水管の定期点検

⑤ 洗面・手洗い ⑥ 給水管の定期洗浄

（２） 飲用の用途における項目別満足度 ⑦ 受水槽の定期点検

① 味（おいしさ） ⑧ 受水槽の定期洗浄

② 安全性 ⑨ 直結給水の導入促進

③ 価格 ⑩ 水質管理の強化

（３） 水道水飲用に対する抵抗感 ⑪ わかりやすい水質情報の提供

⑫ 水道プロセスの情報公開

B．水道水に対する態度形成の影響要因に対する認識を問う質問 ⑬ カルキ臭の解消

（１） 水道プロセスに関する安心度・満足度 ⑭ ボトル詰め水道水の販売
① 水源のきれいさ ⑮ 大型ボトルでの宅配
② 浄水処理 ⑯ 二元給水
③ 配水管の衛生状態 ⑰ 浄水器の販売・貸与
④ 給水管の衛生状態 ⑱ 多様な味の水道水を提供
⑤ 受水槽の衛生状態 ⑲ 料金値下げ
⑥ 水質管理

（２） 水道水質に関する安心度・満足度 D．普段の水の飲用状況
① 有害化学物質の存在 （１） 普段家で飲む飲み物
② 有害微生物の存在 （２） 最もよく飲む飲み物
③ 塩素消毒 （３） 水を飲む場面
④ カルキ臭 （４） 一日に飲む水の量

（３） 水道局の取り組みに対する信頼度・満足度
① 水道水質向上のための取り組み E．回答者の属性
② 水道局への信頼 ① 性別
③ 水道局職員への信頼 ② 年代
④ 水道局からの情報提供量 ③ 既婚／未婚
⑤ 水道局からの情報提供内容 ④ 職業

（４） 水道水をそのまま飲用することに関する評価 ⑤ 居住地
① ライフスタイルへの適合性 ⑥ 勤務・通学場所
② 健康へのプラス効果 ⑦ 世帯人員
③ ミネラルウォーターの方がおしゃれ ⑧ 世帯での続柄
④ 環境負荷の軽減 ⑨ 居住形態
⑤ 付加価値のなさ

（５） マスコミ報道への信頼感
（６） 浄水器の評価・満足度

① おいしさの向上
② 安全性の向上
③ ランニングコスト

（７） ミネラルウォーターの評価・満足度
① 水源のきれいさ
② おいしさ
③ 安全性
④ 価格
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感につながっていることが想定される。 
本調査では水道プロセスに対する認識を問うため、「水道水源」、「浄水処理」、「給配

水プロセス」、「水質管理」の各プロセスを評定対象とし、「水道水源」については「水

源である琵琶湖・淀川のきれいさ」に対する評価を、「浄水処理」については、「大阪市

の浄水処理（高度浄水処理）」に対する評価を、給配水プロセスについては、配水管，

給水管，受水槽・高置水槽などの貯水槽水道で構成されていることから、「大阪市の配

水管の衛生状態」、「家屋やビル・マンション内の給水管の衛生状態」、「ビル・マンショ

ンなどの受水槽・高置水槽の衛生状態」についての評価を、さらに「水道局の水質管理」

に対する評価について回答を求めた。 
水道水質に関して、市民は安全性と味、臭気などの官能評価からの両面から評価して

いると考えられる。わが国では微生物学的安全性を確保するために塩素消毒を行うこと

が水道法で義務付けられているが、塩素消毒は微生物学的な安全性を確保するための非

常に有効な手段であるものの、その反面、トリハロメタンなどの消毒副生成物やカルキ

臭が生成する。近年はこうした塩素消毒のマイナス面がクローズアップされる傾向にあ

り、その評価が安全性や官能評価に影響していると考えられる。また、これに加え、様々

な有害化学物質や有害微生物の存在も水道水の安全性評価に影響していると考えられ

る。こうしたことから、水道水質に関する認識を問う質問としては、「塩素消毒」と塩

素消毒により生成する臭気である「カルキ臭」、さらに「有害化学物質の存在」、「有害

微生物の存在」について、それぞれ評価を求めた。なお、「有害化学物質」、「有害微生

物」については、回答者によって想起するものが異なると考えられるが、これらの設問

については、トリハロメタンなど具体的な物質だけでなく、未知の健康に悪影響を及ぼ

すものが含まれているのではないかという不安感情も含まれると想定している。よって

今回の調査においては、具体的な物質等を特定あるいは例示することなく、それらに対

する印象を問う設問とした。 
一方、水道事業者は水道水質の維持・向上のため、様々な施策を実施しているが、こ

れらの施策の評価も市民の水道水の評価に影響していると考えられる。最近は行政でも

民間企業でも徹底した情報公開が求められ、その評価が製品やサービス、行政機関や企

業の評価に影響する。さらに、水道水を製造・供給している水道事業者、その職員に対

する信頼感も水道水の評価に影響すると考えられる。これらのことから、水道事業者の

取り組みに対する認識を問う質問としては、「水質向上のための施策」への評価、水道

水質に対する「情報提供量」と「情報提供内容」への評価、さらに「水道局」、「水道局

職員」への信頼感についても回答を求めた。 
 

②その他の影響要因 

近年、環境や健康に対する関心が高まっており、様々な商品を選択する際、「環境に

配慮された商品であるか」、「健康に良い商品であるか」といった観点から評価が行われ



 
 

14 
 

ている。また、ミネラルウォーターが普及し、様々なボトルデザインの商品が市販され

る中、ボトルデザイン等の「おしゃれ感」についても商品選択の際の判断基準の１つと

なっていると考えられる。さらに、最近ではフレーバー入りのミネラルウォーターや高

硬度のミネラルウォーターなど、付加価値の高いミネラルウォーターも販売されている。 
本調査ではこうした近年の飲料水を巡る動向を踏まえ、水道水をそのまま飲むことに

ついて、「ライフスタイルに適合している」、「健康に良い」、「環境負荷が軽減される」、

「ミネラルウォーターの方がおしゃれである」、「水道水には付加価値がないので飲もう

と思わない」という意見に対する評価を求めた。これに加え、ミネラルウォーター、浄

水器について、水道水と同様に「味（おいしさ）」、「安全性」、「価格」の観点から評価

を求めた。また、マスコミが発信する情報から水道水に関する情報を得る場合もあるこ

とから、マスコミの報道する情報についてどの程度信用しているかについて回答を求め

た。なお、マスコミについては、新聞、テレビ、雑誌など、様々な媒体があり、回答者

によって想起する媒体も異なることが想定されるが、今回の調査では、回答者が普段目

にする媒体の全般的な印象を聞くことが目的であるため、細分化せず、マスコミの報道

する情報全般への印象を問う設問とした。 
以上、①、②で示した水道に対する態度形成に影響する要因をまとめたものを図 2-1

に示す。本章における研究では、このうち、水道事業に起因する要因と、その他の要因

として水道水飲用に関する意見の調査結果を用いて分析を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2-1 水道水に対する態度形成に影響する要因 

 

市民の水道水に
対する態度

水道プロセス

水道水源

浄水処理

配水管

受水槽

水質管理

給水管

水道水質

有害化学物質

有害微生物

塩素消毒

カルキ臭

水道事業体

水質向上の取組

情報提供量

情報提供内容

水道局への信頼

局職員への信頼

水道水飲用に
関する意見

ライフスタイルへの
適合性

環境負荷が軽減

健康に良い

付加価値がない

ミネラルウォーター
の方がおしゃれ

ミネラル
ウォーター

水源

安全性

味（おいしさ）

価格

浄水器

安全性の向上

おいしさの向上

ランニングコスト

マスコミ
マスコミ報道への

信頼感

水道事業に
起因する要因

その他の要因



 
 

15 
 

(3)水道水を飲用するための改善要望 

水道水を今後飲用するために改善を要望する項目についての評価を求めた。評価項目

については、前項に示した水道水への態度形成に影響する要因に対応するよう、「水源

の水質改善」、「新たな浄水処理技術の導入」、「古い配水管の取替」、「配水管の定期洗浄」、

「給水管の定期点検」、「給水管の定期洗浄」、「受水槽の定期洗浄」、「受水槽の定期点検」、

「直結給水の導入促進」、「水質管理の強化」、「カルキ臭の解消」、「わかりやすい情報提

供」、「水道プロセスの積極的な情報公開」について評価を求めるとともに、最近の飲料

水を巡る動向を踏まえ、「ボトル詰め水道水の販売」、「大型ボトルでの宅配」、「二元給

水」、「浄水器の販売・貸与」、「多様な味の水道水の供給」、「料金値下げ」についての評

価を求めた。 
 
(4)普段の水の飲用状況 

普段、自宅で飲む飲み物について、「水道水をそのまま」、「浄水器を通した水道水」、

「市販のミネラルウォーター」、「水道水を沸かしてお茶・コーヒーにして飲む」、「浄水

器を通した水道水をお茶・コーヒーにして飲む」、「市販のミネラルウォーターを沸かし

てお茶・コーヒーにして飲む」、「その他」の中から当てはまるものについて複数回答を

求めるとともに、最も多い飲み方についても回答を求めた。 
また、水を飲む場面について、「会社・学校・家でのどが渇いた時」、「家で食事をす

る時」、「レストランなど外で食事をする時」、「スポーツ・運動をした後」、「薬を飲む時」、

「お風呂上り」、「朝起きた時」、「就寝時」、「その他」から当てはまるものについて複数

回答を求めた。 
一日に飲む水の量については、「～100 mL 程度」、「200 mL 程度」、「500 mL 程度」、「1 

L 程度」、「2 L 以上」から当てはまるものについて回答を求めた。 
 

(5)回答者の属性 

 回答者の属性については、年齢、性別、未婚／既婚、職業、居住地、勤務・通学場所、

世帯人員、回答者の世帯での続柄、居住形態について尋ねた。 

 

2.3 アンケート調査の結果 

水道水の飲用水としての満足度についての回答結果を図 2-2 に示す。安全性について

は、満足と回答した割合（「とても満足」と回答した割合と「やや満足」と回答した割

合を合算）は 36.2%、不満と回答した割合（「とても不満」と回答した割合と「やや不

満」と回答した割合を合算）が 25.5%であり、満足が不満を上回っている。一方、おい

しさについては、満足と回答した割合が 24.8%、不満と回答した割合が 35.7%であり、

不満が満足を上回っていた。価格に関しては、満足が 23.5%、不満が 24.8%であり、両

者ほぼ拮抗した結果であった。水道水は市販のミネラルウォーター等と比較すると，非
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常に安価であるにもかかわらず、価格に対して不満を持つ回答者が 25%程度存在してい

た。水道水の価格に不満を感じている回答者を詳しくみたところ、その 6 割がミネラル

ウォーターの価格についても不満と回答しており、ミネラルウォーターの価格に満足と

回答した回答者はわずか約 11%であった。このことから、水道水の価格に不満を感じて

いる回答者は、ミネラルウォーターと水道水の水質に大きな差があると感じているので

はなく、水道水、ミネラルウォーターの区別なく、飲用水の価格に不満を感じている人

が多いと考えられた。飲用水の総合的な満足度としては 26.7%であり、不満と回答した

39%を下回る結果となった。 
次に、水道プロセスへの満足度を図 2-3 に、水道水質への安心度を図 2-4 に示す。水

道プロセスでは水源に対する不満が特に高く、配水管、給水管、受水槽など、給配水過

程に対する不満も高いが、一方、浄水処理や水質管理に関しては不満が低かった。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

図 2-2 水道水の飲用水としての満足度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2-3 水道プロセスへの満足度 
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図 2-4 水道水質への安心度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5 水道事業者の取り組みへの評価 

 
一方、水道水質については、「不安がない」と回答した割合は 20%前後、「不安がある」

と回答した割合は 40%前後と、いずれの項目についても、ほぼ同様の傾向であった。さ

らに、水道事業者の取り組みへの評価を図 2-5 に示す。水質改善への取り組みに対する

評価は 46.2%と比較的高いのに対し、局や職員への信頼感はそれぞれ 33.5%、18.5%と

低かった。水道水質に関する情報については、約 4 割の回答者が量、内容ともに不十分

と回答していた。 
次に、水道水をそのまま飲用することに関する評価を図 2-6 に示す。肯定的な意見に

関しては、「現代のライフスタイルにあっている」、「健康に良い」といった意見は、6
割以上の回答者が「当てはまらない」と回答していたが、「環境負荷が少ない」という

意見は、「当てはまる」と回答した割合と「当てはまらない」と回答した割合はそれぞ

れ 27.7%、26.3%と拮抗していた。一方、否定的な意見に関しては、「ミネラルウォータ

ーを飲む方がおしゃれ」という意見については、4 割を超える回答者が「当てはまる」

と回答していたが、「付加価値がない」という意見については、「当てはまる」と回答し

た割合と「当てはまらない」と回答した割合はそれぞれ 32.8%、32.7%と拮抗していた。 
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図 2-6 水道水をそのまま飲用することに関する評価 

 
これらの結果から、水道水をそのまま飲むということに関しては、項目により異なる

ものの、肯定的な意見は少数であり、否定的な意見を持つ回答者が多いと推察された。 
また、マスコミ報道情報に対しては「信用している」という回答は 40.5%で、「信用

していない」という回答（26.0%）を上回っており、比較的多くの市民がマスコミ報道

を信頼しているという結果であった（図 2-7）。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-7 マスコミ報道に対する信頼感 

 

 

2.4 調査結果の分析 

2.4.1 分析方法の選択について 

複数の変数間の関係性を分析する手法は多変量解析と総称される。多変量解析には多

くの種類があるが、一般的に外的基準（目的変数）の有無や分析対象とするデータの種

類により表 2-3 のように大別できる。外的基準のない場合とは、与えられた変数を関連

付ける基準となる変数が存在しない場合であり、変数の分類、合成を行う時に用いる手

法である。一方、外的基準がある場合とは、基準となる変数がある場合であり、他の変

数（説明変数）によって、目的変数を予測したり、判別したりする手法である。また、

分析対象とするデータは量的データと質的データに分けることができる。量的データと
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は間隔尺度もしくは比尺度で測定されたデータであり、質的データとは名義尺度、順序

尺度で測定されたデータである。但し、これらの分類は絶対的なものではなく、質的デ

ータを便宜的に量的データとみなして分析を行うことも一般的に行われている。 
 

表 2-3 多変量解析の分類 

 
 
 
 
 
 
 

 
本研究では、市民の水道水に対する満足度に影響する要因を抽出し、各要因が水道水

に対する満足度に及ぼす影響を把握することを目的にしており、次の 3 段階で分析を行

った。 
 
①飲用水としての満足度に対する各要因の影響分析 
②水道事業に起因する各種要因の中から因子を抽出 
③飲用水としての満足度に対する因果構造の分析 
 

 ①は水道水の飲用水としての満足度に対して、現在想定している様々な要因がどの程

度影響しているかを把握するための分析であり、「飲用水としての満足度」を目的変数、

各要因に対する評価を説明変数とした分析を行う必要がある。「飲用水としての満足度」、

各要因に対する評価とも、アンケートにおける 5 段階評価のデータであり、これらの回

答に 1, 2, 3, 4, 5 を与え、数値化した場合、順序尺度での測定値となる。このように目

的変数、説明変数とも質的データである場合は、数量化Ⅱ類分析が適用できることから、

①の分析には、数量化Ⅱ類分析を適用した。 
 ②は水道事業に起因する各種要因から、それらを規定するより少数の因子を抽出する

ものである。分析対象とするデータは①と同様のアンケートでの 5 段階評価のデータで

あることから、順序尺度での測定値であるが、今回はこれを量的データとみなし、因子

分析を用いて因子の抽出を行った。 
 ③は①、②で得られた結果を総合して、飲用水としての満足度に対する因果構造を分

析するものであり、因子の構造を予め仮定して分析を行うことのできる共分散構造分析

を用いて分析を行った。 
 

量的データ 質的データ

外的基準なし 主成分分析 コレスポンデンス分析

因子分析 数量化Ⅲ類分析

クラスター分析 数量化Ⅳ類分析

外的基準あり 重回帰分析 数量化Ⅰ類分析

重判別分析 数量化Ⅱ類分析

正準相関分析 コンジョイント分析
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2.4.2 飲用水としての満足度に対する各要因の影響評価 

(1) 数量化Ⅱ類分析 

数量化理論は、林が開発した多変量解析手法で、名義尺度や順序尺度などで測定した

質的データを量的データに変換して回帰、相関、類似などの観点から分析を行うのが特

徴であり、Ⅰ類からⅥ類までの手法がある。このうち、外的基準がある手法はⅠ類とⅡ

類であり、目的変数が量的データで説明変数が質的データである場合はⅠ類、目的変数、

説明変数とも質的データの場合はⅡ類となる。 
先に述べたように、本分析では、分析対象である「飲用水としての満足度」及び各要

因の評価については、ともに質的データであることから、分析手法としては、数量化Ⅱ

類分析を適用し、目的変数である「飲用水としての満足度」に対する各項目の寄与につ

いて評価を行った。 
 

(2) 結果 

まず、飲用水としての満足度に対して、「おいしさ」、「安全性」、「価格」の項目別満足

度の影響について分析を行った。結果を表 2-4 に示す。数量化Ⅱ類分析では、説明変数

はアイテム（項目）、説明変数の選択肢はカテゴリーと呼ばれる。スコアはそれぞれの

カテゴリーが目的変数にどの程度影響を及ぼしているかを示している。レンジは最大ス

コアと最小スコアの差分であり、レンジのスコアが大きいほど、目的変数に及ぼす影響

が大きいと言える。 
項目別満足度では、レンジ、偏相関係数とも、「おいしさ」が最も大きく、次いで「安

全性」であり、「価格」が最も小さかった。以上のことから、飲用水としての満足度に

はおいしさに対する満足度が最も影響しており、価格に対する満足度については、ほと

んど影響していないと言える。 
 

表 2-4 飲用水としての満足度に対する項目別満足度の影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 カテゴリー スコア レンジ 偏相関係数

とても満足 -2.973

やや満足 -0.524

どちらでもない 0.056

やや不満 0.543

とても不満 0.885

とても満足 -0.656

やや満足 -0.116

どちらでもない 0.072

やや不満 0.241

とても不満 0.206

とても満足 -0.053

やや満足 -0.092

どちらでもない 0.017

やや不満 0.059

とても不満 0.030

相関比　η
2 0.733

0.682

0.240

0.080

おいしさ

安全性

価格

3.858

0.897

0.151
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次に、水道プロセスの評価の影響に関する分析結果を表 2-5 に示す。水道の各プロセ

スのうち、満足度に最も大きく影響しているのは、浄水処理であり、次いで、配水管、

水源の影響が大きく、給水管や受水槽の衛生状態、水質管理の影響は小さかった。 

 
表 2-5 飲用水としての満足度に対する水道プロセスの評価の影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次に、水道水質に関する評価の影響についての分析結果を表 2-6 に、水道事業者の取

り組みに関する評価の影響についての分析結果を表 2-7 に示す。水道水質に関しては、 
他の項目に比べて、カルキ臭の影響が非常に大きく、それに比べると、有害微生物、有

害化学物質などの評価の影響は小さかった。水道事業者の取り組みに関しては、「水道

局に対する信頼」の寄与が最も大きく、次いで、「職員に対する信頼」が大きく、それ

以外の項目については、比較的寄与は小さかった。 
以上のように、水道プロセスや水道水質、水道局の取り組み等の水道事業に起因する

要因としては、「水源」、「浄水処理」、「配水管の衛生状態」、「カルキ臭」、「水道局への

信頼」などが影響していると指摘できる。 

 

項目 カテゴリー スコア レンジ 偏相関係数

全く不満はない -1.7676

あまり不満はない -0.3304

どちらとも言えない -0.2388

やや不満 0.1108

とても不満 0.1809

全く不満はない -2.1837

あまり不満はない -0.2422

どちらとも言えない 0.3839

やや不満 0.7070

とても不満 0.6520

全く不満はない -1.8771

あまり不満はない 0.1403

どちらとも言えない 0.0839

やや不満 -0.0967

とても不満 0.0841

全く不満はない 0.5589

あまり不満はない 0.0546

どちらとも言えない -0.1067

やや不満 -0.0027

とても不満 0.2301

全く不満はない -0.5938

あまり不満はない 0.2659

どちらとも言えない -0.1064

やや不満 0.0492

とても不満 0.0771

全く不満はない 0.3991

あまり不満はない -0.3017

どちらとも言えない 0.1020

やや不満 0.0393

とても不満 0.1154

相関比　η2 0.520

0.115

0.116

0.182

給水管の
衛生状態

受水槽の
衛生状態

水質管理

0.666

0.860

0.701

浄水処理 2.891 0.573

配水管の
衛生状態

2.017 0.250

水源 1.949 0.217
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表 2-6 飲用水としての満足度に対する水道水質の評価の影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

表 2-7 飲用水としての満足度に対する水道事業者の取り組みの評価の影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 カテゴリー スコア レンジ 偏相関係数

全く不安はない -0.5780

あまり不安はない -0.2097

どちらとも言えない 0.1738

やや不安 -0.0241

とても不安 -0.0690

全く不安はない -2.1371

あまり不安はない -0.9227

どちらとも言えない -0.2017

やや不安 0.6972

とても不安 1.1408

全く不安はない 0.4635

あまり不安はない 0.2830

どちらとも言えない 0.0635

やや不安 -0.2547

とても不安 -0.1111

全く不安はない -1.1704

あまり不安はない -0.3206

どちらとも言えない -0.0792

やや不安 0.2964

とても不安 0.4973

相関比　η2 0.469

有害微生物 1.668 0.165

カルキ臭 3.278 0.498

有害化学物質 0.718 0.106

塩素消毒 0.752 0.151

項目 カテゴリー スコア レンジ 偏相関係数

とてもそう思う -0.4303

ややそう思う -0.1941

どちらとも言えない 0.1790

あまりそう思わない 0.2095

全くそう思わない 0.4925

とてもそう思う -2.6752

ややそう思う -0.5738

どちらとも言えない 0.3783

あまりそう思わない 0.6247

全くそう思わない 1.3462

とてもそう思う 0.0499

ややそう思う 0.8509

どちらとも言えない -0.1023

あまりそう思わない -0.1833

全くそう思わない -0.5596

とてもそう思う -0.3986

ややそう思う -0.8117

どちらとも言えない -0.0669

あまりそう思わない 0.3265

全くそう思わない 0.3734

とてもそう思う 0.7904

ややそう思う -0.1361

どちらとも言えない 0.1272

あまりそう思わない -0.1783

全くそう思わない -0.0850

相関比　η2 0.393

水質に関する
情報量は十分

1.185 0.227

水質に関する
情報内容は十分

0.969 0.129

水道局を信頼 4.022 0.441

職員を信頼 1.411 0.247

水質向上へ
取り組んでいる

0.923 0.140
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表 2-8 飲用水の満足度に対する水道水飲用に関する評価の影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方、水道水をそのまま飲むことに対する考えなど、ライフスタイルや社会変化に起

因すると考えられる要因についての評価結果を表 2-8 に示した。「健康に良い」という

評価の寄与が最も大きく、「ミネラルウォーターを飲む方がおしゃれ」という考えにつ

いては、ほとんど寄与していなかった。 
 
2.4.3 潜在因子の推定 

次に、上記の各種要因の背後に存在する潜在因子を推定するために、因子分析を行っ

た。 
(1) 因子分析 13) 

因子分析は、心理学をはじめ、医学、生物学といった自然科学の学問領域でも利用さ

れている多変量データ解析手法の一手法であり、観測される多数の変数間の相関関係を

分析して、知能、人格などといった直接測定することができない構成概念（因子）を実

際に観測される多数の変数（観測変数）間の相関関係から見出そうとするものである。 
因子にはすべての変量に影響を与える共通因子とそれぞれの変量に固有の影響を与

える独自因子があり、「共通因子と独自因子は無相関」「異なる 2 つの変量に対する独自

因子は無相関」という２つの仮定に基づき、因子分析モデルが構築される。 

項目 カテゴリー スコア レンジ 偏相関係数

とても当てはまる -0.8236

やや当てはまる -0.6869

どちらとも言えない -0.0289

あまり当てはまらない 0.1332

全く当てはまらない 0.2683

とても当てはまる -2.4062

やや当てはまる -0.6980

どちらとも言えない -0.5831

あまり当てはまらない 0.2067

全く当てはまらない 0.6177

とても当てはまる 0.0123

やや当てはまる -0.0528

どちらとも言えない 0.0870

あまり当てはまらない -0.0421

全く当てはまらない -0.1573

とても当てはまる -0.1160

やや当てはまる -0.3299

どちらとも言えない 0.0937

あまり当てはまらない -0.0160

全く当てはまらない 0.6096

とても当てはまる 0.0565

やや当てはまる 0.2091

どちらとも言えない 0.1334

あまり当てはまらない -0.2443

全く当てはまらない -0.4015

とても当てはまる -0.7792

やや当てはまる -0.1352

どちらとも言えない 0.0568

あまり当てはまらない 0.1722

全く当てはまらない 0.1556

相関比　η
2 0.341

付加価値がない 0.611 0.144

マスコミ報道を
信頼する

0.951 0.110

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰを
飲む方が
おしゃれ

0.244 0.052

環境負荷が
少ない

0.940 0.158

現代の
ライフスタイルに

合う
1.092 0.170

健康に良い 3.024 0.289
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今、n 個の個体が p 個の変量によって測定されている場合、個体 i の変量 j による測

定値を、 

  ( = 1,⋯ , ;  = 1,⋯ , )                                       式(2-2) 

と表す。 
因子分析モデルとは、式(2-2)で表される j 番目の変量の i 番目の個体に関する測定値

xijが m 個の共通因子 fi1, fi2, ･･･, fimと j 番目の変数に固有な独自因子の成分 εijの線形結

合の線形結合、すなわち、 

 ＝ ＋ ＋ ＋⋯＋ ＋  ( = 1,⋯ , ;  = 1,⋯ , )   式(2-3) 

と表されることを仮定するものである。 
 ここでは、p 個の変数の母平均をいずれも 0、すなわち = 0 ( = 1,⋯ )と仮定し、

式(2-3)を以下のように表現する。 

 ＝ ＋ ＋⋯＋ ＋  ( = 1,⋯ , ;  = 1,⋯ , )      式(2-4) 

上式における λjk (k=1, ･･･, m)は、j 番目の変量 xjが m 個の共通因子 f1, f2, ･･･, fmのそ

れぞれに関連する程度を示すもので、共通因子パターン、または共通因子負荷量と呼ば

れ、まとめて p×m 行列、 
 

        = ( ), ( ), … , ( ) =
⎣⎢
⎢⎡

′
⋮ ′⎦⎥
⎥⎤ 

                                                                                            

によって表される。ただし、 

= ( , ,⋯ ,  )’,  = ( , ,⋯ ,  )’                  式(2-6) 

なお、Λの各成分は母数であるが、データ行列 X により推定された共通因子パターン行

列を A=(ajk)、すなわち 

 

        = ( ), ( ), … , ( ) =
⎣⎢
⎢⎡

′
⋮ ′⎦⎥
⎥⎤ 

と表す。 
次に、fik (i=1, 2, ･･･, n; k=1, 2, ･･･, m)を式(2-1)と同様に n×m 行列、 

式(2-5) 

式(2-7) 
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        = ( ) = ( , , … , ) =
⎣⎢
⎢⎢
⎡ ( )′

( )⋮
( )′⎦⎥

⎥⎥
⎤
 

 
によって表す。上記の F を共通因子得点行列と呼ぶ。ただし fk は第 k 因子に関する n 個

の個体の因子得点を各成分とする n 次ベクトル、f(i)は i 番目の個体の m 個の m 次元ベク

トルである。なお、m 個の n 次元ベクトル f1, f2, ･･･, fmで生成される空間を共通因子空

間という。 

   ( = 1,⋯ , ;   = 1,⋯ , )                                      式(2-9) 

を各成分とする n×p 行列、 

        = = , , … , =
⎣⎢
⎢⎢
⎡ ( )′

( )⋮
( )′⎦⎥

⎥⎥
⎤
 

 
を独自因子得点行列と呼ぶ。εj, ε(i)はそれぞれ j 番目の変量に関する n 次元、及び i 番目

の個体に関する p 次元のベクトルである。 
 以上から、式(2-4)は式(2-7)によって定義される行列 X、および式(2-5)、式(2-7)、式(2-8)、
式(2-9)、式(2-10)により、 

＝ +   ( = 1,⋯ , )                                  式(2-11) 

( )＝ ( ) + ( )  ( = 1,⋯ , )                              式(2-12) 

＝ ＋                           式(2-13) 

で表される。 
 通常、独自因子 εijは母平均 0、母分散 ψj（ただし、0<ψjと仮定）を持つ確率変数と

みなされるが、共通因子 f1, f2, ･･･, fmについては、平均 0、分散 1 の確率変数とみなさ

れる場合と確率変数とみなされない場合の 2 通りの場合がある。前者を因子分析の変量

モデル、後者が因子分析の母数モデルと呼ばれる。 
変量モデルにおいては、全ての個体がある特定の母集団からランダムに選ばれた独立

に同一の分布に従う標本とみなされる。したがって、式(2-12)を特定の個体 i に限定せ

ず、x(i)を x、f(i)を f、ε(i)を εと表して、改めて、 

＝ ＋                                    式(2-14) 

式(2-8) 

式(2-10) 
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と記述する。これを変数別に表せば、f＝(f1, f2, ･･･, fm)’より、 

   ＝ ＋ ＋･･･＋ ＋   ( ＝1,⋯ , )                  式(2-15) 

となる。ここで、m 個の共通因子とそれぞれの変量に固有な独自因子 εj (j＝1, ･･･, p)
は確率変数とみなされ、それぞれの期待値は 0、すなわち、Ε(fj)＝0、Ε(εj)＝0 と仮定さ

れる。 
 ところで、m 個の共通因子 f1, f2, ･･･, fmの分散は 1、すなわち、V(fj)＝1 と仮定する。

したがって、fjと fk の相関関数を φjk とおけば、 

 ＝Cov( , )                                            式(2-16) 

となる。ここで、φjkを(j, k)成分とする行列は φjj＝1 より、 

 
 
                                 式(2-17) 
 
 
 
となる。これは因子間相関行列と呼ばれる。 
次に式(2-15)のうちから、独自因子成分 εj を除いた部分、すなわち共通因子によって

説明される部分を、 

＝ ＋ ＋･･･＋    ( ＝1,⋯ , )              式(2-18) 

とおけば、式(2-15)は 

＝ ＋   ( ＝1,⋯ , )                       式(2-19) 

と記述される。このとき、tjの分散は、式(2-17)および式(2-18)を用いることにより、 
    

  = = ′  

                                 
となる。V(tj)は、変数 xjの分散のうち、m 個の共通因子 f1, f2, ･･･, fmで説明される分散

で、xjの分散 V(xj)で除した 

Φ＝

1 φ12 φ1m

φ21 1 φ2m

φm1 φm2 1

･･･

･･･
・
・・

･･･

＝Ε(ff’)

 式(2-20) 
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ℎ ＝ ( ) / ( )                         式(2-21) 

は共通性と呼ばれる。 

さらに、xiと xj (i≠j)の共分散は、 

  = Cov , = Cov , = =  

 

となる。また、第 j 番目の変量 xjと第 k 番目の因子 fkの共分散は次のようになる。 

  = Cov , = Cov + , =  

 
式(2-23)は第 j 番目の変量の第 k 因子に対する因子構造係数と呼ばれる。 

式(2-23)で定義される因子構造係数の平方 ＝(Cov( , ))  は第 k因子 fkによっ

て説明される変数 xjの分散の大きさを示すもので、第 k 因子 fk の変数 xjの寄与と呼ばれ

る。したがって、p 個の変数 x＝(x1, x2, ･･･, xp)’全体への第 k 因子の寄与は、 

＝γ ＋γ ＋⋯＋   ( ＝1,⋯ , )             式(2-24) 

となる。寄与の総和は全変数の分散の総和のうち、共通因子により説明される分散の総

和を示すもので、各因子の寄与を総和で除したもの、すなわち、 
                

         = /  

を共通因子空間における第 k 因子の寄与率という。さらに、第 k 因子までの寄与率の和, 
(p1＋p2＋･･･＋pk)を累積寄与率という。 

 
 (2) 分析方法 

水道事業に起因する要因と思われる 15 項目に対して、因子分析を行った。因子負荷

量の推定は、共通性の初期値として重相関係数の 2 乗 squared multiple correlation SMC
を用いた主因子法で行った。その結果、得られた各因子の固有値及び寄与率（回転前）

を表 2-9 に示す。ここで取り扱う因子数は、表 2-9 の結果及び因子の解釈の可能性も考

慮し、6 因子とした。 
 
 

式(2-22) 

 式(2-23) 

式(2-25) 
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表 2-9 各因子の固有値及び寄与率（回転前） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、因子分析モデルには回転の不定性という性質があるため、データとモデルの適

合の程度を変えずに解釈可能な因子パターンを回転によって得ることが可能になる。因

子の回転には直交回転と斜交回転があるが、因子間に相関関係がある場合は斜交回転が

用いられ、因子間に相関がなく独立である場合は直交回転が用いられる。今回、分析対

象としているのは、水道水の満足感に対する影響要因と考えられる因子であり、因子間

には相関関係があると推測されることから、斜交回転の 1 種であるプロマックス回転を

行い、因子抽出を行った。 
  
(3) 結果 

プロマックス回転後の因子パターンを表 2-10 に、因子相関行列を表 2-11 に示す。 
第 1 因子は「有害化学物質の存在に対する不安」、「有害微生物の存在に対する不安」に

対して負荷量が高く、「有害成分に対する不安」に関する因子とした。第 2 因子は「水

道局への信頼」、「水道局職員への信頼」、「水質向上への取り組み評価」に対して負荷量

が高いことから、「水道への信頼」に関する因子とした。第 3 因子は「受水槽の衛生状

態に対する不満」、「給水管の衛生状態に対する不満」に対して負荷量が高いことから、

「給水装置の衛生状態に対する不満」に関する因子とした。第 4 因子は「情報提供内容

に対する不満」、「情報提供量に対する不満」に対して負荷量が高いことから、「情報提

供に対する不満」に関する因子とした。第 5 因子は「カルキ臭に対する不安」、「塩素消

毒に対する不満」に負荷量が高いことから、「カルキ臭に対する不安」に関する因子と

した。第 6 因子は「浄水処理に関する不満」、「水質管理に対する不満」に負荷量が高い

ことから、「水道水質管理に対する不満」に関する因子とした。 
 
 
 

因子№  固有値  寄与率 累積寄与率

因子№ 1 7.052 47.0% 47.0%

因子№ 2 1.438 9.6% 56.6%

因子№ 3 1.271 8.5% 65.1%

因子№ 4 0.667 4.4% 69.5%

因子№ 5 0.269 1.8% 71.3%

因子№ 6 0.218 1.5% 72.8%

因子№ 7 0.034 0.2% 73.0%
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表 2-10 水道事業に起因する要因の因子パターン（プロマックス回転後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

表 2-11 因子相関行列 

 
 
 
 
 
 
 

 
 「有害成分に対する不安」に関する因子（第 1 因子）は、「カルキ臭に対する不安」

に関する因子（第 5 因子）、「水道水質管理に対する不満」に関する因子（第 6 因子）と

相関が高かった。また、「カルキ臭に対する不安」に関する因子（第 5 因子）と「水道

水質管理に対する不満」に関する因子（第 6 因子）も相関が高かった。「水道への信頼」

に関する因子（第 2 因子）は「情報提供に対する不満」に関する因子（第 4 因子）と相

関が高かった。一方、「給水装置の衛生状態に対する不満」に関する因子（第 3 因子）

は、他のいずれの因子とも強い相関は認められなかった。 
 
2.4.4 水道水に対する態度構造の分析 

前述の潜在因子の推定結果をもとに、共分散構造分析により、市民の水道水に対する

態度構造の分析を行った。データの分析には Amos16.0 を用いた。これ以降に示したモ

デルの図中の因果係数は全て標準化推定値を示す。 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子

第1因子 1.0000

第2因子 0.5055 1.0000

第3因子 0.4208 0.2635 1.0000

第4因子 0.4201 0.5939 0.4113 1.0000

第5因子 0.6112 0.4877 0.3912 0.3467 1.0000

第6因子 0.5665 0.4818 0.3833 0.2449 0.5853 1.0000

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子

（有害成分に

対する不安）
（水道への信頼）

（給水装置の

衛生状態に

対する不満）

（情報提供に

対する不満）

（カルキ臭に

対する不安）

（水道水質

管理に対する

不満）

有害化学物質の存在に対する不安 0.932 0.001 0.014 0.010 0.048 -0.030

有害微生物の存在に対する不安 0.935 0.020 -0.002 0.009 -0.028 0.044

水道局への信頼 0.080 0.841 -0.039 0.004 0.005 0.051

水道局職員への信頼 -0.012 0.766 0.103 0.151 0.004 -0.147

水道局の水質向上への取り組み評価 -0.038 0.634 -0.095 0.042 0.021 0.204

受水槽の衛生状態に対する不満 0.013 -0.037 0.917 0.001 -0.023 -0.015

給水管の衛生状態に対する不満 -0.003 0.006 0.902 -0.039 0.029 0.004

情報提供内容に対する不満 0.009 0.018 -0.003 0.901 -0.005 -0.020

情報提供量に対する不満 0.012 0.058 -0.005 0.871 0.000 0.018

カルキ臭に対する不安 0.277 0.066 0.040 -0.006 0.598 0.021

塩素消毒に対する不安 0.336 0.034 -0.003 -0.006 0.583 0.019

浄水処理に対する不満 0.105 0.271 -0.018 -0.034 0.075 0.588

水質管理に対する不満 0.123 0.381 0.084 -0.015 -0.013 0.440

水源のきれいさに対する不満 0.077 -0.007 0.180 0.212 0.181 0.077

配水管の衛生状態に対する不満 0.078 0.084 0.395 0.083 0.000 0.356

項　　目
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(1) 共分散構造分析 14) 

共分散構造分析は直接観測できない潜在変数を導入し、その潜在変数と観測変数との

間の因果関係を同定することにより社会現象や自然現象を理解するための統計的アプ

ローチであり、構造方程式モデリング（Structural Equation Modeling ; SEM）とも呼ばれ

る。 
2.4.3 で適用した因子分析では、因子の関係性を定義せずに分析し、どのような潜在

因子が存在しているかを探索するのに対し、共分散構造分析は因子の構造を予め仮定し

て分析を行う。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-8 共分散構造モデル 

 
図 2-8 のような共分散構造モデルを考える。潜在変数の構造方程式を 

＝ ＋                             式(2-26) 

と表現する。ここで t は「構造変数ベクトル」である。構造変数には、構成概念 f と観

測変数 v があり、以下のように表現される。 

        =  

u は外生変数ベクトルである。外生変数には、f に関する残差変数 d と v に関する残差

変数 e があり、以下のように表現される。 

             =                                                   

式(2-27) 

式(2-28) 

f1 f2

v1 v2 v3 v4 v5

e1 e2 e3 e4 e5

σf21

σe21

：観測変数 ：潜在変数

：単方向の因果関係 ：共変動
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係数行列 A は 4 つの行列から構成された 

         =  

である。ここで、 
・Aa：構成概念 fjから構成概念 fiへの規定力を表現する係数 αaijを ij 要素に配したサイ

ズ nf×nfの係数行列 
・Ab：構成概念 fjから観測変数 xiへの規定力を表現する係数 αbijを ij 要素に配したサイ

ズ nx×nfの係数行列 
・Ac：観測変数 xjから観測変数 xiへの規定力を表現する係数 αcijを ij 要素に配したサイ

ズ nx×nx の係数行列 
・Ad：観測変数 xjから構成概念 fiへの規定力を表現する係数 αdijを ij 要素に配したサイ

ズ nf×nxの係数行列 
である。 
 次に、観測変数の共分散行列をモデルの母数によって構造化する。構造変数ベクトル

から観測変数のみを 

＝                              式(2-30) 

を使って取り出す。式(2-30)を選択方程式という。ここで、 

= [ ]                           式(2-31) 

の定数行列である。共分散構造を導くために、式(2-26)を 
 

＝ ＋                                  

( － ) ＝                             式(2-32) 

と変形する。次に(I－A)に以下のように逆行列が存在することを仮定する。 

    ＝( － )                           式(2-33) 

以上より、構造方程式は 

＝                                                     式(2-34) 

となり、式(2-30)に代入して 

     ＝                             式(2-35) 

式(2-29) 



 
 

32 
 

を得る。よって観測変数の共分散構造は 

 Σ＝ [ ’]＝ [ ( )’]＝ [ ’ ’ ’]＝ [ ’] ’ ’＝ ′ ′    式(2-36) 

となる。 
 

(2) 分析結果 

①飲用水としての満足度と項目別満足度の因果関係 

 まず、「おいしさ」、「安全性」、「価格」の項目別満足度と「飲用水としての満足度」

の間の因果関係について分析を行った。結果を図 2-9 に示す。モデルの適合性について

適合性指標 GFI (Good Fit Index)は 1.000 であった。一般的に GFI は 1 に近いほど、説明

力は高く、当てはまりがよいとされており 15)、図 2-9 で示したモデルの説明力は高いと

考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-9 項目別満足度と飲用水としての満足度の関係性(GFI＝1.000) 

 
先に述べた数量化分析の結果と同様、「飲用水に対する満足度」に対しては「おいし

さに対する満足度」が最も強く影響しており、「価格に対する満足度」はほとんど影響

していなかった。また、「おいしさに対する満足度」と「安全性に対する満足度」は強

い相関が見られ、「価格に対する満足度」と「おいしさに対する満足度」及び「安全性

に対する満足度」は中程度の相関が見られた。 
 
②6因子間の因果構造 

 次に、2.4.3 で抽出した 6 つの因子間の因果構造について分析を行った。水道局から

の情報提供は、水道水質や水道プロセス、水道局への評価など様々な要因に影響を及ぼ

すと考えられることから、「情報提供に対する不満」因子から他の 5 因子に対してのパ

スを仮定した。また、有害化学物質や有害微生物などに対する不安感はカルキ臭や水道

水質管理、給水装置の衛生状態などの評価に影響すると考えられることから、「有害成

分に対する不安」因子から、「カルキ臭に対する不安」、「水道水質管理に対する不満」、

おいしさに対する

満足度

安全性に対する

満足度

価格に対する満足度

飲用水としての満足度

0.66

0.21

0.02

0.75

0.47

0.38
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「給水装置の衛生状態に対する不満」の 3 因子へのパスを仮定した。「カルキ臭に対す

る不安」、「水道水質管理に対する不満」、「給水装置の衛生状態に対する不満」の 3 因子

については、水道水に対する信頼性に影響を及ぼすと考えられることから、上記 3 因子

から「水道への信頼」因子へのパスを仮定し、分析を行った。分析の結果、直接的な影

響が小さかったパス（「情報提供に対する不満」→「カルキ臭に対する不安」、「カルキ

臭に対する不安」→「水道への信頼」、「給水装置の衛生状態に対する不満」→「水道へ

の信頼」）を除外し、再度分析を行った。その結果、得られた因果モデルを図 2-10 に示

す。モデルの適合度について、GFI は 0.931、修正適合性指標 AGFI (Adjusted Good Fit 
Index)は 0.891、1 自由度当たりのモデル分布と真の分布との乖離を示す RMSEA (Root 
Mean Square Error of Approximation)は 0.084 となっていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2-10 6 因子間の因果構造 (GFI=0.931, AGFI=0.891, RMSEA=0.084) 

 

一般的には GFI、AGFI については 1 に近いほどモデルの説明率が高く良いモデルで

あると判断され、RMSEA については、0.1 以上であれば適合度が低いとされている 15)

ことから、図 2-10 に示したモデルは説明力が高く、概ね当てはまりのよいモデルであ

ると言える。 
このモデルにおいて、「情報提供に対する不満」因子は「有害成分に対する不安」、「水

道への信頼」、「給水装置の衛生状態に対する不満」、「水道水質管理に対する不満」の各

因子に対して直接的に影響を及ぼしていたが、中でも「有害成分に対する不安」、「水道

への信頼」因子に対する因果係数は、0.44、-0.75 であり、その影響が強く見られた。こ

のことから、適切な情報提供により、有害物質等による健康不安の軽減や、水道事業へ

情報提供
に対する不満

（第4因子）

水道への
信頼

（第2因子）

水道水質

管理に対する
不満

（第6因子）

有害成分に
対する不安

（第1因子）

カルキ臭
に対する不安
（第5因子）

給水装置

の衛生状態
に対する不満
（第3因子）

0.18

0.44

0.22 0.80

－0.75

0.32

0.63

－0.62
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の信頼回復を図ることができることを示唆している。また、「有害成分に対する不安」

因子は「水道水質管理に対する不満」、「給水装置の衛生状態に対する不満」、「カルキ臭

に対する不安」の各因子に直接的に影響しており、特に「カルキ臭に対する不安」因子

への影響が顕著であった。「水道水質管理に対する不満」因子は「水道への信頼」因子

に直接的に影響していた。 
 
③飲用水としての満足度と水道水飲用に対する考え方の因果構造 

次に、ライフスタイルや社会変化に起因すると考えられる水道水飲用に対する考え方

に関する各項目について、因果構造を分析した。 
調査を行った 6 項目のうち、「ミネラルウォーターを飲む方がおしゃれ」、「付加価値

がない」、「マスコミ報道への信頼」といった評価については、飲用水としての満足度に

対してほとんど影響していなかったことから、分析からは除外した。分析結果を図 2-11
に示す。モデルの適合度を示す GFI=1.000 であり、本モデルは良好に適合していると考

えられる。 
本モデルにおいては、「健康によい」という項目が飲用水としての満足度に最も大き

く影響しており、「ライフスタイルと適合している」、「環境負荷が少ない」という項目

については、影響は小さかった。また、各項目間の相関を見ると、「ライフスタイルと

の適合」と「健康によい」という項目間の相関が強く、「環境負荷が少ない」とその他

２つの項目とは弱い相関があった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-11 飲用水の満足度に対するライフスタイル・社会変化による 

影響要因の因果構造 (GFI=1.000) 

 

④飲用水としての満足度に関する意識構造 

以上の結果を総合して、飲用水としての満足度に関する態度構造を検討した。先に述

べたように、項目別満足度のうち、「価格に対する満足度」は「飲用水としての満足度」

にほとんど影響を及ぼしていなかったことから、これを除外して分析を行った。また、

ライフスタイルとの適合

環境負荷が少ない

健康によい

飲用水に対する満足度

0.40

0.46

0.73

0.18

0.13

0.33
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6 因子の因果構造分析の結果から、「情報提供に対する不満」因子及び「有害成分に対

する不安」因子については、その他の因子を介して間接的に満足度に影響を及ぼしてい

ると考えられた。そのため、それらを除く「水道水質管理に対する不満」、「カルキ臭に

対する不安」、「給水装置の衛生状態に対する不満」、「水道への信頼」の各因子から「安

全性に対する満足度」、「おいしさに対する満足度」に対するパスを仮定し、ライフスタ

イル・社会変化による要因については、「ライフスタイルとの乖離」、「環境負荷が少な

い」、「健康に良い」の３つの観測変数から「飲用水としての満足度」へのパスを仮定し

て分析を行った。なお、「有害成分に対する不安」に関する因子と「健康に良い」の観

測変数との関係について、ここでいう「有害成分に対する不安」とは、水道水中の有害

化学物質、有害微生物に由来する水質リスクに対する不安感であり、一方、「（水道水を

飲むことは）健康に良い」とは、水分を適度にとることは体に良いという、最近、一般

的に言われている意見についての評価である。このように両者の意味する内容は質が異

なることから、これらの変数間には特にパスを設定しなかった。 
分析の結果、「給水装置の衛生状態に対する不満」因子、「水道への信頼」因子につい

ては、「安全性に対する満足度」、「おいしさに対する満足度」のいずれの満足度にも直

接的な影響がほとんど見られなかった。また、「ライフスタイルとの乖離」、「環境負荷

が少ない」の２つの観測変数については、直接的な影響がほとんど見られなかったこと

から、これらの因子、変数については分析から除外し、再度分析を行った。その結果、

得られた因果構造モデルを図 2-12 に示す。モデルの適合度については、GFI＝0.898、
AGFI=0.831、RMSEA＝0.116 であり、適合性は若干劣るものの、概ね良好であると考え

られる。なお、図 2-9～11 に示したモデルは、飲用水に対する満足度に対する個別要因

の影響を示したモデルであり、一方、図 2-12 に示したモデルはそれら全てを勘案した

総合的なモデルとなっていることから、モデル構造や、用いた観測変数、潜在変数が異

なる。このため、各因子の因果係数についても、数値が異なっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-12 飲用水としての満足度に対する態度構造 

(GFI=0.898, AGFI=0.831, RMSEA=0.116) 
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本モデルにおいて、「安全性に対する満足度」は「水道水質管理」因子、及び「カル

キ臭に対する不安」因子から直接的な影響を受けており、その因果係数は-0.75、-0.12
であった。これは、「安全性に対する満足度」の変動が、「水道水質管理」因子、「カル

キ臭に対する不安」因子により、それぞれ(-0.75)2=56.2%、(-0.12)2=1.4%規定されている

ということを示している。このことは、安全性に対する満足度は水道水質管理に対する

評価に強く影響を受けており、水道水質管理の評価を改善することで安全性に対する満

足度を向上させられる可能性があることを示唆している。 
一方、「おいしさに対する満足度」は、「カルキ臭に対する不安」因子、「安全性に対

する満足度」から直接的な影響を受けており、その因果係数は-0.31、0.56 であった。す

なわち、「カルキ臭に対する不安」因子は 9.6%、「安全性に対する満足度」は 31.4%、「お

いしさに対する満足度」の変動を規定しており、カルキ臭に対する不安を低減し、安全

性に対する満足度を向上すれば、おいしさに対する評価が高めることができると言える。  
「飲用水としての満足度」は「おいしさに対する満足度」、「安全性に対する満足度」、

「健康に良い」という 3 つの観測変数から直接的な影響を受けており、その因果係数は

それぞれ 0.65、0.20、0.13 であった。これは「おいしさに対する満足度」が 42.2%、「安

全性に対する満足度」が 4.0%、「健康に良い」という観測変数が 1.7%、それぞれ「飲

用水としての満足度」の変動を規定することを示しており、「おいしさに対する満足度」

が「飲用水としての満足度」に直接的に強く影響していることが確認された。一方、「安

全性に対する満足度」については、直接的な影響は弱いものの、「おいしさに対する満

足度」を通じて間接的な効果も有していることから、「飲用水に対する満足度」に対し

て一定の影響を有していた。これらに対し、「健康に良い」という評価の影響は小さく、

水道水の飲用水としての満足度を規定するのは、水道に起因する要因が大半を占めるこ

とが確認された。 
 
2.5 考察 

本章では、数量化Ⅱ類分析、因子分析、共分散分析の手法を用いて、水道水に対する

態度形成に影響する要因について分析した。今回の調査は、水道事業に起因する要因だ

けでなく、水道飲用に対する考えなどライフスタイル・社会変化に起因すると思われる

要因も含めた検討を行ったことが特徴である。分析の結果、水道水の飲用水としての満

足度を規定する要因としては、水道事業に起因するものが大半を占め、ライフスタイル

や社会変化に起因する要因はほとんど影響していなかった。すなわち、市民の水道に対

する評価はライフスタイルや社会変化などにはあまり影響されておらず、水道プロセス

や水道水質など、主に水道事業に起因する要因によって評価されており、水道事業者が

適切な対応策を講じることにより、市民の水道水に対する満足度は改善しうることを示

すことができた。 

また、飲用水としての満足度には「安全性」に対する満足度よりも「おいしさ」に対
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する満足度が大きく寄与しており、「価格」に対する満足度はほとんど影響していなか

った。「価格」に対する満足度は「安全性」に対する満足度や「おいしさ」に対する満

足度との相関も低かったことから、価格に対する満足度については、水道水質以外の要

因の影響が大きいと考えられる。 

「おいしさ」に対する満足度に対しては、「カルキ臭に対する不安」因子、「安全性」

に対する満足度が直接的に影響していた。一方、「安全性」に対する満足度に対しては

「水道水質管理に対する不満」因子の寄与が大きかった。 

これまでも、水道水の満足度や評価に影響する要因について研究が行われている。

Suffet ら 16)は消費者が水道水質に不満を抱く主な要因は塩素による異臭味の認知である

と報告している。Mackey ら 17)は、水道水の味や臭気については、必ずしも水道水質に

対する信頼性の低下には結びつかないが、水道水の味に関して否定的な意見を持たない

消費者は、異臭味を感じている消費者よりも、水道水質についてもより肯定的な評価を

する傾向にあると報告している。また、Doria18)は水道水質の認知に関する過去の様々な

報告についてレビューを行い、水道水の評価に対しては、主に、味、におい、色、濁り

などの感覚的な情報が影響しており、中でも味が大きく影響していたと報告している。

本章での分析においても、「おいしさ」が水道水の飲用水としての満足度の規定要因と

しては最も大きく影響しており、「おいしさ」に対する満足度には「カルキ臭に対する

不安」が直接的に、「水道水質管理に対する不満」が間接的に影響を及ぼしていること

を示した。 
従来、水道事業体では、安全な水道水の供給を目標とした水質管理が実施されており、

特に塩素消毒が水道法で義務付けられている日本においては、塩素による異臭味につい

ては、あまり問題とされてこなかった。しかし、今回の結果は、飲用水としての評価改

善のためには、安全性確保のための水道水質管理に加え、異臭味の改善に取り組む必要

があることを示唆しており、今後は塩素により生じる異臭味、いわゆるカルキ臭を解消

していくことが水道水に対する満足度向上に大きく寄与するものと考えられる。 
また「水道水質管理に対する不満」、「カルキ臭に対する不安」の各因子の変動には、

有害物質や有害微生物などによる「有害成分に対する不安」因子が影響しており、「有

害成分に対する不安」因子、「水道水質管理に対する不満」因子の変動には、「情報提供

に対する不満」因子が影響していた。つまり、水道水中の有害物質の存在状況や水道水

質管理の手法を市民にわかりやすく情報提供していくことで、水道飲用による健康への

不安感が軽減し、その結果、水道に対する異臭味や水道水質管理に対する評価の改善を

図ることができるということであり、情報提供も間接的に水道水の満足度向上に寄与す

ることができると言える。 
最近、市民の水道水の直接飲用率低下を受け、多くの水道事業体がボトル水の販売な

ど PR にも力を入れているが、今回のアンケートでは、半数近くの回答者が水道局から

の情報提供が不十分であると回答しており、水道水に対する認識改善には、水道水質に
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関して市民に伝わるような情報提供の手法を検討していくことが重要であると考えら

れる。 

なお、従来、水道水に対する不満の主な要因として挙げられてきた「水源」、「給水装

置の衛生状態に対する不満」、「水道に対する信頼」などの項目に関しては、今回の分析

においては、水道水の満足度にほとんど寄与していなかった。このように、不満が高い

項目間で、満足感に対する寄与の程度に差が出た理由については今後の検討課題である。 

 

 

2.6 結語 

 本章では、数量化Ⅱ類分析や、因子分析、共分散分析などの多変量解析手法を用いて、

水道水に対する態度形成に影響する要因について分析を行った。 
 本章で得られた知見を以下に示す。 
(1)飲用水としての満足度への各種要因の影響評価 

① 数量化Ⅱ類分析により、「おいしさ」、「安全性」及び「価格」の 3 つの項目別

満足度と飲用水としての満足度の関係を分析した結果、「おいしさ」に対する

満足度の寄与が約 7 割程度と非常に大きく、「価格」に対する満足度はほとん

ど寄与していなかった。 
② 水道の各プロセスで、飲用水の満足度に最も大きく影響しているのは、「浄水

処理」であり、水質関係項目では、「カルキ臭」の寄与が大きく、ライフスタ

イル・社会変化に起因すると思われる要因では、「健康によい」という評価が

大きく影響していた。 
 

(2)水道事業に起因する影響因子の抽出と因果構造 

① 因子分析法により、飲用水としての満足度に影響する水道事業に起因する要因

として、「有害成分に対する不安」、「水道への信頼」、「給水装置の衛生状態に

対する不満」、「情報提供に対する不満」、「カルキ臭に対する不安」、「水道水質

管理に対する不満」の 6 因子が抽出された。 
② 抽出した 6 因子の因果構造を分析したところ、「情報提供に対する不満」因子

は「カルキ臭に対する不安」を除く他の 4 因子全てに直接的な影響をもたらし

ていた。また、「有害成分に対する不安」因子は「カルキ臭に対する不安」、「水

道水質管理に対する不満」、「給水装置の衛生状態に対する不満」の各因子に直

接的に影響しており、「水道への信頼」因子に対しては「水道水質管理に対す

る不満」因子が影響していた。 
 

(3)水道水に対する市民の態度構造 

① 水道事業に起因する要因、ライフスタイル・社会変化に起因すると考えられる
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要因を総合して因果分析を行った結果、飲用水としての満足度には、「おいし

さ」に対する満足度が大きく影響しており、「おいしさ」に対する満足度に対

しては、「カルキ臭に対する不安」因子、「安全性」に対する満足度の寄与が大

きく、「安全性」に対する満足度に対しては「水道水質管理に対する不満」因

子の寄与が大きかった。 
② 「情報提供に対する不満」因子は、「有害成分に対する不安」因子、「水道水質

管理に対する不満」因子を通じ、間接的に「おいしさ」、「安全性」の満足度に

影響をもたらしていた。 
 
(4)水道水に対する市民態度への水道事業に起因する要因の寄与 

飲用水としての満足度に影響をもたらしているのは、水道事業に起因する要因がほ

とんどであり、ライフスタイル・社会変化に起因すると考えられる要因については影

響が小さいことを示した。 
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第 3 章 潜在心理特性を考慮した水道水に対する市民ニーズの分析 

  
3.1 本章の目的 

 近年、水道事業体では、水道水の直接飲用率の低下、いわゆる水道離れが問題となっ

ており、国内外を問わず、飲用促進に向け、様々な取り組みが行われている 1)-3)。しか

しながら、市民のライフスタイルが大きく変化する中、市民の水道に対するニーズも多

様化している。こうした状況に適切に対応していくためには、まず、市民のニーズを適

切に把握し、今後の水道事業運営や施設整備にどのように反映するかを精査する必要が

あるが、これらの課題については、十分検討されているとは言えない状況である。 
近年は、民間企業のみならず、国や地方公共団体においても、市民、住民の満足度が

重視されるようになり、社会資本整備においても、市民とのコミュニケーションを進め

つつ、合意形成を図ることが従来以上に求められている 4)が、このような社会資本整備

のための投資に対し、市民との認識共有を図るには、市民ニーズを定量化し、それに基

づき、改善策の比較検討を行う必要がある。 
これまでも、様々な水道事業体で水道水の満足度調査は実施されており、それに基づ

いた施策の評価も行われている。しかし、同じ地域に居住していても、生活環境などの

違いによって、１つの事象についても感じ方が異なったり、同じ環境におかれた場合で

も、個人の特性によって満足感や不安感の感じ方には大きな違いがあったりと、個人の

評価は、それぞれのバックグラウンドや心理特性に大きく影響を受けることから、それ

を単純に比較し、評価することは難しい。 
教育・心理測定の分野ではこうした個人の様々な特性を定量的に評価する方法につい

て研究されているが、人間の心理的特性は物理的な特性と異なり、直接的な定量が不可

能である。このため、「テスト」もしくは「アンケート」として、多くの人に同一の課

題、質問を行い、それに対する反応の相違から、被験者の個人差を測定し、個人あるい

は集団の能力や特性の客観的な評価が行われている。 
このように質問紙検査によって心理データを尺度化し定量評価する手法の１つに項

目反応理論（Item Response Theory）がある。項目反応理論は従来教育・心理学分野を中

心に個人の能力や特性を分析する手法として発展してきたものであるが、近年は、駅利

用者等、市民のニーズ分析などにも使用されている 5)。 
本研究では、市民の水道回帰のための施策の有効性を定量的に議論するために、項目

反応理論を適用し、水道水質に対する不満や要望を尺度化し、分析するとともに、水道

水質に対する市民ニーズの特徴について分析を行った。 
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3.2 項目反応理論 6) 

3.2.1 項目反応理論の概要 

教育分野では、個人の能力を測定するために、様々なテストが行われている。また、

心理学の分野においても、様々な構成概念を創出し、それを操作的に定義し、客観的に

測定することで、被験者の行動や心理を測定することが行われている。従来、このよう

な測定の多くは古典的テスト理論にその理論的根拠を求めてきた。 
古典的テスト理論は、観測値＝真の得点＋測定誤差という基本式を出発点としており、

わかりやすく実用的なテスト理論として広く普及している。しかし、この理論を用いて

得られた結論はテストを受験した特定の被験者集団の特性に依存すること、また、非平

行テストによって測定された 2 群の人々の属性を比較することが不可能であるなどの

問題点も抱えている。 
項目反応理論はこうした従来の古典的テスト理論では取り扱えない問題に対しても

有効な解決法を与えるものとして近年注目を集めているテスト理論である。 
 古典的テスト理論では、個人の得点として、正答項目数を用いるが、項目反応理論で

は、テスト項目に対する正誤反応パターンから潜在特性尺度上の値として個人の能力・

特性を推定することができる。この他、異なる尺度値を持つ個人ごとに測定精度を評価

できること、回答する項目が被験者間で異なる場合でも同一特性尺度上で測定結果を表

示することが可能となるなど、多くの利点を有しており、現在では、学力測定以外に、

態度、興味、パーソナリティ、さらには組織心理などの測定にも項目反応理論が用いら

れるようになっている。 
項目反応理論では、テストや質問紙に対する被験者の反応は、項目の特徴を表す項目

母数（Item parameter）と被験者の能力や性格などを表す潜在特性（latent trait）の

関数で表現され、項目への応答確率と潜在特性尺度との関係は「項目特性曲線（Item 
Characteristic Curve ; ICC）」と呼ばれる単調増加曲線で記述される。すなわち潜在特

性尺度値の高い被験者が低い被験者よりもその項目に正答する確率が高く、逆に潜在特

性尺度値が低い被験者が高い被験者よりもその項目に正答する確率が低いことを表し

ている。 
項目特性曲線はロジスティック曲線で仮定されることが多く、ロジスティック曲線で

仮定されたモデルは「ロジスティックモデル」という。ロジスティックモデルの項目特

性曲線の例を図 3-1 に示す。 
ロジスティックモデルでは、項目 j の特性は、潜在特性尺度値を θ、反応（正答）す

る確率 Pj(θ)とすると、 

( ) = {1 + exp[−1.7 ( − )]}               式(3-1) 

と表される。 
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図 3-1 項目特性曲線(ICC)（ロジスティックモデル） 

 
 
ここで aj 及び bj は曲線の形状を決定するパラメータで、aj は識別力パラメータ

（discrimination parameter）、bj は困難度パラメータ（difficulty parameter）と呼ばれる。

aj は曲線の立ち上がりの強さを、bjは横軸上における曲線の位置を表わす。なお、bj は
この曲線の変曲点に当たり、 

                   ( ) = 0.5                                        式(3-2) 

であり、ajは変曲点における微分係数の定数倍になる。 
ロジスティックモデルでは、パラメータ aj 及び bjによって曲線の形状が完全に決ま

る。すなわち項目 j の特性がパラメータ aj 及び bjによってすべて記述されるというこ

とになる。これらのパラメータは質問項目ごとに固有の数値を示し、それらを比較する

ことで、各項目の特性を知ることができる。 
例えば、2 つの項目 i、j の特性曲線について考えると、パラメータ ai=aj、bi＜bjの場

合（図 3-2）、項目 j の曲線の方が項目 i の曲線よりも全体として右側に寄っている。こ

の時、特性尺度値が θ0の被験者については、Pi(θ0)＞Pj(θ0)であるから、項目 i の方が項

目 j よりも正答する確率が高い、すなわち、項目 j の方が項目 i よりも難しいと言える。 
次に、パラメータ bi=bj、ai＜ajの場合（図 3-3）を見ると、項目 j の曲線の方が変曲点

前後での傾きが急になっており、Pj(θ2)－ Pj(θ1)と Pi(θ2)－ Pi(θ1)を比較すると、Pj(θ2)－ 
Pj(θ1)の方が大きくなっている。すなわち、パラメータ a の値が大きい項目は変曲点の

前後で特性尺度値の違いをより明確に識別できると言える。 
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図 3-2 項目特性曲線（パラメータ ai=aj、bi＜bjの場合） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3 項目特性曲線（パラメータ bi=bj、ai＜ajの場合） 
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次に、n 項目から構成されるテストで被験者 i が特定の項目反応パターン u = (u1, 
u2, ･･･, un)を示す確率について考える。 

項目反応理論では、「被験者のある項目に対する反応は他のいずれの項目に対する反

応とも独立に生じる」ことを仮定する。これは「局所独立の仮定」と呼ばれ、ある被験

者について、項目 j に正答したかが、項目 k に正答するか誤答するかに全く影響しない

という仮定である。この仮定は、項目間に特別な関係、例えば項目 j の結果を使って項

目 k に回答するということなどがない限り成立する現実的な仮定である。潜在特性尺度

値が θである被験者が項目 j に正答する確率は式(3-1)より、Pj(θ)であり、誤答する確率

Qj(θ)は Qj(θ)＝1－Pj(θ)と表すことができる。この時、テストの n 項目に(u1, u2, ･･･, un)
という反応（各 uiは「反応あり」なら 1、「反応なし」なら 0）をする確率は、 

    Prob( , , … , | ) = ∏ ( ) ( )                 式(3-3) 

 
で表される。 
 また、実際のテストやアンケート調査では、得られた被験者の項目反応パターンを基

に個人の潜在特性尺度値を推定する。 
今、n 項目で構成されるテストを N 名の被験者に対して実施した結果を、反応ありな

らば 1、反応なしならば 0で表すとすると、図 3-4のような項目反応行列 Uが得られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 3-4 項目反応行列 

 

1 0 1 ・・・・・・・・・1      θ1
2 1 1 ・・・・・・・・・0 θ2
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
N 1   0 ・・・・・・・・・ 1      θN

a1 a2 an・・・・・・・・・

b1 b2 bn・・・・・・・・・

1  2 ・・・・・・・・・n
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式(3-9) 

 ここで被験者 i の項目 j に対する反応を uijと表すと、 

      = 1 （反応あり）

0 （反応なし）
                  式(3-4) 

となり、被験者 i の n 項目に対する項目反応パターンを、 

                       = ( , ,⋯ ,  )                                    式(3-5) 

とすると、潜在特性尺度値が θiである被験者 i がそのような反応パターンを示す確率

は局所独立の仮定より、 

                       Prob( | ) = ( ) ( )  

 
被験者 N 名について、相互に独立に項目反応が得られることから、潜在特性尺度値

が θ1, θ2, ・・・, θNである被験者集団から項目反応行列 U が得られる確率は、 

 

         Prob( | , ,⋯ , ) = Prob( | ) = ( ) ( )  

となる。式(3-7)は U の(θ1, θ2, ･･･, θN)による条件付確率を示しているが、さらにこれは

項目パラメータ a=(a1, a2, ･･･, an)及び b=(b1, b2, ･･･, bn)によっても条件づけられている

ことから、それを明示すると、 

          Prob( | , , , ,⋯ , ) = ( ) ( )  

となる。式(3-8)は、a, b 及び θ1, θ2, ･･･, θN が与えられた時に U が得られる確率を示し

ているが、実際にデータが得られるのは、U のみであり、a, b 及び θ1, θ2, ･･･, θN は未知

であるため、a, b 及び θ1, θ2, ･･･, θNを変数として、観測された項目反応行列 U が最も

生起しやすい値を求め、項目パラメータ及び被験者の特性尺度値の推定値とする。 

すなわち尤度関数、 

        L( | , , , ,⋯ , ) = ( ) ( )  

式(3-6) 

式(3-7) 

式(3-8) 
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式(3-10) 

を最大にする a, b 及び θ1, θ2, ･･･, θNを求める。実際の計算では、式(3-9)の対数をとり、 

 

        lnL( | , , , ,⋯ , ) = ln ( ) + 1 − ln ( )  

を最大にする a, b 及び θ1, θ2, ･･･, θNを求め、項目パラメータの最尤推定値とする。 

 

3.2.2 段階反応モデル 

 3.2.1 では、観測変量が 2 値型のモデルを扱ったが、観測変量が多値型のモデルも存

在する。多値型の反応が、段階的なカテゴリで与えられる場合は、段階反応モデルが適

用される 7)，8)。 
 いま、被験者の反応が｛1, 2, 3, 4｝の 4 段階で得られ、特性尺度値が大きい被験者ほ

ど、カテゴリ 4に、小さい被験者ほどカテゴリ 1に反応する確率が高くなるものとする。

この時、3.2.1 で述べた 2 パラメータロジスティックモデルにおける項目特性曲線と同

様に、各項目のカテゴリごとに特性尺度値と当該カテゴリに反応する確率との関係を表

す項目反応カテゴリ曲線(Item Response Category Characteristic Curve; IRCCC)を設定する。

しかし、全ての IRCCC を統一的に表現できる関数が存在しないため、境界特性曲線

(Boundary Characteristic Curve; BCC)を設定し、それにロジスティック曲線を仮定する。

BCC は特性尺度値と当該カテゴリ以上の値を持つカテゴリに反応する確率との関係を

表す。 
特性尺度値が θで、カテゴリ｛1, 2, 3, 4｝のいずれかに反応する確率を P*0(θ)、カテ

ゴリ｛2, 3, 4｝のいずれかに反応する確率を P*1(θ)、カテゴリ｛3, 4｝のいずれかに反応

する確率を P*2(θ)、カテゴリ｛4｝に反応する確率を P*3(θ)、いずれにも反応しない確

率を P*4(θ)として、P*1(θ)、P*2(θ)、P*3(θ)にロジスティック曲線を仮定すると、 
 

                     ∗ ( ) = [1 + exp{− (θ − )}]                          式(3-11) 

                 k = 1, 2, 3 
 
で表される。パラメータ a は同一項目の BCC では同じ値をとることが仮定される。な

お、P*0(θ)は常に 1.0、P*4(θ)は常に 0.0 であるが、モデル表現上の必要性から設定され

ているものである。BCC の例を図 3-5 に示す。 
このように BCC を定義すると、各カテゴリの IRCCC は BCC の差で表される。 
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図 3-5 境界特性曲線（BCC）の例 

 
 

カテゴリ｛1｝に反応する確率は、 

( )  =  ∗( )－ ∗( )                     式(3-12) 

 

カテゴリ｛2｝に反応する確率は、 

( )  =  ∗( )－ ∗( )                     式(3-13) 

 

カテゴリ｛3｝に反応する確率は、 

( )  =  ∗( )－ ∗( )                     式(3-14) 

カテゴリ｛4｝に反応する確率は、 

( )  =  ∗( )－ ∗( )                      式(3-15) 

で与えられる。 
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図 3-6 項目反応カテゴリ特性曲線（IRCCC）の例（4値型） 

 
 
 
 したがって IRCCC の具体的な曲線形は図 3-6 に示したように、カテゴリ 1 が右下が

りの単調減少型、カテゴリ 2 及び 3 が左右対称な単峰型、カテゴリ 4 が右上がりの単調

増加型になる。各カテゴリの位置を表すのに、カテゴリ 1 及び 4 については、IRCCC
の確率 0.5 に対応する θの値を、カテゴリ 2 及び 3 については、IRCCC のピークに対応 
する θの値を用いる。 

カテゴリ 1 から 4 の位置を b1'、b2'、b3'、b4'とすると、これらは BCC のパラメータを

用いて、 

′ =                            式(3-16) 

′ = ( + )/2                                           式(3-17) 

’ = ( + )/2                                               式(3-18) 

   ’ =                                                        式(3-19) 

で得られる。なお、ここでは 4 値型を例として紹介したが、3 値型の場合は、IRCCC は

カテゴリ 1 が右下がりの単調減少型、カテゴリ 2 及び 3 が左右対称な単峰型、カテゴリ

4 が右上がりの単調増加型になり、カテゴリの位置は、b1、(b1+b2)/2、b2となる。 
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3.3 分析対象 

本章では、2 章と同様に、大阪市水道局が平成 19 年度に実施したインターネットア

ンケートの結果を用いた。 
当該アンケートは、水道水に対する市民態度の形成に影響する様々な要因を総合的に

調査することを目的に実施されたものであるが、本章では、当該アンケートの調査項目

の内、水道プロセス、水道水質、及び水道局からの情報提供に対する評価と水道水飲用

のための改善要望に関する回答を分析対象とした。分析対象とした調査項目を表 3-1 に

示す。 
 
 

表 3-1 分析対象とした調査項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

水道プロセスについては、水源から家庭の蛇口に届くまでの各プロセスに対する認識

を問うため、「水源のきれいさ」、「浄水処理」、「配水管の衛生状態」、「給水管の衛生状

態」、「受水槽の衛生状態」、「水質管理」についての評価について回答を求めた。水道水

質については、水道水質については、市民の水質に対する評価に影響すると考えられる

「有害化学物質の存在」、「有害微生物の存在」、「塩素消毒」、「カルキ臭」について評価

を求めた。また、水道事業者からの情報提供に関しては、「水道局からの情報提供量」、

「情報提供内容」について評価を求めた。 

不満（満足度）調査項目 要望調査項目

水源のきれいさ 水源の水質改善

浄水処理 新たな浄水処理技術の導入

配水管の早期取替

配水管の定期洗浄

給水管の定期点検

給水管の定期洗浄

受水槽の定期点検

受水槽の定期洗浄

水質管理

有害化学物質の存在

有害微生物の存在

塩素消毒

カルキ臭

情報提供量 わかりやすい情報提供

情報提供内容 水道プロセスの積極的な情報公開

情報
提供

水
道
水
質

水
道
プ
ロ
セ
ス

配水管の衛生状態

給水管の衛生状態

受水槽の衛生状態

水質管理の強化

カルキ臭の解消
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一方、それらに対応する改善要望として、「水源の水質改善」、「新たな浄水処理技術

の導入」、「配水管の早期取替」、「配水管の定期洗浄」、「給水管の定期点検」、「給水管の

定期洗浄」、「受水槽の定期点検」「受水槽の定期洗浄」、「直結給水の導入促進」、「水質

管理の強化」、「カルキ臭の解消」、「わかりやすい情報提供」、「水道プロセスの積極的な

情報公開」について要望する程度を尋ねている。 
これらの現状の評価と改善要望については、表 3-1 に示したように、項目間で対応関

係があり、対応する項目を比較することにより、市民の各項目に対する態度を評価する

ことができる。 
なお、アンケート調査では、水道プロセス、水道水質及び水道事業者からの情報提供

に対する評価については、「全く不満はない」、「あまり不満はない」、「どちらとも言え

ない」、「やや不満」、「とても不満」の 5 段階で評価を求めており、今後、水道水を飲用

するための要望については、「要望しない」、「要望する」、「強く要望する」の 3 段階で

の評価を求めている。本研究では、不満と要望への応答行動の背後にある潜在心理特性

について評価を行うことを目的としていることから、現状の評価と今後の要望について

の評価段階を統一して比較するため、水道プロセス、水道水質等に対する満足感に対す

る問いについては、「全く不満はない」、「あまり不満はない」、「どちらとも言えない」

と回答した場合を「不満なし」と回答したとみなすこととし、「不満なし」、「やや不満」

「とても不満」の 3 段階で各項目を不満に感じている程度（以下、不満度）の評価を行

った。各項目の不満度を図 3-7 に示す。 
水道プロセスに関する項目では「水源のきれいさ」に対する不満度は約 70%、「給水

管の衛生状態」、「受水槽の衛生状態」は 50%程度と高く、それに対して「浄水処理」、

「水質管理」に対する不満度は 20%以下と低かった。水質に関する項目では、いずれの

項目も不満度は概ね 40%程度であった。水道水質に関する情報提供については、量、内

容とも不満度は 40%程度であった。 
一方、今後、水道水を飲用するための水道プロセス、水道水質等への要望の程度（以

下、要望度）を図 3-8 に示す。いずれの項目についても要望度が 80%を超えており、大

きな差は認められなかった。 
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図 3-7 各項目の不満度 
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図 3-8 各項目の要望度 
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3.4 項目反応理論分析 

3.4.1 因子分析による尺度の一次元性の確認 

 項目反応理論では多次元項目反応モデルを適用する場合を除き、潜在特性の一次元性

が仮定される。このため、分析対象項目の一次元性を確認するために、項目間相関行列

に対して主因子解法を用いて探索的因子分析を行った。その結果を表 3-2、3-3 に示す。 
第 1 因子の寄与率は不満度分析項目で 47.5%、要望度分析項目で 51.6%と高い値を示

しており、潜在特性の一次元性が確認された。 

 
 

表 3-2 因子分析結果（不満度分析項目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3-3 因子分析結果（要望度分析項目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 分析方法 

分析に際しては、不満度について、「不満なし」に 1 を、「やや不満」に 2 を、「とて

も不満」に 3 を与え、要望度については、「要望しない」に 1 を、「要望する」に 2 を、

「強く要望する」に 3 を与えるという 3 値化を行った後、段階反応モデルに基づき、

Multilog 7.03 で項目パラメータ値の推定を行った。 

 

因子 固有値 寄与率(%) 累積寄与率(%)

1 5.695 47.5% 47.5%
2 1.318 11.0% 58.4%
3 1.109 9.2% 67.7%
4 0.473 3.9% 71.6%
5 0.324 2.7% 74.3%
6 0.032 0.3% 74.6%

因子 固有値 寄与率(%) 累積寄与率(%)

1 6.705 51.6% 51.6%
2 1.212 9.3% 60.9%
3 0.514 4.0% 64.9%
4 0.282 2.2% 67.0%
5 0.139 1.1% 68.1%
6 0.065 0.5% 68.6%
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3.5 分析結果及び考察 

3.5.1 応答モデルの推定結果 

 不満度分析項目について、項目パラメータの推定を行った結果を表 3-4 に、各項目の

項目カテゴリ特性曲線を図 3-9 に示す。図 3-9 は、各項目に対する潜在的な不満の強さ

（潜在不満度）と各カテゴリ（「不満なし（カテゴリ 1）」、「やや不満（カテゴリ 2）」、
「とても不満（カテゴリ 3）」）に回答する確率との関係を示したもので、横軸に示した

潜在不満度は右に行くほど不満が強いことを示している。また、3.2 では、潜在特性尺

度を表す記号として θを用いていたが、本研究では、潜在心理特性を潜在不満度と潜在

要望度に分けて評価するため、潜在不満度を示す記号としては φを用い、潜在要望度を

θ で表すこととした。なお、縦軸の表記として、3.2 では一般的に用いられる反応確率

を用いていたが、図 3-9 では、各カテゴリに応答する確率として、「応答確率」という

表記とした。 

 
 

表 3-4 不満度分析項目における項目パラメータ推定値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

識別力パラメータは、3.2 で述べたように、項目カテゴリ特性曲線の傾きを表すもの

であり、その値が小さければ、変曲点前後での応答確率の変化が少なく、大きければ、

応答確率の変化が大きいことを示している。すなわち、識別力パラメータの値が小さけ

れば、潜在心理特性の変化が応答確率に及ぼす影響が小さく、大きければ、潜在心理特

b 1 (b 1+b 2)/2 b 2

水源のきれいさ 1.40 -0.97 0.010 0.99

浄水処理 3.05 0.79 1.190 1.59

配水管の衛生状態 2.29 0.13 0.755 1.38

給水管の衛生状態 1.80 -0.25 0.425 1.10

受水槽の衛生状態 1.68 -0.33 0.310 0.95

水質管理 2.55 0.78 1.290 1.80

塩素消毒 3.74 0.05 0.590 1.13

カルキ臭 3.43 -0.02 0.490 1.00

有害化学物質の存在 8.30 0.03 0.480 0.93

有害微生物の存在 8.41 0.06 0.495 0.93

水道水質に関する情報提供量 1.30 0.18 1.035 1.89

水道水質に関する情報提供内容 1.28 0.13 0.940 1.75

識別力
パラメータ（a )

困難度パラメータ
項目
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性の変化が応答確率に及ぼす影響が大きいと言える。表 3-4 に示した推定結果では、「水

道水質に関する情報提供量」、「水道水質に関する情報提供内容」、「水源のきれいさ」、

「給水管の衛生状態」、「受水槽の衛生状態」などの項目では識別力パラメータは比較的

小さく、「有害化学物質の存在」、「有害微生物の存在」で大きい値であった。すなわち、

水道水質に関する情報提供や水源のきれいさ、給水管・受水槽の衛生状態に対する回答

については、潜在不満度の影響が少なく、一方、有害微生物、有害化学物質の存在に対

する回答については、潜在不満度の影響が大きいことを示していると言える。図 3-9 に

示した項目カテゴリ特性曲線においても、「水道水質に関する情報提供量」、「水道水質

に関する情報提供内容」、「水源のきれいさ」等は潜在不満度の増加に伴い、緩やかに増

加しているのに対し、「有害化学物質の存在」、「有害微生物の存在」に対する応答確率

は一定の潜在不満度を超えると急激に上昇しており、潜在不満度が応答態度の決定に強

く影響していると考えられる。 
一方、困難度パラメータは曲線の横軸上の位置を示すもので、3.2 で述べたように、3

値型の段階反応モデルにおいては、b1がカテゴリ 1、b2はカテゴリ 3 の項目反応カテゴ

リ特性曲線（IRCCC）の確率 0.5 に対応する潜在特性値を示す。(b1+b2)/2 はカテゴリ 2
の IRCCC のピークに対応する潜在特性値である。困難度パラメータの値が小さければ

応答しやすく、大きければ応答しにくい項目ということを示している。不満度分析にお

いては、困難度パラメータの値が小さければ、不満度が低い人でも不満を感じやすい項

目であり、困難度パラメータの値が大きければ、不満度が高い人のみが不満を感じる項

目と言える。但し、今回の分析では、「不満なし」、「やや不満」、「とても不満」という

不満寄りの 3 段階で評価を行ったことから、分析結果についても、困難度パラメータが

小さくなる可能性があることに留意する必要がある。 
各項目について、「やや不満」（カテゴリ 2）の IRCCC の位置（(b1+b2)/2）で比較する

と、「水源のきれいさ」で最も小さくなっており、「給水管の衛生状態」、「受水槽の衛生

状態」も比較的小さい値であったのに対し、「浄水処理」、「水質管理」、｢水道水質に関

する情報提供量｣、「水道水質に関する情報提供内容」は大きい値であった。このことか

ら「水源のきれいさ」、「給水管の衛生状態」、「受水槽の衛生状態」については、潜在不

満度が小さい回答者でも不満を感じやすい項目であると言える。一方、「浄水処理」、「水

質管理」、｢水道水質に関する情報提供量｣、「水道水質に関する情報提供内容」について

は、潜在不満度が高い人のみが不満に感じる項目であると言える。 
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図 3-9 各項目の項目カテゴリ特性曲線（不満分析項目） 
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図 3-9 各項目の項目カテゴリ特性曲線（不満分析項目） 
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図 3-9 各項目の項目カテゴリ特性曲線（不満分析項目） 
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図 3-9 各項目の項目カテゴリ特性曲線（不満分析項目） 
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図 3-9 各項目の項目カテゴリ特性曲線（不満分析項目） 
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図 3-9 各項目の項目カテゴリ特性曲線（不満分析項目） 
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次に要望度分析項目について、項目パラメータの推定を行った結果を表 3-5 に、各項

目の項目カテゴリ特性曲線を図 3-10 に示す。図 3-10 は、各項目に対する潜在的な要望

の強さ（潜在要望度）と各カテゴリ（「要望しない（カテゴリ 1）」、「要望する（カテゴ

リ 2）」、「強く要望する（カテゴリ 3）」）に回答する確率との関係を示したもので、横軸

に示した潜在要望度は右に行くほど要望が強いことを示している。 

 
表 3-5 要望度分析項目における項目パラメータ推定値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

識別力パラメータについては、不満分析項目ほど大きな差は認められなかったが、「水

源水質の改善」、「新たな浄水処理技術の導入」、「カルキ臭の解消」などで小さく、「給

水管の定期点検」「給水管の定期洗浄」、「受水槽の定期点検」、「受水槽の定期洗浄」で

大きかった。このことより、「水源水質の改善」、「新たな浄水処理技術の導入」、「カル

キ臭の解消」などの項目に対する回答については、潜在心理特性の影響は小さく、一方、

給水管や受水槽の定期点検・洗浄に対する回答については、潜在心理特性の影響が大き

いと言える。 
一方、困難度パラメータは全体的に小さくなっており、項目カテゴリ特性曲線も全体

的に左寄りであった。不満分析項目と同様、要望項目についても、「要望なし」、「要望

する」、「強く要望する」の 3 段階で分析していることから、困難度パラメータが小さく

なる可能性があることに留意する必要があるが、今回調査した項目については、比較的

潜在要望度の低い回答者でも「要望する」と回答しやすい項目であることがわかる。 

b 1 (b 1+b 2)/2 b 2

水源水質の改善 1.51 -2.13 -1.045 0.04

新たな浄水処理技術の導入 1.50 -1.06 -0.050 0.96

配水管の早期取替 2.49 -1.54 -0.695 0.15

配水管の定期洗浄 3.18 -1.55 -0.685 0.18

給水管の定期点検 9.15 -0.98 -0.380 0.22

給水管の定期洗浄 9.47 -0.91 -0.350 0.21

受水槽の定期点検 7.94 -0.87 -0.335 0.20

受水槽の定期洗浄 7.34 -0.89 -0.335 0.22

直結給水の導入促進 1.80 -0.91 -0.155 0.60

水質管理の強化 2.04 -1.68 -0.705 0.27

わかりやすい情報提供 1.62 -1.47 -0.415 0.64

水道プロセスに関する積極的な情報公開 1.88 -1.24 -0.310 0.62

カルキ臭の解消 1.47 -1.31 -0.355 0.60

項目
識別力

パラメータ（a )

困難度パラメータ
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望分析項目） 
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望分析項目） 
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望分析項目） 
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望分析項目） 
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望分析項目） 
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望度分析項目） 
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図 3-10 各項目の項目カテゴリ特性曲線（要望分析項目） 

 

 

 
「要望する」（カテゴリ 2）の IRCCC の位置（(b1+b2)/2）で比較すると、「水源水質の

改善」が最も小さく、「水質管理の強化」、「配水管の早期取替」、「配水管の定期洗浄」

も比較的小さい値であったのに対し、「直結給水の導入促進」や「新たな浄水処理技術

の導入」では大きな値であった。すなわち、水源水質の改善や水質管理の強化、配水管

の取替・洗浄などの項目はより潜在要望度の低い回答者でも「要望する」と回答しやす

いのに対し、直結給水の導入や新たな浄水処理技術の導入などの項目については、比較

的潜在要望度の高い回答者のみが要望する項目ということが分かった。 

 
3.5.2 潜在心理特性の推定 

(1) 潜在心理特性値の推定結果 

各回答者の潜在不満度、潜在要望度の基本統計を表 3-6 に、ヒストグラムを図 3-11、
図 3-12 に示す。平均値を見ると、潜在不満度は-0.961、潜在要望度は 0.679 と、それぞ

れマイナス側、プラス側に偏った分布となっており、今回のアンケート回答者について

は、不満度に比べ、要望度が高いという傾向にあった。 
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表 3-6 潜在心理特性値に関する基本統計 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 3-11 潜在不満度のヒストグラム 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-12 潜在要望度のヒストグラム 
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表 3-7 属性別の潜在心理特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、回答者の属性別の潜在心理特性について、表 3-7 に示す。男女別で見ると、女

性は潜在不満度、潜在要望度とも、男性よりも高かった。伊藤ら 9)は飲用水の飲用形態

について調査を行い、女性が男性と比べて水道水を直接飲用することを避けようとする

傾向があることを報告しているが、今回の分析結果でも、女性は男性よりも潜在不満度、

潜在要望度とも高いことが確認されており、女性が水道水の飲用を回避する背景には、

こうした潜在心理特性も影響している可能性がある。また、年齢別で見ると、潜在不満

度については、それほど大きな違いはないが、潜在要望度については、年齢が上昇する

に従い高くなっており、65 歳以上では顕著であった。これについては、高齢者は、水

道を利用する際に不安や不満を感じる経験を重ねていく中で改善要望もより強くなっ

ているものと推察される。 
 
(2)潜在不満度と潜在要望度の関係 

 次に、潜在不満度と潜在要望度の関係について検討した。各回答者の潜在不満度と潜

在要望度を 2 次元平面上にプロットしたものを図 3-13 に示す。 
全体の約 68%（410 サンプル）が第 2 象限に集中しており、潜在不満度と潜在要望度

の間に明確な関係性は認められなかった。 
次に、水道水の飲用水としての満足度と潜在心理特性値の分布状況との関連について

考察した。飲用水の満足度については、「満足」、「どちらとも言えない」、「不満」の 3
段階に分類し、各象限における分布を確認した。その結果を表 3-8、図 3-14 に示す。い

ずれのグループにおいても、半数以上が第 2 象限に集中していたが、「不満」と回答し

たグループについては、他のグループに比べ、第 1 象限の割合が大きかった。一方、「満

足」、「どちらとも言えない」と回答したグループについては、「不満」と回答したグル

ープに比べ、第 3 象限の割合が大きかった。このように、「不満」と回答した回答者に

おいては、潜在不満度、潜在要望度とも高い回答者が多く、他の２つのグループとは異

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

男性 -1.046 0.885 0.551 1.017

女性 -0.854 1.012 0.840 0.886

15～29歳 -0.951 0.958 0.554 1.049

30～49歳 -0.911 0.898 0.641 0.912

50～64歳 -1.056 0.900 0.697 0.960

65歳以上 -0.904 1.170 1.038 0.911

潜在不満度 潜在要望度

性別

年齢
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なる分布であったが、「満足」もしくは「どちらとも言えない」と回答したグループに

ついては、分布状況に大きな違いは認められなかった。すなわち、「満足」と回答した

回答者と「どちらとも言えない」と回答した回答者では、潜在心理特性にほとんど差が

ないということであり、飲用水としての評価には、別の要因も影響している可能性が推

察された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3-13 潜在心理特性値の分布 

 
 

表 3-8 飲用水としての満足度別潜在心理特性値の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第1象限 第2象限 第3象限 第4象限

θ≧0 θ≧0 θ＜0 θ＜0
φ≧0 φ＜0 φ＜0 φ≧0

人 4 128 28 0 160
（%) (2.5) (80.0) (17.5) (0.0) (100)
人 9 154 44 0 207
（%) (4.3) (74.4) (21.3) (0.0) (100)
人 79 128 24 2 233
（%) (33.9) (54.9) (10.3) (0.9) (100)
人 92 410 96 2 600
（%) (15.3) (68.3) (16.0) (0.3) (100)
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       (a) 満足             (b) どちらでもない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 不満 

 
図 3-14 飲用水としての満足度別潜在心理特性値の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-15 飲用水としての満足度と不満分析項目の不満回答率 
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そこで、これらのグループにおける応答態度への影響要因を検討するため、飲用水の

満足度について「どちらとも言えない」と「満足」と回答した回答者について、各不満

分析項目に対して不満回答率（「やや不満」と「とても不満」の合計）を比較した。結

果を図 3-15 に示す。ほとんどの項目で、飲用水としての満足度評価で「どちらとも言

えない」と回答した回答者の回答率が「満足」と回答した回答者の回答率を上回ってお

り、浄水処理や水質管理、有害微生物、カルキ臭などの項目では、1.5~2 倍程度の差が

あったが、一方、配水管、給水管、受水槽の衛生状態に関しては、「満足」と回答した

回答者の回答率が「どちらとも言えない」と回答した回答者の回答率を上回っていた。

この結果から、飲用水としての評価の決定には、水質管理に関係する要因への評価が影

響しており、給配水システムの衛生状態の評価については影響していないことが推測さ

れた。近年、多くの水道事業体で水道水の信頼回復に向けた取り組みが実施されており、

市民の評価も徐々に改善されつつあるが 10)、今後は、有害化学物質、有害微生物対策や

カルキ臭の解消など、水質管理の強化に重点的に取り組むことで、より効率的に評価改

善を図ることができると言える。 
一方、「不満」と回答したグループでは、10.3%が第 3 象限に、「満足」と回答したグ

ループでは、2.5%がそれぞれ第 1 象限に属しており、潜在不満度、潜在要望度とも小さ

いにも関わらず、「不満」と回答する回答者や潜在不満度、潜在要望度とも大きいにも

関わらず、「満足」と回答する回答者も一定数存在していた。このように、潜在心理特

性の大小が必ずしも回答と結びつかない場合もあり、水道水の評価に対して潜在心理特

性よりも大きい影響を及ぼす要因の存在が示唆された。 

 
3.6 市民の不満・要望の特徴と施策の優先度に関する考察 

市民の不満が同程度である項目でも、項目反応モデルのパラメータ値に違いがあるこ

とは先に述べたとおりである。このようなパラメータ値の違いにより、市民の水道水質

に対する不満・要望の特徴を分析することを試みた。図 3-16、図 3-17 は、不満分析項

目と要望分析項目について、識別力パラメータを横軸に、縦軸に困難度パラメータ

(b1+b2)/2 をプロットし、パラメータの分布状況を示したものであり、横軸の値が大きい

ほど、潜在心理特性の影響が大きく、縦軸の値が大きいほど、不満や要望を感じにくい、

すなわち、あまり不満や要望を持たない項目であることを示している。 
水源水質に関する不満項目（「水源のきれいさ」）、要望項目（「水源水質の改善」）に

ついては、識別力パラメータ、困難度パラメータとも今回調査した項目の中で最も小さ

かった。このことから、水源水質に関しては、潜在心理特性の大小によらず、多くの回

答者が不満や改善要望を持っていることがわかる。 
次に、給水管、受水槽の衛生状態に関する不満については、識別力パラメータ、困難

度パラメータとも小さくなっており、潜在心理特性によらず、多くの回答者が不満を持

っていた。一方、それに対応する要望項目のうち、給水管・受水槽の定期点検、洗浄に
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ついては、識別力パラメータ、困難度パラメータとも大きくなっており、潜在要望度の

高い回答者のみが要望する項目であったのに対し、直結給水の導入については、識別力

パラメータは小さく、困難度パラメータは大きかったことから、潜在心理特性の影響は

少なく、要望する回答者が少ない項目であった。 
一方、配水管の衛生状態に関する不満については、給水管・受水槽の衛生状態に関す

る不満と比較すると、識別力パラメータはほぼ同程度であったが、困難度パラメータは

大きくなっており、給水管・受水槽に比べると不満が少ない項目であることがわかる。

しかし、配水管の衛生状態に関する改善要望（「配水管の定期洗浄」、「配水管の早期取

替」）については、給水管・受水槽の衛生状態に関する改善要望よりも、識別力パラメ

ータ、困難度パラメータとも小さくなっており、受水槽や給水管に対する改善要望より

も、より多くの回答者が要望していることが分かった。 
浄水処理に関する不満項目（「浄水処理」）、要望項目（「新たな浄水処理技術の導入」）

については、識別力パラメータは小さかったが、困難度パラメータは大きかったことか

ら、浄水処理に関しては、潜在心理特性の影響は小さく、不満や改善要望を持つ回答者

も少なかった。 
塩素消毒とカルキ臭に関する不満は、識別力パラメータは若干大きく、潜在不満度の

影響が他の水道プロセスに関する不満よりも大きかった。一方、それらの不満に対応す

る改善要望「カルキ臭の解消」については、識別力パラメータはより小さく、潜在要望

度の影響はより小さかったが、困難度パラメータは比較的大きく、要望度が高い回答者

が要望を感じる項目であることが確認できた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
図 3-16 不満分析項目におけるパラメータ分布 
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図 3-17 要望分析項目におけるパラメータ分布 

 
 

水質管理に関しては、水質管理全般に関する不満は、識別力パラメータは小さく、困

難度パラメータが大きく、多くの人が不満を持たない項目であったが、有害化学物質、

有害微生物に対する不満については、識別力パラメータが非常に大きく、困難度パラメ

ータは小さくなっており、一定の不満度以上の回答者のほとんどが不満に感じているこ

とがわかった。一方、それらに対応する改善要望（「水質管理の強化」）は識別力パラメ

ータ、困難度パラメータともに小さく、潜在不満度に関わらず、多くの回答者が要望し

ている項目であることがわかった。 
水質に関する情報提供については、不満項目、要望項目とも識別力パラメータは小さ

く、困難度パラメータは大きくなっており、潜在心理特性の高い回答者が不満や要望を

感じる項目であった。 
以上のように、項目パラメータを分析することにより、水道水質に対する市民の不満

や要望の特徴を知ることが可能であると言える。図 3-18 に、潜在心理特性による不満・

要望項目の分類を示す。識別力、困難度とも大きい項目は、不満度、要望度が高い人の

みが不満や要望を感じる項目であると言える。識別力が高く、困難度が低い項目は、あ

る一定の不満度、要望度を持つ人のほとんどが不満、要望を持つ項目であると言える。

また、識別力が低く、困難度が高い項目は、ほとんどの人が不満や要望を感じない項目

であると言える。識別力、困難度とも低い項目は、不満度や要望度に関わらず、多くの
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人が不満、要望を感じる項目であると言える。このように、識別力が同程度である場合

は困難度が小さい方が、困難度が同程度であれば識別力が小さい方が、より多くの人が

不満や要望を感じているということであり、そうした項目について、優先的に対策を講

じることで、市民の水道水質に対する態度転換を効果的に図ることができると考えられ

る。なお、情報公開やカルキ臭の解消などの要望に関しては図中に表現していないが、

識別力パラメータは低く、困難度パラメータは比較的高いことから、「潜在心理特性に

関わらず多くの人が不満・要望を持つ項目」に分類されるが、優先度に関しては、水質

管理の強化や水源水質の改善に比べると低いと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-18 潜在心理特性による不満・要望項目の分類 

 
また、表 3-9 に示したように、水源水質や浄水処理など各プロセスへの不満と要望項

目を比較すると、水源や浄水処理、配水管、水道水質に関する情報提供については、不

満項目と要望項目のパラメータの分布傾向が一致していた。一方、給水管や受水槽の衛

生状態に関しては、不満項目が識別力、困難度ともに小さく、多くの回答者が不満を感

じている項目であったのに対し、要望項目である定期点検、定期洗浄などの項目は識別

力、困難度とも大きく、要望を感じている市民は限定的であることを示していた。この

ことは、給水管や受水槽の衛生状態に対する不満解消の対策としては、定期点検や定期

洗浄は、一部の市民の不満の軽減には寄与するが、その効果は限定的であり、これらの

対策だけでは、全ての市民の不安を軽減するには至らないことを示唆していると考えら 
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表 3-9 不満分析項目、要望分析項目のパラメータ分布の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れる。同様に、塩素消毒、カルキ臭に関しては、潜在心理特性、困難度とも中程度であ

ったが、その改善要望であるカルキ臭の解消については、識別力は小さく、困難度が大

きくなっていることから、これを要望しているのは比較的要望度の高い回答者であり、

カルキ臭を解消することだけでは、塩素消毒やカルキ臭に対する不安を減少させること

ができないことが分かった。これらとは対照的に、水質管理については、水質管理全般

に不満を感じている回答者は少なかったが、有害化学物質や有害微生物の存在について

は、不満度の低い回答者でも不満を感じている項目であり、それらの改善要望の１つと

考えられる水質管理の強化については、識別力、困難度とも低く、多くの回答者が要望

する項目であった。「水質管理の強化」という要望は、水源から給水栓に至る水道プロ

セスにおける水質に関する不満に対する総合的な改善を求める要望であり、このため、

水質管理自体に不満を感じる回答者は少なくても、要望を感じる回答者が多いという結

果になっていると考えられた。このように、不満項目と要望項目を対比させることで、

不満の軽減、解消のための施策の適切性や過不足についても評価することが可能であっ

た。 
これまでの結果を総合して、市民の潜在心理特性から見た施策の優先順位付けを試み

た。結果を図 3-19 に示す。最優先する施策としては水源の水質改善や水質管理の強化

であり、一方、新たな浄水処理技術の導入や直結給水の導入などは優先度が低いと考え

られた。また、給水管・受水槽の衛生状態やカルキ臭・塩素消毒に対する不満解消も優

先的に取り組むべき課題であるが、現在実施している施策だけでは不満が解消されない

可能性があることから、新たな対策を検討していく必要があると考えられた。 

不満分析項目
潜在心理

特性の影響
困難度 要望分析項目

潜在心理

特性の影響
困難度

水源のきれいさ 小 小 水源水質の改善 小 小

浄水処理 小 大 新たな浄水処理技術の導入 小 大

配水管の衛生状態 小 中 配水管の早期取替 小 中

給水管の衛生状態 小 小 配水管の定期洗浄 小 中

受水槽の衛生状態 小 小 給水管の定期点検 大 大

水質管理 小 大 給水管の定期洗浄 大 大

有害化学物質の存在 大 小 受水槽の定期点検 大 大

有害微生物の存在 大 小 受水槽の定期洗浄 大 大

塩素消毒 中 中 直結給水の導入促進 小 大

カルキ臭 中 中 水質管理の強化 小 小

水道水質に関する情報提供量 小 大 カルキ臭の解消 小 大

水道水質に関する情報提供内容 小 大 わかりやすい情報提供 小 大

水道プロセスに関する積極的な情報公開 小 大
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しかし、優先度が高いとされた「水源の水質改善」や「水質管理の強化」などに対し

ては、既に対策が講じられており、実際に水質改善もかなり進んできていると考えられ

る。このような項目に関しては、これまでの取り組みやその成果を適切に情報提供して

いくことも有効であると考えられる。 
現在、水道事業体では、市民の水道水質に対する様々なニーズに応えるため、多くの

施策を実施しているが、水需要の減少等で経営環境が厳しくなる中、今後はこれまで以

上に必要な施策を峻別し、実施していくことが求められるようになると考えられる。本

研究で示したように、市民の潜在心理特性を分析し、それに基づき、施策の優先順位づ

けを行い、施策の適切性や過不足について検証しながら進めることで、より効率的かつ

効果的に市民の水道水に対する態度を変化させることができる可能性があると考えら

れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-19 潜在心理特性から見た施策の優先順位付け 

 
 
 

水源の水質改善高

低 新たな浄水処理技術の導入

給水管・受水槽の衛生状態改善対策

塩素消毒・カルキ臭への不満解消対策

水質管理の強化

直結給水の導入促進

給水管の定期点検・定期洗浄

受水槽の定期点検・定期洗浄

カルキ臭の解消

配水管の早期取替

配水管の定期洗浄

水道プロセスの情報公開

わかりやすい情報提供

：現在取り組み中の施策

：新たに検討が必要な施策

優
先
度
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3.7 結語  

 本章では、市民の水道回帰のための施策の有効性を定量的に議論するために、項目反

応理論を適用し、水道水質に対する不満や要望の尺度化を行い、水道水質に対する潜在

不満度、潜在要望度と水道水質に対する市民ニーズの特徴について分析を行った。 
本章で得られた知見を以下に示す。 
1. 水道水質に対する潜在不満度、潜在要望度を分析した結果、潜在不満度は全体的

に小さく、潜在要望度は全体的に大きかった。 
2. 女性は男性と比較して、潜在不満度、潜在要望度とも大きかった。 
3. 潜在不満度は年齢による差はなかったが、潜在要望度は年齢が高くなるとともに

大きくなっていた。 
4. 水道水の飲用水としての満足度評価と潜在心理特性の関係について分析した結

果、飲用水として「満足」と回答した回答者と「どちらとも言えない」と回答し

た回答者の潜在心理特性にはほとんど差がなかった。 
 これらの回答者の不満分析項目への回答状況から、飲用水としての評価には、

水質管理に関する要因への評価が影響しており、給配水プロセスの衛生状態に関

する評価については影響していないと推察された。 
5. 不満分析項目、要望分析項目について、項目反応分析で得られたパラメータ値を

用いて、市民の水道水質に対する不満・要望の特徴分析を行った結果、以下の知

見が得られた。 
（不満分析項目） 
水源水質、給水管、受水槽の衛生状態に関しては、潜在不満度の影響は小さく、

多くの回答者が不満を持つ項目であった。これに対して、浄水処理、水質管理、

水質に関する情報提供については、上記項目と同様に潜在不満度の影響は小さい

が、不満を持つ回答者は少なかった。一方、有害化学物質、有害微生物の存在に

対する不満については、潜在不満度が強く作用しており、潜在不満度が一定以上

の回答者については、ほとんどが不満を持っていた。 
   （要望分析項目） 

水源水質の改善、水質管理の強化については、潜在要望度の影響を受けず、多

くの回答者が要望していた。一方、給水管、受水槽の定期点検や定期洗浄につい

ては、潜在要望度の影響が大きく、潜在要望度の高い回答者のみが要望していた。

なお、同じ受水槽関連の要望と考えられる直結給水の導入に関しては、潜在要望

度の影響は小さく、要望する回答者も他の項目に比べると比較的少なかった。ま

た、新たな浄水処理の導入やカルキ臭の解消、わかりやすい情報提供、水道プロ

セスの情報公開についても、潜在要望度の影響が小さく、要望する回答者も比較

的少ない項目であった。 
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6. 不満分析項目と要望分析項目のパラメータ分布を比較することで、水道水質に対

する不満解消のための施策の適切性を評価した。 
その結果、給水管や受水槽の定期点検・洗浄、直結給水の導入については、一部

の市民の不満の軽減には寄与するが、その効果は限定的であり、これらの対策だ

けでは、全ての市民の不安を軽減するには至らないことがわかった。また、カル

キ臭の解消についても、これだけでは塩素消毒やカルキ臭に対する不安を解消で

きないことがわかった。 
7. 潜在心理特性の各種分析結果を総合して、水道事業体で取り組まれている施策の

優先順位付けを試みた。その結果、最優先して取り組むべき事項は水源水質の改

善であり、新たな浄水処理の導入や直結給水については優先順位が低いと考えら

れた。 
8. 潜在心理特性により、施策の優先順位付けを行い、施策の適切性や過不足につい

て検証しながら進めることで、より効率的かつ効果的に市民の水道水に対する態

度を変化させることができる可能性があると考えられた。 
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第 4 章 水道水臭気の目標設定 

 
4.1 本章の目的 

日本の水道では、微生物学的リスク制御のため、水道法により塩素消毒が義務付けら

れている（水道法第 22 条、水道法施行規則第 17 条）。塩素は幅広い微生物種に対して

有効で、かつ残留性があることから、浄水場から給水栓末端に至る給配水過程において

も微生物の再増殖を抑制することが可能であり、水系感染症の防止に大きな役割を果た

してきた。 
しかし、一方で、塩素は水中の有機物と反応することにより、トリハロメタンなどの

消毒副生成物を生成する 1)ことが知られており、水系感染症の流行が過去の話となった

現在においては、塩素消毒はむしろ健康に悪影響を及ぼすものとして忌避される傾向に

ある。水道水を塩素消毒することにより生じる臭気、いわゆるカルキ臭についても同様

で、以前は「安全のしるし」とされていたが、現在は水道水のおいしさを損なうものと

して、水道水に対する不満の主な要因の１つとなっている 2)、3)。 
こうした状況を受けて、一部の水道事業体ではより安全でおいしい水道水の供給を目

指す取り組みの一環として、カルキ臭の軽減、解消に向け、残留塩素の低減化などの施

策が実施されている 4), 5)。しかし、これらの取り組みのベンチマークとなる目標値につ

いて、残留塩素濃度については、水質管理目標設定項目として 1.0 mg/L 以下、1985 年

に厚生省（現：厚生労働省）がおいしく水を飲むための目安として示した「おいしい水

の水質要件」においては 0.4 mg/L 以下という目標値が設定されているが、臭気に関し

ては、残留塩素を除去した状態での臭気強度として水質管理目標設定項目、おいしい水

の水質要件とも 3 以下という目標値が設定されているだけであり、塩素を除去しない状

態での臭気に関しては、基準値や目標値は設定されていない。 
このため、多くの事業体では、残留塩素濃度の目標値を0.4 mg/L以下と定めているが、

カルキ臭の低減や解消を目的とした施策において、残留塩素濃度の制御はあくまで１つ

の手段であり、これが達成されても、市民が不満に感じないレベルまでカルキ臭が低減

されているとは限らない。高度浄水処理を導入した水道では、先に示した残留塩素濃度

の目標値は概ね達成できている状況にあるが、権ら 6)は高度浄水処理が導入された都市

においてカルキ臭の実態調査を行い、これらの都市においてもカルキ臭が幅広く存在す

ることを指摘している。このことから、カルキ臭の低減、解消を図るには、残留塩素濃

度の低減化に加え、浄水処理において、カルキ臭の元となる前駆物質を低減し、カルキ

臭の原因物質の生成量を抑制することが重要であり、かつカルキ臭原因物質の除去効果

を評価するには、カルキ臭自体の目標値を設定する必要があると考えられる。 
こうした特定の異臭味についての評価、規制については２つのアプローチが考えられ

る。１つは原因物質の濃度基準を設定する方法である。水道水における異臭味の１つで

あるかび臭については、2-メチルイソボルネオールとジェオスミンという 2 物質が原因
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物質として特定されており、これらの 2 物質について、水道水質基準において基準値が

定められている。このように、原因物質が特定されている場合は、その濃度を測定する

ことで原水での存在状況や浄水処理の除去効果を明確に知ることができる。もう１つは

官能試験により「感覚量」を測定し、それに基づき評価、規制を行う方法である。騒音、

悪臭など、いわゆる「感覚公害」と呼ばれる分野においては、人間の感覚に基づく「感

覚量」としての規制が実施されている。 
騒音分野では、物理的な尺度である音圧レベルを人間の聴感に基づいた感覚量として

評価するため、等ラウドネス曲線（定常音について、正常な聴力を持つ人が等しい大き

さに感じる 1 kHz の純音の音圧レベルを「音の大きさのレベルＰ（phon）」と定義し、

音の大きさと周波数の関係を示した曲線）に従った周波数重み付け（A 特性）をした「騒

音レベル LA」が評価指標とされてきたが、平成 10 年の環境基準改訂時に、騒音影響に

関する研究の進展、騒音測定技術の向上や国際的な動向も踏まえ、音響エネルギーの総

曝露量を時間平均した指標である「等価騒音レベル」が新たな評価指標として設定され

た。「等価騒音レベル」は物理的な指標であるため、異なる音源からの騒音を合成した

り、逆に特定の音源の寄与割合を求めたりといった演算の合理性に富み、発生頻度が少

なく高レベルの騒音に対しても比較的敏感な指標となっているなど、多くの利点がある

一方で、単一尺度では騒音事象に関する包括的な情報を得ることはできないとの指摘も

ある 7)。 
一方、悪臭については、悪臭防止法により規制されており、特定物質による規制と臭

気指数による規制が併用されている。特定悪臭物質としては、アンモニア等 22 種類の

物質が定められており、主に事業活動により特定物質を排出する事業所の規制に適用さ

れており、臭気指数による規制は、複数の物質を排出している事業場の規制に適用され

ている。 
臭気は、通常、低濃度多成分の混合気体であり、臭気を構成している各成分の嗅覚閾

値濃度は低く 1 ppb 以下、物質によっては、1 ppt 以下のものも存在する。また、通常嗅

いでいるほとんどのにおいは１つの臭いであっても、その多くが多成分の混合体であり、

いくつかの成分濃度で示しても全体の指標とはなりにくいことから、人間の嗅覚による

数量化指標が必要となる。人間の嗅覚でにおいを数量化する方法としては、我が国や欧

米では無臭に至る希釈倍数すなわち嗅覚閾値を測定する臭気濃度による尺度が悪臭規

制に採用されており、この尺度は人による差が比較的少ないと言われている。しかしな

がら、現在、臭気濃度の測定法は統一されておらず、国により採用している手法が異な

り、そのいずれも一般環境のように臭気濃度 10 未満の臭気の測定に適さないこと、ま

た、におい質について考慮されておらず、快いにおいでも不快なにおいでも同じ濃度と

して評価してしまうこと等、いくつかの問題点が指摘されている 8)。 
このように、騒音、悪臭いずれの分野においても、問題点は指摘されているものの、

感覚量としての規制が導入されている。騒音や悪臭は、不快な音や不快なにおいにより、
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生活環境を損ない、主に、感覚的・心理的な被害を及ぼすものであり、その原因は１つ

ではなく、複数の要因が合わさっていることが多い。こうした複合要因からなる感覚的

な影響については、単一の物質濃度や物理量で表すことは困難であり、「感覚量」とし

ての評価が適切であると考えられる。 

水道水のカルキ臭については、原因物質の１つとしてトリクロラミンが知られており、

測定方法も検討されているが 9)、カルキ臭に対するトリクロラミンと臭気強度は必ずし

も良い相関を示さないとする報告 10)もあることから、カルキ臭は複数の物質の臭気が合

わさって認知されていると考えられる。このように、原因物質が複数想定され、それら

の物質が完全に特定されていない現状では、官能試験により「感覚量」として総合的に

評価することが、カルキ臭を評価する方法としてはより望ましいと考えられる。 
近年、官能試験に代わって複数の物質からなる臭気を定量的に測定できる装置として、

におい識別装置が開発され、食品や悪臭分野での活用が期待されている 11)。坂井 12)は、

におい識別装置のカルキ臭測定への適用性を検討したが、におい識別装置では、トリク

ロラミンによる臭気と純水の臭気を明確に区別することができなかったと報告してい

る。 
一方、官能試験によるカルキ臭の測定については、柳橋ら 13)が三点比較法、和田ら

14)が上水試験法に準じた臭気強度法での測定結果を報告している。また、市民へのモニ

ターアンケートを実施し、その結果から独自でカルキ臭の臭気強度に関する目標値を設

定している水道事業体もある 15)。 
臭気の評価については、心理的な影響を受けやすいことが指摘されている。斎藤ら 16)

は、同じ物理量のにおいの快・不快やにおい質、感覚的強度等の心理量については、個

人のにおいに対する履歴に大きく左右されること、また、履歴に関しては長い歴史に培

われたものではなくても、一時的、トップダウン的に与えられたにおいへの先入観によ

っても変化することを報告しており、カルキ臭に関する目標設定を行っていく場合は、

過去の経験や回答バイアス等の影響も考慮することが求められる。 
本章では、先に述べた水道事業体におけるモニターアンケート調査の結果から、水道

水の臭気強度と臭気を感知する確率及び不快に感じる確率について、用量反応関係を当

てはめることにより、カルキ臭の目標設定の検討を行うとともに、カルキ臭の評価に対

する心理影響についても検討する。 
 

4.2 臭気強度の目標値設定方法に関する考察 

はじめに人の心理過程の基本的なプロセスについて整理しておく 17)。最初に、刺激に

触れ事物・事象を知る「認知」という段階がある。次に、この認知を受けて、人はある

「感情」を抱くことになる。さらに、感情をベースとして人の「態度」が形成され、あ

る場合にはそれに基づいて「行動」を起こすことになる。 
 以上の基本プロセスを水道水の臭気問題にあてはめて考えてみる。まず、「認知」に
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相当するのは、水道水に臭気が存在することを「感知」18)する段階である。ついで、「感

情」に相当するのは、それが異臭である場合には「不快感」や「嫌悪感」を抱く段階で

あると考えられる。このとき情報が不足すれば、「不安感」を持つ可能性もある。さら

に、「行動」とは、不快感や嫌悪感という感情に基づいて「飲用回避」という現象を引

き起こす段階と見なすことができる。以上の概念を図示したものが図 4-1 である。曲線

は個人差を表し、例えば、臭気が弱くても「不快・嫌悪」感を抱く人もいれば、臭気が

強くなってはじめて「不快・嫌悪」感を抱く人もいることなどを示している。また、「感

知」、「不快・嫌悪」、「飲用回避」を生じさせる臭気の強さは、この順に大きくなると仮

定して描いている。 
 次に臭気強度の目標設定との関係について考察する。仮に、「感知」という段階で目

標を設定する場合、水道水が無臭であることを要求することになり、目標 TON は 1 に

近い値となる。これは技術的に非常に困難であるばかりか、その必要性についても疑問

が残ると思われる。一方、「飲用回避」という段階に目標を設定することは水道事業体

にとっては危険である。それは、仮に目標レベルが達成されない場合には、飲用が回避

されてしまうという致命的結果を招くことを意味するからである。 
また臭気強度が低下して飲用インセンティブが向上したと考えられる場合でも、飲用

を回避していた人が飲用を開始するという行動変容を（実証的に）測定・確認するのは

容易ではない 19)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 水道水臭気と心理過程の基本プロセス 
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これに対して、「不快感」や「嫌悪感」を抱く段階とは、水道水の異臭を感知した後、

ある感情を形成している段階である。この段階は、水道水質に対してある態度を形成し、

飲用を継続するか回避するかの行動選択を行うための準備段階にあるということがで

きる。この段階に臭気強度の制御目標値を設定すれば、「感知」段階ほど厳しすぎるこ

とはなく、また、「飲用回避」のような行動となって表面化する前にそれを防止するこ

とも期待できる。 
以上より、水道水の臭気強度は、人々が「不快・嫌悪」感を抱くか否かという「感情」

段階に焦点を当てて目標値を設定するのが妥当であると考えた。 
 

4.3 モニターアンケートの概要 

 本研究では、大阪市水道局が平成 19 年度から実施している「おいしい水テイスター」

の第 1回から第 4回の結果を用いた。 

 
4.3.1 おいしい水テイスターの概要 

 大阪市水道局では、おいしい水の供給に向けた独自の努力目標として「大阪市おいし

い水指標」を設定しており、おいしい水テイスターは、その項目の内の「におい指標」、

「お客さまによるおいしさ評価」に関して、目標値設定や達成状況を把握するためのデ

ータ収集を目的に実施されている。通常、水道事業体で実施されているきき水調査と異

なり、臭気試験が同時に行われていること、きき水試験についても、より厳密に条件管

理を行い実施されているのが特徴である。 
 
(1) モニターの属性構成 

モニターは大阪市内に在住、在勤、在学の小学 4 年生以上を対象に募集されている。

各回のモニターの属性構成を表 4-1 に示す。 
性別に関しては、女性が約 6 割、男性が約 4 割となっており、女性の割合が若干高

かった。年齢については、20 代以下の割合が若干多いものの、概ねバランスのとれた

構成であった。 
 

表 4-1 おいしい水テイスターにおけるモニターの属性構成 

 
 
 
 
 

 
 

男 女 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

第1回 平成20年3月1日 19 20 13 7 8 5 6

第2回 平成20年8月23日 12 22 8 7 9 6 4

第3回 平成20年12月6日 15 16 11 5 6 4 5

第4回 平成21年2月28日 11 22 18 5 4 2 4

57 80 50 24 27 17 19

性別 年齢
実施日

計
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(2) 試験方法 

モニターアンケートでは、水道水の味と臭気についての市民の評価を確認すること

を目的にきき水試験と臭気試験を行っている。 
きき水試験、臭気試験に試料として用いた水道水は、大阪市水道局柴島浄水場浄水

を使用している。大阪市水道局では平成 12 年度から高度浄水処理が導入されており、

モニターアンケートに使用された水道水も高度浄水処理した水道水である。 
モニターアンケートについては、第 1 回は平成 19 年度、第 2 回から第 4 回は平成

20 年度に実施されている。平成 19 年度、平成 20 年度の柴島浄水場浄水の水質を表

4-2 に示す。 
 

表 4-2 柴島浄水場浄水の水質 

 
 
 
 
 
 ①きき水試験 

水温を 15 ℃に調整した水道水、国産ミネラルウォーター、外国産ミネラルウォー

ターの 3 種類の水について、「おいしい」、「ややおいしい」、「ややまずい」、「まずい」

の 4 段階で、おいしさについて絶対評価した後、3 種類の水の中で最もおいしいと感

じた水について回答を求めた。（ただし第 1 回は水道水、国産ミネラルウォーター、

水道水、水道水をボトル詰めしたボトル水の 3 種類の評価であった。） 
 

②臭気試験 

 水温を 15℃に調整した精製水、水道水、及び水道水を精製水で 3 倍、10 倍、30 倍

希釈した 5 種類の試料について、精製水、30 倍希釈、10 倍希釈、3 倍希釈、水道水

の順で臭気を確認し、各試料について、臭気を感じたか、不快に感じたかどうかに

ついて回答を求めた。 
 
(3) 実施結果 

きき水試験において、水道水について、「おいしい」、「ややおいしい」と回答した割

合を図 4-2 に示す。概ね 60～70 %であり、大阪市水道局が目標としている 80%には達

していないものの、比較的高い評価を受けていた。 
次に臭気試験において、臭気を感知した割合を図 4-3 に、不快に感じた割合を図 4-4

に示す。 
 

最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均

平成19年度 1.1 0.6 0.8 48 42 45 0.5 0.4 0.5 1 1 1

平成20年度 1.1 0.5 0.8 46 38 41 0.5 0.4 0.4 1 1 1

※上水試験法に示されている方法に基づき、残留塩素を除去後、40～50℃に加温して測定

TOC(mg/L) 硬度(mg/L) 遊離残留塩素(mg/L) 臭気強度(TON)※
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図 4-2 きき水試験結果（「おいしい」と回答した割合） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-3 臭気試験結果（感知した割合） 
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図 4-4 臭気試験結果（不快に感じた割合） 

 

 

 水道水については、全ての回で 8 割以上のモニターが臭気を感知しており、50~80 %
程度のモニターが臭気を不快に感じていた。しかし、臭気を感知しても不快に感じない

モニターも 2 割程度いた。 
 また、モニターの臭気試験結果より、上水試験法の臭気強度の算出方法に準じて、水

道水臭気強度（15℃）を算出した。各モニターが初めて臭気を感知した希釈倍数（1、3、
10、30）を各モニターの試験より得られた臭気強度とし、それらの値の幾何平均値を求

め、モニター試験に使用した試料水（水道水）の臭気強度とした。算出結果を表 4-3 に

示す。 
表 4-3 に示した試料水の臭気強度を、被験者が初めて臭気を感知した、もしくは不快

に感じた希釈倍数で除することにより、各モニターが初めて臭気を感知した時及び不快

に感じた臭気強度を算出した。 
 

 
表 4-3 おいしい水テイスターにおける試料水の臭気強度 

 
 
 
 
 

第1回 第2回 第3回 第4回

臭気強度（15℃） 17.5 16.9 9.0 14.5
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4.4 水道水臭気に関する目標設定 

4.4.1 用量－反応モデルの当てはめ 

薬学や微生物学の分野においては、特定の薬物や病原体の暴露量とそれらが特定の集

団に引き起こす反応や影響の確率との関係は、用量－反応関係として表される 20)。水道

水臭気の臭気強度と感知確率、不快回答確率との関係についても、カルキ臭の暴露量と

臭気を感知する確率、不快な感情を生起する確率と考えれば、ある種の用量反応関係と

見ることができる。 
用量－反応関係を評価する場合、線形モデルや非線形モデルなどの数学的関数を当て

はめ、モデルのパラメータ推定を行うことが広く行われている。 
用量－反応モデルは負でない任意の数の用量の測定値を変数とし、0 から 1 の範囲で、

ある影響が生じる確率を与える単調増加関数であり、化学物質の場合はシグモイド型の

反応曲線をとることが多いが、この解析には、一般的に対数ロジスティックモデルや対

数プロビットモデル、ワイブルモデルなどが用いられていることから、本研究では、水

道水臭気の臭気強度と不快回答確率の用量反応関係に対し、対数ロジスティックモデル、

対数プロビットモデル、ワイブルモデルの当てはめを検討した。 
対数ロジスティックモデルにおいて、臭気強度 d に対する不快回答確率 P(d)は以下の

ように表すことができる。 
 

               ( ) = 11 +  [ − ln( )] 
                  

同様に、対数プロビットモデルにおいては、臭気強度 d に対する不快回答確率 P(d)
は以下のように表すことができる。 

 

              ( ) = 1
√2π − 2 = 1 ln  

 
また、ワイブルモデルにおいては、臭気強度 d に対する不快回答確率 P(d)は以下のよ

うに表すことができる。 
 
         ( ) = 1 −  (− )                                          式(4-3) 
 
これらのモデルの当てはまりの良さについては、以下の方法で推定した 21)。それぞれ

のモデルにおいて予想される反応は一般に 

πi=P(d;Θ)                           式(4-4) 

式(4-1) 

式(4-2) 
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と表すことができる。ここで Θ は用量－反応パラメータ群である。厳密に観察に基

づいた各用量に対する反応を 

           = ⁄                                                    式(4-5) 

と定義する。ここで piは各用量において陽性を示した被験者の数、niは各用量におけ

る被験者全体の数である。 
この時、逸脱度 Y を-2log 尤度比(1%値)とすると、 
 

                = −2 [  ln + ( − )ln 1 −
1 −  

 
となり、用量－反応パラメータの最尤度の推定値は、πiへの影響を通して逸脱度 Y を

最小化する Θの値を見つけ出すことで得ることができる。 
 
4.4.2 用量反応モデルの推定結果 

 水道水臭気強度と感知確率の関係について、3 種のモデルによる推計結果を図 4-5、
表 4-4 に示す。 

いずれのモデルも良好なフィッティングを示しており、逸脱度もほぼ同程度であった。 
同様に、不快確率の関係について、3 種のモデルによる推計結果を図 4-6、表 4-5 に

示す。不快確率についても、いずれのモデルも良好なフィッティングを示していたが、

対数ロジスティックモデルと対数プロビットモデルについては、臭気強度が 15 以上の

場合、実測値との乖離が認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-5 3 種のモデルによる推計結果（感知確率） 

式(4-6) 
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表 4-4 各モデルの逸脱度（感知確率） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-6 3 種のモデルによる推計結果（不快確率） 

 
 

表 4-5 各モデルの逸脱度（不快確率） 

 
 
 
 
 
 
次に、各モデルの適合度について次の方法で評価を行った 21)。先に求めた逸脱度 Y

の値と k-m（k：用量の数、m：モデルのパラメータ数）の自由度を持つ x2分布と比較し

た。この場合、Y が当該モデルの分布の 5 パーセンタイルを超える場合は、フィッティ

ングの許容度に関する帰無仮説が棄却され、当該モデルは否定されることとなる。評価

結果を表 4-6、表 4-7 に示す。 
 

モデル 最適化パラメータ 逸脱度

対数ロジスティック a =－1.343, b =1.160 18.19

対数プロビット a =1.617, b =0.282 19.09

ワイブル a =1.483, b =0.489 20.58

モデル 最適化パラメータ 逸脱度

対数ロジスティック a =1.458, b =1.135 18.93

対数プロビット a =1.470, b =3.544 17.98

ワイブル a =0.234, b =0.794 17.94
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表 4-6 各モデルの適合度評価（感知確率） 

 
 

 
 
 

表 4-7 各モデルの適合度評価（不快確率） 

 
 
 
 
 
 感知確率、不快確率とも、いずれのモデルも、逸脱度は x2 分布の上位 5 パーセンタ

イル値よりも小さく、p 値＞0.05 であることから、フィッティングの許容度に関する帰

無仮説は棄却されない。 
以上の結果から、水道水臭気と感知確率、不快確率の用量反応モデルとしては、ワイ

ブルモデルを採用することとし、以下の分析を行った。 
 
4.4.3 信頼区間の決定 

前項で決定した用量反応モデルの不確実性を評価するため、ブートストラップ法を用

いて用量反応曲線の信頼区間を決定した。 
 
(1) ブートストラップ法 22), 23) 

確率分布モデルの不確実性や変動をシミュレーションする場合、モンテカルロ法が用

いられることが多いが、用量反応モデルの変数が複数の場合、用量－反応パラメータの

分布が不規則である場合などは、モンテカルロ法によるランダムサンプリングに基づく

最尤法の適用は難しい。 
このような場合の標準誤差や信頼区間の評価に、近年用いられているのがブートスト

ラップ法である。ブートストラップ法は Efron によって提唱されたリサンプリング手法

であり、母集団の分布形を仮定せず、抽出されたデータ全体を新たな母集団と見て、そ

こから無作為に復元抽出でリサンプルデータをとり、これらのデータセットから元デー

タの推定値の分布を推定し、最終的に母集団の持つ情報についての結論を得る方法であ

る。ブートストラップ法の適用により、サンプル数が比較的少なくても高い精度で推

定・検定が行えるために、近年広い分野で応用されるようになってきている。ブートス

トラップ法による基本的な考え方と信頼区間の推定方法については次のとおりである。 
 

モデル 逸脱度 k-m x 2
0.05 (k-m) p値

対数ロジスティック 18.19 14 23.685 0.488

対数プロビット 19.09 14 23.685 0.125

ワイブル 20.58 14 23.685 0.088

モデル 逸脱度 k-m x 2
0.05 (k-m) p値

対数ロジスティック 18.93 14 23.685 0.464

対数プロビット 17.98 14 23.685 0.472

ワイブル 17.94 14 23.685 0.451
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今、未知の確率分布 F(x)に従って生成された n 個のデータ x={x1, x2, ････, xn}に基づ

いて、経験分布関数  を構成してから F を推定する。経験分布関数  からの大きさ n
のランダムサンプルはブートストラップ標本（bootstrap sample）と呼ばれ、これを

X*={X1
*, ････ , Xn

*}とする。この経験分布関数に従う確率変数に基づく推定量を

∗ = ( ∗)とする時、ブートストラップ法では推定量  のバイアスと分散は 

                = ∗ − ,   = [{ ∗ − [ ∗]} ]                  式(4-7) 

と推定される。これらはそれぞれ  のバイアス b(F)と分散 σ2(F)のブートストラップ推

定値（bootstrap estimate）という。 
 式(4-7)の期待値は既知の確率分布である経験分布関数の同時分布 ∏ ( ∗) に関

する期待値であることからモンテカルロ法によって近似することができる。すなわち経

験分布関数に従う個数 n のブートストラップ標本を B 組発生させて、これらを 

∗( ) =  { ∗( ), ∗( ), ････, ∗( )},   = 1, 2, ････,                    式(4-8) 

 
とおく。この時、式(4-7)は次のように近似できる。 
 

         ≈ 1 ∗ (b) −  

                                        
 

         ≈ 1− 1 { ∗( ) − ∗(∙)}  

 

ただし、 ∗( ) は b 番目のブートストラップ標本 x*(b)に基づく推定値とし、 

∗(∙) = ∗( )⁄  

         
とする。この方法は経験分布関数からの個数 n のブートストラップ標本とは、観測デー

タ{x1, x2, ････, xn}からの n 個の標本の復元抽出と同値であることを利用している。 
 式(4-9)と式(4-10)のモンテカルロ法による近似の誤差は、ブートストラップの反復抽

出の回数 B を無限大とすると無視できる。バイアス及び分散あるいは標準誤差の推定に

対しては B=50～200 は必要である。 
 

式(4-9) 

式(4-10) 

式(4-11) 
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(2) 分析方法 

水道局のモニターアンケートにおいては、臭気を感知した臭気強度と不快に感じた臭

気強度に関する 137 人のデータが得られている（但し、内 7 名については、不快に感じ

た臭気強度の算出が不能であった）（表 4-8）。 
 

表 4-8 ブートストラップ元データ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これを元データとして、これらのデータの中から復元抽出法で無作為に元の標本値と

同数の 137 個（不快回答確率については 130 個）のリサンプルデータを抽出し、この作

業で得られたデータセットにおいて、測定した各臭気強度での回答確率を求めた。この

作業を 1,000 回繰り返し、同じ臭気強度の回答確率データ 1,000 個における 2.5 パーセ

ンタイル値、97.5 パーセンタイル値を求め、それを各臭気強度における信頼下限、信頼

上限とした。 
 

(3) 分析結果 

得られた各臭気強度の信頼下限、信頼上限のデータセットについて、それぞれワイブ

ルモデルを当てはめた。不快確率に関する結果を図 4-7 に、感知確率に関するデータを

図 4-8 に示す。 
不快確率が 50 %の時の臭気強度でみると、実測値に適合させたモデル曲線では 3.92、

97.5%信頼上限では 2.93、2.5 %信頼下限では 5.44 であり、上限と下限では約 2.5 の幅が

あった。同様に、感知確率が 50 %の時の臭気強度は、実測値に適合させたモデル曲線

では 0.46、97.5%信頼上限は 0.36、2.5%信頼下限は 0.65 となっており、上限と下限では

約 0.3 の幅があった。 

臭気強度 感知 不快

0 37 6
0.30 11 1
0.48 9 5
0.56 18 3
0.58 17 7
0.90 8 5
1.45 2 5
1.69 9 10
1.75 10 11
2.99 5 8
4.83 2 5
5.63 0 9
5.83 2 9
8.97 4 17
14.5 1 14
16.9 2 11
17.5 0 4

計 137 130
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図 4-7 水道水臭気強度と不快確率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-8 水道水臭気強度と感知確率 

 
 

臭気を感知する嗅覚閾値については、個人差が比較的少ないとされているが、快・不

快度に関しては個人差が大きいことが指摘されている 24)。今回の分析においても、感知

確率に比べ、不快確率の信頼区間が大きかった。 
以上の結果から、半数が不快に感じない臭気強度は約 4 であり、その信頼区間は 3～

5 であることがわかった。 
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4.5 属性と不快・感知確率との関係 

前項で検討した用量反応モデルを用いて、属性別の不快確率及び感知確率について検

討した。男女別の不快確率を図 4-9 に、感知確率を図 4-10 に示す。 
不快確率 50%での臭気強度について男性は 5.42、女性は 3.54、感知確率 50%での臭

気強度が男性 0.74、女性 0.40 となっており、女性の方が男性よりも低い臭気強度で臭

気を感知し、不快に感じていることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

図 4-9 水道水臭気強度と不快確率（男女別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4-10 水道水臭気強度と感知確率（男女別） 
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図 4-11 水道水臭気と不快確率（年齢層別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-12 水道水臭気と感知確率（年齢層別） 

 
 

次に、年齢層別の不快確率を図 4-11 に、感知確率を図 4-12 に示す。不満確率 50 %値

で比較すると、29 歳以下が 3.70、30~49 歳が 3.06、50 歳以上が 5.96 と、29 歳以下と 30~49
歳ではそれほど差は認められなかったが、50 歳以上では 2~3 大きい値であった。一方、

感知確率については、50 %値では各年齢層とも大きな違いは認められなかったが、80%
値で見ると、29 歳以下が 1.04、30~49 歳が 1.55、50 歳以上が 2.74 であり、感知につい

ても 50 歳以上とそれ以下では差があった。このことから、高齢者は感知、不快とも閾

値が高く、若年層の方がより水道水の臭気を敏感に感じていることが分かった。 
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4.6 きき水評価と水道水臭気に対する不快確率の関係 

次に、きき水評価と臭気評価の関係について検討した。結果を図 4-13 に示す。不快

回答確率については、きき水評価の違いによる差は認められなかった。今回分析対象と

した大阪市水道局のモニターアンケートにおいては、名前を伏せた状態でそれぞれの水

のおいしさ評価を行っている。この調査において、不快回答確率に差がなかったという

ことは、水道水の味の評価については、実際の臭気の快・不快の影響は比較的少なく、

その他の要因の影響が大きいことを示唆していると考えられた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-13 水道水臭気強度と不快確率（きき水回答別） 

 

 

4.7 水道水に対する印象と水道水臭気の評価 

大阪市水道局のモニターアンケートでは、きき水試験と臭気試験の他に、普段の水道

水の飲用状況や水道水に対するイメージ等についても、アンケート調査を実施している。

水道水の飲用に関する回答結果を図 4-14 に、水道水のイメージに関する回答結果を図

4-15 に示す。水道水の飲用については、被験者の 36.5%が水道水を直接飲用していると

回答しており、被験者の 29.2%が水道水を「おいしい」と感じていると回答していた。 
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図 4-14 普段の水道水の飲用状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-15 水道水に対するイメージ 
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図 4-16 水道水臭気と不快確率（水道水飲用状況別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-17 水道水臭気と不快確率（水道水に対するイメージ別） 
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これらのデータをもとに、普段の水道水の飲用状況、水道水に対して抱いているイメ

ージと不快回答確率の関係を図 4-16、図 4-17 に示す。 
普段の水道水を飲用している被験者と飲用していない被験者で不快回答確率にほと

んど差はなかった。 
水道水を直接飲用しないと回答した被験者の 96%は水道水を「おいしい」と感じてお

らず、一方、水道水を直接飲用すると回答した被験者の 65%が水道水を「おいしい」と

感じていた。このことから、「おいしい」と感じるかどうかが水道を直接飲用の重要な

判断基準になっている可能性は高いと考えられるが、普段から水道水を「おいしい」と

感じている被験者と感じていない被験者で不快回答確率にほとんど差は認められなか

った。このことから、水道水のおいしさの判断には実際の臭気の快・不快ではなく、そ

の他の要因が大きく影響していることが考えられた。 

 
4.8 考察 

本章では、水道水に対する不満の主要因の１つとされているカルキ臭について、臭気

強度と不快回答との関係に用量反応モデルを当てはめることにより、水道水臭気の目標

値の設定を試みた。その結果、臭気強度と不快回答確率の用量反応関係に対し、最も適

合するモデルとしてワイブルモデルを選択した。 
次に、ブートストラップ法を用いて得られた用量反応曲線の信頼区間を算出した。そ

の結果、半数の人が不快に感じない臭気強度は約 4 であり、その信頼区間は 3~5 であっ

た。 
現在、水道水臭気の臭気強度については、高度浄水処理を行った水道水においても、

数十オーダーであり、100 以上となる場合もあることが報告されており 14)、それと比較

すると、今回の分析で得られた半数の人が不快に感じない臭気強度 4 は非常に低い値で

ある。一方、村田 25)は、カルキ臭前駆物質を除去した後の試料水を塩素処理し、遊離残

留塩素が 0.05 mg/L 以下とした場合の水温と臭気強度の関係について、臭気強度 4 を達

成しうる水温は 14℃以下であることを報告している。また、大阪市内の給水栓の水温

データで見ると 14℃以下となるのは 1 年の内 128 日程度であることも報告している。

すなわち、残留塩素濃度を 0.05 mg/L 以下で制御できれば、年間 35 %程度は、臭気強度

4 が達成できるということであり、こうしたことを勘案すれば、臭気強度 4 は、水道事

業体にとってかなり厳しい目標値ではあるものの、残留塩素濃度の低減や今後の浄水技

術の向上などの取り組みの努力目標としては妥当な値であると考えられる。 
本研究で分析対象とした人間の嗅覚による臭気の数量化指標については、いくつかの

方法があるが、無臭に至る希釈倍数すなわち嗅覚閾値を測定する臭気濃度による尺度が

人による差が比較的少ないと言われており、悪臭規制や水道水質管理に採用されている。

今回は不快に感じる閾値の設定について検討したが、臭気の快・不快度については人に

より結果が大きく異なることが指摘されている。斎藤ら 24)は悪臭を呈する種々の官能
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基を持つ物質についてそれらの閾値及び濃度と臭気強度の関係、不快度について検討し

た結果、濃度と強度の関係については、一次関数で表すことができたが、臭気と不快度

の関係は個人差が大きく関数で示すことはできなかったと報告している。今回の分析に

おいても、感知確率との用量反応モデルと不快確率との用量反応モデルについては、信

頼区間の幅が大きく異なっており、不快確率については、個人による差が大きいことが

推察された。 
次に、得られた用量反応モデルを用いて、不快確率及び感知確率に対する性別や年齢

などの影響について検討した。その結果、女性は男性よりもより低い臭気強度で不快に

感じており、また、若年者と高齢者では、高齢層の方が臭気を不快に感じにくいことが

分かった。一方、きき水試験における水道水の評価や普段の水道水の飲用状況、水道水

に対するイメージと不快回答確率との関係を評価したが、これらによる不快回答確率の

差は認められなかった。 
水道水の「おいしさ」評価に関して不快閾値に違いが見られなかったということは、

当該評価に関して実際の水道水の臭気の快・不快感情の寄与は小さいことを示している。

水道飲用についても同様で、水道水を「おいしい」と感じることは水道を飲用するため

の重要な要件と考えられるが、実際の水道水臭気の快・不快評価は直接的に影響してい

ないことが分かった。 
一方で、女性や高齢者において、不快閾値に違いが見られた。女性については、伊藤

ら 3)が、男性と比べて水道水を直接飲用することを避けようとする傾向があることを報

告しており、前章で報告した水道水質に対する潜在不満度、潜在要望度の調査において

も、男性よりも女性の方が不満度、要望度とも大きかった。このことから、水道水の臭

気の評価が飲用回避行動や不満、要望の増大に影響していることも想定されるが、先に

述べたように、水道水の「おいしさ」評価や水道飲用に実際の水道水の臭気評価は影響

していなかったことを考慮すれば、女性が男性よりも不快閾値が小さいのは、身体的、

生理的な特性の違いにより感知閾値が低いことが要因であり、水道水臭気の評価は直接

飲用回避行動や不満・要望には影響しておらず、別の要因の影響が大きいことが示唆さ

れた。 
 
4.9 結語 

 本章では水道水臭気に関する不快閾値を目標値として設定するために、臭気強度と不

快確率の関係について用量反応モデルの当てはめを行うとともに、不快閾値に対する各

種要因の影響を検討した。 
 得られた知見を以下に示す。 

1. 水道水の臭気強度と不快確率との用量反応関係について、ワイブルモデルが適

合した。 
2. 適合した用量反応モデルについて、不確実性を評価するため、ブートストラッ
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プ法により信頼区間を算出した結果、不快確率が 50 %の時の臭気強度は約 4 で、

信頼区間は 3～5 となった。これより目標値として 4 を設定することが妥当であ

ると考えられた。 
3. 不快確率の信頼区間と感知確率の信頼区間を比較すると、不快確率の方が信頼

区間は大きかった。 
4. 属性別の不快確率、感知確率について検討した結果、女性は男性と比べ、感知

閾値、不快閾値とも小さかった。一方、高齢者は若年層に比べ、感知閾値、不

快閾値が大きかった。 
5. きき水評価、普段の水道水の飲用、水道水のおいしさ評価による不快閾値の差

は認められなかった。 
6. 水道水の飲用の判断に際しては、水道水を「おいしい」と感じることが重要要

件であるが、水道水のおいしさ評価に対して実際の臭気の快・不快の評価の影

響は小さいことから、水道水の飲用に対してもあまり影響していないことが示

唆された。 
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第 5 章 情報接触による水道水質に対する態度変化 

 

5.1 本章の目的 

第２章で、水道水質に対する態度形成要因について因子分析を行い、水道水に対する

態度形成に、「情報提供に対する不満」因子が間接的に影響していることを示した。ま

た、第３章では、水道水質に関する不満、要望について、項目反応理論による分析を行

い、水質に関する情報提供については、潜在的な不満度、要望度の高い市民が不満や要

望を持っている項目であることを示した。 

水道法では、需要者への水質検査結果及び水道事業に関する情報提供が水道事業者に

義務付けられており、水道事業者が発信する水道水質に関する情報も検査結果の公表が

主なものとなっている。しかし、近年のように市民の水道水質に対する不安や不満が高

まり、水道離れが指摘される状況においては、需要者の視点に立ったよりわかりやすく

丁寧な情報提供により、水道水質や水道事業に対する理解を求めていく必要がある。厚

生労働省が水道のあるべき将来像を示した「水道ビジョン」においても、水質、料金、

施設面など様々な情報を積極的に提供していくことはもとより、水道に関する意思決定

のプロセスを公開して、需要者の参加の下で物事を決定するような仕組みが大切であり、

理解と合意形成の獲得を目的とした情報公開を行うべきであるとしている 1)。 

以上を背景として、水道離れが顕著となっている大都市圏の水道事業体を中心に広報

活動の強化が図られ、様々な PR 活動が実施されているが 2),3)、こうした広報活動につ

いては、評価手法が確立されておらず、その効果を定量的に示すことが難しいため、水

需要が減少し、経営環境が厳しい水道事業体においては、ともすれば不要なものと切り

捨てられる懸念がある。 
このため、水道事業体における広報活動の定量的評価手法の確立が急務であるが、広

報や情報提供の効果の評価に関して十分な検討が行われているとは言い難い。 
一方、インターネット等の急速な普及に伴い、情報普及の重要メディアとしてソーシ

ャルネットワークが注目されている 4), 5)。様々な情報はソーシャルネットワークを介し

て、人から人へ伝播していくことから、ネットワークモデルを用いた情報拡散の予測に

関する研究も広く行われている 6)-8)。水道水質に関しても、水道事業者が発信する情報

だけでなく、市民の間で伝達される口コミ情報、またマスコミ報道等も市民の水道水質

に対する態度に影響していると考えられる。 
水道事業体においても、市民の口コミによる情報伝播に着目し、特定の市民に定期的

に情報提供を行うことにより、ネットワークの核となり水道水質情報を発信することを

期待して、会員制の情報提供サービスを行っている事業体がある。 
本章では、このような様々な手段を通じた市民の水道水質に関する態度に対する情報

提供の影響について、ネットワークモデルを用いて検討するとともに、それに伴う市民

の態度変化について、定量的に評価する手法を提案することを目的とする。 
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5.2 情報拡散に関するネットワークモデル 

 感染症の伝播や噂の伝播などはネットワーク上の動的な現象であり、情報拡散もその

１つである。情報拡散の程度や影響を検討する場合、一般的には、感染病の広がり方を

表す確率モデルが用いられている。 

感染症の伝播に関するネットワークモデルはいくつか提唱されている 9), 10)。SIR モデ

ルは Kermack と McKendrick が 1927 年に提案した世界で最初の数理モデルである。SIR
モデルの模式図を図 5-1 に示す。 

 
 
 
 
 

図 5-1 SIR モデル 

 
このモデルでは、人口全体は未感染者(S)、感染者(I)、回復者(R)の 3 つのグループに

分けられる。S は I との微小時間 Δtの接触により λΔtの確率で感染する。λは感染率を

表す。また、I は微小時間 Δt の間に μΔt の確率で回復し R となる。μ は治癒率を表す。

ひとたび R となった人は回復したことから、他の S を感染させることはなく、免疫を

獲得したことから他の I から再感染させられることもない。このように、SIR モデルは、

再感染のない感染症の伝播に適用されるモデルであるが、噂の伝播モデルとしての適用

事例も報告されている 11)。この場合、S は噂を知らない状態、I は噂を知って他人に伝

えている状態、R は噂を知っているが興味を失って他人に伝えるのを止めた状態を表す。 
一方、再感染のある感染症の伝播に適用されるモデルが SIS モデルである。SIS モデ

ルの模式図を図 5-2 に示す。 
 
 
 
 

 
図 5-2 SIS モデル 

 
SIS モデルでは人々は各時点で未感染(S)か感染(I)のどちらかの状態にある。S は I と

の微小時間 Δt の接触により λΔt の確率で感染し、I は微小時間 Δt の間に μΔt の確率で

治癒し、未感染者に戻る。 
この他、最近のソーシャルネットワーク研究においては、独立カスケード(Independent 

Cascade)モデル、線形閾値(Linear Threshold)モデルなども広く使われている 12)。 

S I R
λΔt μΔt

λΔt
S I

μΔt
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5.3 水道水質に対する市民態度のモデル化 

水道水質に対する市民の態度については、水道水質に満足している状態とそうでない

状態に大別できる。ただし、この態度は不変ではなく、水道水質に関する様々な情報に

接触することにより、満足と感じていた人が満足と感じなくなる、また、これまで満足

していなかった人が満足するようになるなど、変化しうると考えられる。このことから、

水道水質に満足している人を感染者 I、水道水質に満足していない人を未感染者 S と仮

定することにより、前項で述べた SIS モデルを適用することができる。このとき、感染

者との接触による未感染者の感染は、水道水質に満足している人からの口コミ情報に接

したことにより水道水質に対する態度が変化したことを指す。 
一方、感染症における SIS モデルでは、未感染者が感染者に影響を及ぼすことはない

が、水道水質に対する市民の態度については、未感染者（水道水質に満足していない人）

が発信する口コミ情報に接触することにより、感染者（水道水質に満足している人）が

態度変化することも考えられる。さらに、こうした感染者と未感染者の接触だけでなく、

水道事業者が発信する情報、マスコミにより発信される情報も態度変化に影響を及ぼす

と考えられる。 
ここで、情報接触による水道水質に対する市民の態度変化をモデル化するため、以下

のように、いくつかの仮定をおく。 
 
① 水道事業体が市民に向けて発信する水道水質に関する情報については、水質事故

の情報なども含まれるが、そのほとんどは水道水の安全性やおいしさを PR する

肯定的な内容（プラス情報）である。よって、当該モデルでは、水道事業体は常

にプラス情報を発信すると仮定する。 
② 新聞、テレビなどのマスコミが発信する水道水質に関する情報は、水源での有害

物質の存在や水質事故の情報など、水道水の安全性に懸念を抱かせるような内容

（マイナス情報）が多い。よって、マスコミは水道水質に関して常にマイナス情

報を発信すると仮定する。 
③ 市民が発信する口コミ情報については、水道水に満足している市民は、水道水質

について肯定的な内容を発信することが多く、反対に水道水に不満を持つ市民は、

水道水質について否定的な内容を発信することが多いと考えられる。よって、水

道水に満足している市民は常に水道水質についてプラス情報を発信し、水道水に

不満を持つ市民は常に水道水質についてマイナス情報を発信すると仮定する。 
 

以上の仮定に基づき、SIS モデルをベースに水道水質に関する情報接触をモデル化し

た。模式図を図 5-3 に示す。本章では、このモデルを用いて、情報接触による市民の態

度変化について検討を行った。 
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図 5-3 水道水質に関する情報接触モデル 

 
 
5.3.1 口コミ情報による態度変化率 

総人口 N の集団において、k 年後に水道水質に満足していない人、水道水質に満足し

ている人を Sk、Ik とし、S が 1 人の I に接触して態度変化する確率を λwom、I が 1 人の S
に接触して態度変化する確率 μwom とする。 

集団内に存在する i 人の情報と接触して、そのうち、j 人が水道水に満足している人

である確率 Psは、 

= C 1 −  式(5-1) 

と表せる。ここで、j 人の水道水質に満足している人の情報に接触しても態度変化し

ない確率は、 

     = (1 − )  式(5-2) 

 
と表せる。これより水道水質に満足していない人が i 人の情報に接触しても態度変化し

ない確率 Pwom(+)は以下のように表せる。 

( ) = C 1 − (1 − )

= 1 −  

式(5-3) 

 

水道事業体

マスコミ

Ｓ
（水
道
水
質
に
不
満
足
）

Ｉ
（水
道
水
質
に
満
足
）

プラス情報プラス情報

マイナス情報 マイナス情報

マイナス情報

プラス情報
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 同様に、水道水質に満足している人が i 人の情報に接触しても態度変化しない確率

Pwom(-)は以下のようになる。 
 

( ) = C 1 − (1 − )

= 1 −  

式(5-4) 

 
 
5.3.2 水道事業体及びマスコミからの情報による態度変化率 

 水道事業体が発信する情報に 1 回接触して態度変化する確率を λws、1 年間に水道事

業体の発信する情報に n 回接触すると仮定すると、1 年間に水道事業体からの情報接触

により態度変化しない確率は、 

     = (1 − )  式(5-5) 

と表せる。 
同じく、マスコミが発信する水道水質情報に 1 回接触して態度変化する確率を λmc、1

年間にマスコミの発信する水道水質情報に n 回接触すると仮定すると、1 年間にマスコ

ミからの水道水質情報に接触しても態度変化しない確率は、 

     = (1 − )  式(5-6) 

と表せる。 
 
5.3.3 水道水質に対する態度変化率 

 口コミ情報による態度変化と水道事業体及びマスコミからの情報による態度変化を

考慮した水道水質に満足している人、及び水道水質に満足していない人の時間変動につ

いて検討する。 
1 年間に同じ集団内の他者が発信する水道水質に関する口コミ情報に i 回接する確率

を P(i)、1 年間に水道事業体もしくはマスコミが発信する水道水質に関する情報に n 回

接する確率 P(n)とすると、1 年後の水道水質に満足していない人、及び水道水質に満足

している人の集団内での人数は以下のように表せる。 

     

= 1 − ( ) + (1 − ) ( )  

 
式(5-7) 
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= 1 − ( ) + (1 − ) ( )  式(5-8) 

 

 

5.4 分析対象 

5.4.1 アンケート調査の概要 

本研究では、大阪市水道局が平成 17、19、21、22 年度に一般市民を対象に実施した

インターネットアンケート、及び大阪市水道局が実施している情報提供サービス「スマ

イルウォータークラブ（以下、SWC）」の会員を対象に平成 20 年度から平成 22 年度に

実施したアンケートの結果のうち、水道水質に関する情報に関連する結果を抽出して用

いた。 
SWC は市民の口コミによる情報の広がりに着目し、多くの人とつながりを持つ、い

わゆるスモールワールドの核となる市民に集中的に情報提供していくことで、市民の横

のつながりによる情報拡散によって、水道水に対する認知度を高めていくことを目的と

した会員制の情報提供サービスである。SWC では、会員登録した人に対し、年 4 回会

報誌や広報誌などを送付することにより、水道水に関する情報提供を行うとともに、水

道局主催のイベントへの参加や会員対象のアンケートに回答することによるポイント

サービスなども行っている。平成 20 年 6 月に設置して以降、徐々に会員を増やし、平

成 23 年 2 月現在、会員数は 1,140 人となっている。本研究では、SWC 会員と一般市民

の満足度の推移を比較することにより、情報提供の効果を評価した。 
なお、一般市民を対象としたインターネットアンケート調査について、前章までの研

究では、平成 19 年度の結果を分析対象としていることから、本研究においても、基本

的には平成 19 年度の結果を対象としているが、平成 19 年度に調査されていない項目に

ついてはその直近の年度の調査結果を使用した。各アンケートの概要と情報接触に関す

る調査項目を表 5-1～5-3 に示す。 
なお、本研究では、市民の水道水質に対する態度への情報接触の影響を評価すること

を目的としていることから、次の調査項目を分析対象とした。 
 
(1) 水道水質情報への接触頻度 

水道水質に対する態度変化のためには、まず適切な情報へ接触することが必要である。

水道水質に関する情報としては、水道事業体が発信する情報、新聞、テレビ等のマスコ

ミが発信する情報、家族、友人、知人などからの口コミ情報が考えられる。 
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表 5-1 大阪市水道局インターネットアンケートの概要（H17 年度） 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

表 5-2 大阪市水道局インターネットアンケートの概要（H19、21、22 年度） 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表 5-3 大阪市水道局スマイルウォータークラブアンケートの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

調査対象 大阪市民

調査方法
インターネットアンケート

（民間のインターネットアンケートシステムを使用）

実施時期 平成18年1月

回収サンプル数 2000

情報接触に関する
調査項目

・1年間にマスコミ等からの飲用水に関する情報に接触した経験の有無
・情報源
・情報を得た場所
・接触した情報の内容
・飲用水に関する会話の有無
・会話をした相手
・会話の内容

調査対象
大阪市水道局スマイルウォータークラブに

会員登録している大阪市在住・在勤・在学の男女

調査方法 郵送によるアンケート

実施時期

第1回：平成20年9月　　　　第2回：平成20年12月
第3回：平成21年3月　　　　第4回：平成21年6月
第5回：平成21年9月　　　　第6回：平成21年12月
第7回：平成22年3月　　　　第8回：平成22年6月
第9回：平成22年9月　　　　第10回：平成22年12月

回収サンプル数

第1回：139　　　　　　　　　　  第2回：285
第3回：294　　　　　　　　　　  第4回：283
第5回：326　　　　　　　　　　  第6回：335
第7回：368　　　　　　　　　　  第8回：397（発送数：920）
第9回：419（発送数：935）　 第10回：429（発送数：1,002）

情報接触に関する
調査項目

（第5回）
・水道水に関する情報の会話の有無、会話の相手
（第6回）
・水道水に対する満足度

調査対象 近畿2府4県に在住する15歳以上の男女

調査方法
インターネットアンケート

（民間のインターネットアンケートシステムを使用）

実施時期
平成19年度：平成20年2月
平成21年度：平成21年12月
平成22年度：平成22年12月

回収サンプル数
　　600
（内、大阪市民　平成19年度：403、平成21年度：600、平成22年度408）

情報接触に関する
調査項目

（平成19年度）
・水道水質情報への接触頻度
・マスコミ報道情報への信頼感
・水道局職員に対する信頼感
（平成21年度）
・水道水質情報への接触頻度
・情報源
・会話した相手と人数
・水道局職員に対する信頼感
（平成22年度）
・水道水質情報への接触頻度
・情報源
・会話した相手と人数
・情報源の信頼度
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平成 19 年度インターネットアンケートにおいて「1 年間に水道水質に関する情報に接

触した頻度」について、「0 回」、「1～2 回」、「3～5 回」、「6～9 回」、「10 回以上」のい

ずれかを回答するよう求めており、これを水道事業体が発信する情報への接触頻度とし

た。新聞、テレビなどのマスコミが発信する水道水質に関する情報については、平常時

に取り上げられることはほとんどなく、水源での未規制物質の検出など、新しいトピッ

クが出現したときのみに報道されることから、マスコミからの発信頻度は 1～2 回程度

／年と考えられる。平成 17 年度インターネットアンケートにおいて、1 年間にマスコ

ミ等からの飲用水の情報に接触した経験の有無を尋ねており、これをもとにマスコミが

発信する水道水質に関する情報への接触頻度を設定した。友人、知人などの口コミ情報

に関しては、平成 21 年度インターネットアンケートにおいて、1 年間に水道について

会話した相手（家族、友人、会社の同僚の方、近所の方、その他）ごとに話した人数を

尋ねている。口コミ情報への接触頻度については、これを基に設定することとした。 
 
(2) 情報に対する信頼度 
 情報に接触したとしても、その情報を信頼しなければ、態度変化は起こらない。この

ことから、市民の水道水質に対する態度への情報影響を評価するには、それぞれの情報

源に対する信頼度を知る必要がある。 
水道事業体が発信する情報に対する信頼は、それを発信する職員に対する信頼に基づ

くと考えられる。平成 19 年度及び平成 21 年度インターネットアンケートにおいて水道

事業体職員への信頼感について 5 段階の評価を求めていることから、本研究では、これ

を水道事業体が発信する情報への信頼感とみなす。マスコミ報道については、平成 19
年度及び平成 22 年度インターネットアンケートにおいて、5 段階で信頼感を尋ねてい

ることから、これを基にマスコミ報道に対する信頼度を設定した。口コミ情報に対する

信頼度は平成 22 年度インターネットアンケートにおいて、家族、友人・知人が発信す

る情報の信頼度を 5 段階で評価を求めていることから、これをもとに口コミ情報の信頼

度を設定した。 
なお、SWC 会員については、上記(1)に関連する項目として、会員限定アンケートに

おいて、「入会以降の水道に関する会話の有無とその会話の相手」を尋ねており、それ

に基づき、SWC 会員の情報接触頻度を設定した。 
 

 5.4.2 アンケート調査結果 

 まず、一般市民と SWC 会員の水道水に対する満足度の比較を図 5-4 に示す。一般市

民がいずれの項目についても 30～40%程度であるのに対し、SWC 会員は価格では約

50%、価格以外の項目で 70%を超える高い満足度となっていた。SWC 会員アンケート

では、初めてアンケートに回答する会員に対し、入会以前の水道水の印象（「おいしい」、

「おいしくない」、「安全」、「健康に悪い」などの項目から複数選択）を聞いているが、
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水道水に肯定的な印象を持っていたのは 56.3%であり（図 5-5）、一般市民と比べると、

水道水に対して好印象を持っている人が多い傾向にあるが、先に示した満足度はそれを

はるかに上回っており、入会後に定期的な情報提供等のサービスを受けることにより、

さらに認識改善が進んでいる可能性が推察された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 5-4 一般市民と SWC 会員の水道水に対する満足度の比較 
[一般市民：平成 21 年度インターネットアンケート結果、 

SWC 会員：第 6 回 SWC 会員アンケート（H21.12）結果で比較] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-5 SWC 入会前の水道水に対する印象 
（第 1 回～第 10 回アンケートの総計） 
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次に、水道水質情報への接触頻度を図 5-6 に示す。6 割以上の回答者が 1 年間全く水

道水質情報に接したことがないと回答しており、水道水質に関する情報が十分市民に伝

わっていない現状が明らかになった。 
一方、マスコミ等からの飲用水に関する情報に接した経験についても、76%が「ない」

と回答しており（図 5-7）、水道水やその他飲用水に関する情報に接する機会は非常に少

ないことがわかった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-6 過去 1 年間の水道水質情報への接触頻度 
（H19 年度インターネットアンケート） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 5-7 過去 1 年間にマスコミ等からの飲用水に関する情報に接した経験 
（H17 年度インターネットアンケート） 
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次に、水道水に関する情報について、他者との会話の状況を図 5-8 に示す。家族に対

して話をした人が 4 割程度いるものの、友人や同僚など、それ以外の対象に対して会話

をした人は 2 割に満たない状況であり、水道水に関してはそれほど関心が高くなく、日

頃あまり話題にのぼらないものと推測された。一方、SWC 会員の水道水に関する情報

についての会話の状況を図 5-9、図 5-10 に示す。インターネットアンケートと SWC 会

員向けアンケートでは、設問が若干異なることから比較する際には注意が必要であるが、

入会後に約 65%の会員が水道に関して話をしたとしており、また、話した相手について、

家族が最も割合が高いのは一般市民も SWC 会員も同様であるが、SWC 会員は友人と会

話した人の割合も一般市民に比べて高かった。このことから、SWC 会員は一般市民に

比べ水道水に関する情報の発信率が高い人が多いと推察され、SWC 設置の意図は一定

達成されていると評価できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-8 過去 1 年間に水道水に関して会話した相手と人数 
（H21 年度インターネットアンケート） 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 5-9 SWC 会員の入会以降の水道に関する会話の有無 
[第 5 回 SWC アンケート(H21.9）] 
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図 5-10 SWC 会員の入会以降の水道に関する会話の相手 
[第 5 回 SWC アンケート(H21.9）] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-11 水道事業体職員に対する信頼度 
[H19 年度、H21 年度インターネットアンケート] 

 
 

 

次に、水道事業体、マスコミ、また他者からの口コミ情報に対する信頼度に関連する

アンケート結果を示す。まず、水道事業体からの情報に対する信頼度については、それ

を発信する水道事業体職員に対する信頼度と同等であると考えられる。水道事業体職員

に対する信頼度を図 5-11 に示す。水道事業体職員を信頼するという回答は、平成 19 年

度で 18.5%、平成 21 年度で 22.5%であった。 
次に、マスコミ情報の信頼度についてのアンケート結果を図 5-12 に示す。平成 19 年

度は総合的に、平成 22 年度は新聞、テレビ、雑誌それぞれの信頼度を調査しているが、

各情報を「信頼する」と回答した割合は、平成 19 年度で 40.5%、平成 22 年度の新聞、

テレビ、雑誌でそれぞれ 50.5%、56.0%、35.5%となっていた。 
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図 5-12 マスコミ情報に対する信頼度 
[H19 年度、H22 年度 インターネットアンケート] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 5-13 口コミ情報に対する信頼度 
[H22 年度インターネットアンケート] 

 
 
最後に、他者からの口コミ情報に関する信頼度を図 5-13 に示す。家族の話について

は 60.3%、知人・友人の話については 49.5%が「信頼する」と回答していた。また、他

の情報源に比べ、「信用しない」という割合が低くなっており、口コミ情報については

比較的信頼度の高い情報源と考えられていることがわかった。 
 
5.5 分析方法 

5.3 に示した水道水質に関する情報接触モデルに基づき、各種情報に接触することに

よる態度変化率を Oracle Crystal ball を用いてモンテカルロシミュレーション法で算出
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した。水道事業体からの情報、マスコミ報道、口コミ情報について、前項で示したアン

ケート結果に基づき、それぞれ以下の条件でシミュレーションを行った。なお、試行回

数は 10000 回とした。 
1 年間に水道事業体からの水道水質情報に接触する頻度について、図 5-6 に示したア

ンケート結果に基づき、図 5-14 のような分布を設定した。なお、アンケートでは「0
回」、「1~2 回」、「3~5 回」、「6~9 回」、「10 回以上」の項目から選択する方式となってい

たことから、「1~2 回」のように 1 つの選択肢が複数の回数と対応している場合は、該

当する項目数で回答率を按分して各回数における確率を設定した。（「1~2 回」であれば、

回答率 0.287 を 1 回、2 回で按分し、それぞれに回答率 0.1425 を設定した。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-14 1 年間に水道事業体からの情報に接触する頻度 

 
 

また、1 回の情報接触による態度変化率については、情報発信主体を信頼する割合を

適用することとした。Heider が提案した認知的バランス理論によると、個人 p のある対

象 x に対する態度は、他者 o の心情関係に依存する 13)。心情関係は肯定的な場合と否定

的な場合に大別できる。Heider はこの心情関係が均衡状態にあれば安定するが、不均衡

状態にあると不均衡を解消するように変化が生じるとし、この不均衡解消の１つの表現

として態度変化が指摘されている。すなわち、個人 p は x に対して否定的な意見を有し

ているにも関わらず、好意を持っている他者 o が x に対して肯定的な意見を有していれ

ば、心情関係は不均衡となり、これを解消するために、x に対する態度を変化させる、

もしくは o に対する態度を変化させると予想される。 
これを市民の水道水に対する態度に当てはめてみると、水道水に対して不満を持って

いる市民が信頼する情報発信主体（水道事業体、マスコミ、知人・友人）から水道水質
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について肯定的な情報を得たとすると、水道水に不満を持っているという自らの態度を

変化させるか、情報発信主体に対して不信感を持つように態度を変化させるということ

になる。本研究では、態度変化は水道水に対する態度のみが変化すると仮定し、情報発

信主体への態度変化は見込まない。 
以上の理由から、情報発信主体を信頼していれば、情報発信主体が発信する水道水質

の情報に 1 回接触することにより、相反した態度を表明していた場合は態度変化が起こ

るものとし、情報接触による態度変化率については、情報発信主体に対する信頼度を適

用することとした。水道事業体が発信する情報の場合は、水道事業体職員に対する信頼

度を意識転換率として適用する。水道事業体に対する信頼度（「大変信頼している」、「や

や信頼している」と回答した割合）については、図 5-11 に示したとおりであり、過去 2
回（H19, H21）の調査では、18.5%（H19）、22.5%（H21）と結果に大きな差が認められ

なかったことから、これらの 2 点のデータを用いて図 5-15 のように一様分布で設定し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-15 水道事業体からの情報に 1 回接触することにより態度変化する確率 

 
 
次に、マスコミ報道については、1 年間にマスコミが報道する水道水に関する情報に

接触する頻度については、過去のアンケート調査から図 5-7 に示した結果（「接触なし」

76.0%、「接触あり」24.0%）が得られている。しかし、データが 1 点であることから、

1 年間にマスコミが報道する水道水質情報に接触する確率については、図 5-16 のような

Yes - No 分布を設定した。 
また、マスコミ報道に対する信頼感については、過去のアンケート調査より図 5-12

に示したような結果が得られている。過去データについては、媒体により多少の差があ

るものの、大きな差が認められなかった（35.5%～56.0%）ことから、マスコミが発信
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する情報に 1 回接触した時の態度変化率は、水道事業体が発信する情報と同様に、図

5-17 のように一様分布で設定した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5-16 1 年間にマスコミからの水道水に関する情報に接触する確率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 5-17 マスコミからの水道水に関する情報に 1 回接触することにより態度変化する確率 
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次に、口コミ情報について、1 年間に他者からの口コミ情報に接触する頻度について

は、過去のアンケート調査より、水道水に関する話をした相手と人数について、図 5-8
に示した結果が得られている。この結果に基づき、各回答者が 1 年間に水道水に関する

話をした人数を算出した。例えば、家族で 2 人、友人で 3 人、近所の人で 1 名と回答し

た回答者は、1 年間に 2＋3＋1＝6 人と水道に関する話をした、すなわち 1 年間に 6 人

の口コミ情報に接したとみなすこととした。なお、4~5 人、6~10 人と回答した場合は、

それぞれ平均値である 4.5 人、8 人として計算した。このようにして各回答者が 1 年間

に水道水に関する話をした人数を算出し、それに基づき、他者からの口コミ情報に接触

する確率を算出した。算出結果に基づき、図 5-18 のような分布を設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-18 1 年間に水道水に関する口コミ情報に接触する確率 

 
 
また、口コミ情報の信頼感については、図 5-13 に示した結果が得られており、家族

(60.3%)と知人・友人(49.5%)で信頼度にそれほど大きな差は認められなかった。よって、

この 2 つのデータから、口コミ情報に 1 回接触した時の態度変化率は、図 5-19 のよう

に一様分布で設定した。 
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図 5-19 水道水に関する口コミ情報に 1 回接触して態度変化する確率 
 
 
 

以上の条件で算出した各情報接触による態度変化率を用いて、平成 22 年度以降の水

道水質に対する満足度を推計した。満足度の推計の前提条件として、推計期間において

は、当該集団は人の出入りはないものとする。 
今回適用したモデルにおける満足⇒不満足、不満足⇒満足の人の動きを模式的に示した

のが図 5-20 である。 
 
① 集団は水道水に満足しているグループと不満足なグループに分けられる。 
② 水道事業体からの情報、マスコミからの情報、口コミ情報（プラス・マイナス）

が発信される。 
③ 発信された情報に接触する。但し、水道に満足しているグループに対しては、水

道事業体からの情報、口コミ情報（プラス）は、満足から不満足への変化をもた

らすものではないため、図中では省略している。同様に、水道に不満足なグルー

プに対しては、マスコミからの情報、口コミ情報（マイナス）は、不満足から満

足への変化をもたらすものではないため、図中では省略している。 
④ 水道水に満足しているグループでは、マスコミからの情報、口コミ情報（マイナ

ス）に接触した人が、水道水に不満足なグループへ移動し、水道水に不満足なグ

ループでは、水道局からの情報、口コミ情報（プラス）に接触した人が水道水に

満足しているグループへ移動する。 
⑤ その結果、それぞれのグループに属する人数に変化が生じる。 
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図 5-20 情報接触による市民の態度変化 

 
 

上記モデルでは、満足から不満足、不満足から満足への態度変化について、それぞれ

2種類の情報源からの情報接触を仮定しており、それぞれ一定の接触率を設定している。

各情報源からの情報接触による態度変化率は、図 5-21(a)のように、それぞれの情報が

重複することなく別の人に接触する場合に最大となり、(b)のように、接触する人が完

全に重複する場合、最小となる。これらを考慮し、満足度については、次の 3 つのパタ

ーンで推計を行った。 
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① 中位パターン：不満足から満足⇒重複なし、満足から不満足⇒重複なし 
② 高位パターン：不満足から満足⇒重複なし、満足から不満足⇒完全に重複 
③ 低位パターン：不満足から満足⇒完全に重複、満足から不満足⇒重複なし 

 
 
 
 
 
 

 
 

(a) 変化率最大（重複なし）          (b)変化率最小（完全に重複） 

 

図 5-21 情報接触による態度変化率イメージ 

 

5.6 分析結果 

5.6.1 一般市民の各情報接触による態度変化率と満足度の推移 

 平成 22年度のインターネットアンケートの結果では、飲用水に対する満足度は 40.4%
であった。この時、各情報に接触することによる一般市民の 1 年後の態度変化率は表

5-4 のように算出された。 
 

表 5-4 情報接触による態度変化率（H22 年度⇒H23 年度） 

 
 
 
 
 

 
 

これらの態度変化率に基づき、前項で示した 3 つのパターンで平成 23 年度の満足度

を推計すると、中位値で 46.9%、高位値で 51.3%、低位値で 38.3%となる。 
水道事業体からの情報、及びマスコミからの情報接触による態度変化率は、満足度の

影響を受けないことから、態度変化率は一定と仮定できる。一方、口コミ情報による態

度変化率は満足度により変化することから、前年度の満足度を用いて態度変化率を算出

するという作業を繰り返して今後 10 年間の満足度を推計した。結果を図 5-22 に示す。 
 

態度変化率

水道事業体からの情報 0.148
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図 5-22 飲用水としての満足度の推計結果（一般市民） 

 
満足度は中位パターン、高位パターンでは増加傾向、低位パターンでは減少傾向で推

移するが、徐々に増加率、減少率は小さくなり、5~6 年後にほぼ一定となった。満足度

については 70～80%を将来的な目標値とすることが多いが、今回の試算では、10 年後

の満足度は中位値で 51.4%、高位値で 71.4%、低位値で 33.5%であり、水道事業体から

の情報提供やマスコミ報道が現状のままであれば、市民の飲用水としての満足度が 80%
に到達する可能性は低いと考えられた。 

 
5.6.2 SWC 会員の各情報接触による態度変化率と満足度の推移 

一方、SWC 会員は年 4 回水道局から情報提供（会報誌、広報誌等）を受けているこ

とから、最低でも年 4 回は水道局が発信する情報に接触することになる。その他の水道

局が発信する情報については、一般市民と同じ接触率と仮定すると、SWC 会員が 1 年

間に水道事業体の発信する情報に接触する確率は図 5-23 のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5-23 1 年間に水道事業体の情報に接触する確率（SWC 会員） 
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SWC 会員については入会時期により情報接触回数も異なることから、条件を統一す

るために、入会当初からの満足度の推移を評価することとし、初年度と仮定している平

成 22 年の満足度を入会前の水道水のイメージ調査結果より 56.3%とした。なお、大阪

市の人口（約 265 万人）と比べて SWC 会員数は極めて小さいことから、口コミ情報に

対する接触率は一般市民と同等であると考えられるため、口コミ情報による態度変化率

は一般市民の結果を適用し、満足度の推計を行った。その結果を図 5-24 に示す。 
高位、中位、低位とも満足度は増加傾向を示し、2 年後からはほぼ横ばいとなった。

10 年後の満足度は中位値で 72.4%、高位値で 84.1%、低位値で 61.9%であり、一般市民

の推計結果と比較すると、大幅に向上していた。この推計においては、水道事業体の情

報接触確率と、初年度の満足度以外は一般市民の推計条件と同じであることから、満足

度が大幅に改善したのは、水道事業体からの情報接触頻度が高まったことが原因と考え

られた。 
なお、SWC 会員向けのアンケートでは、平成 21 年度、平成 22 年度に飲用水として

の満足度を調査しており、平成 21 年度は 70.6%、平成 22 年度は 67.1%となっていた。

SWC は平成 20 年度に設置されており、その年度の満足度を 56.3%とすると、満足度推

移の実績値は推計結果の高位値、低位値の範囲内、かつ中位値に近い。以上の結果から、

当該モデルについて検証は困難であるものの、妥当性を有するものと考えることができ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5-24 飲用水としての満足度の推計結果（SWC 会員） 

 
5.6.3 水道事業体からの情報への接触回数による満足度の変化 

5.6.2 において、水道事業体からの情報への接触頻度が高くなると、満足度も大幅に

向上することが確認されたことから、水道局の情報接触頻度と満足度の関係について、

さらに詳細な考察を行った。 
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まず、水道事業体からの情報への接触頻度について、SWC 会員の時と同様に、最低

の接触回数を 1～4 回として、その他の水道事業体の情報については一般市民と同じ接

触頻度として分布を仮定し、それに基づき、1 年間の態度変化率を算出した。その結果

を図 5-25 に示す。最低接触回数が 3 回以上であれば、1 年間に水道事業体からの情報接

触により態度変化する確率が 50%を超えることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5-25 水道事業体からの情報接触頻度と態度変化率 

 
 

次に、このように水道事業体からの情報への接触頻度を高めていった時の満足度の変

化について検討を行った結果を図 5-26～28 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 5-26 飲用水としての満足度の推計結果（最低接触回数 1 回） 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0回 1回 2回 3回 4回

態
度
変
化
率
（
％
）

最低接触回数／年

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

飲
用
水
と
し
て
の
満
足
度

年度

中位

高位

低位



 
 

131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5-27 飲用水としての満足度の推計結果（最低接触回数 2 回） 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-28 飲用水としての満足度の推計結果（最低接触回数 3 回） 

 
最低接触回数 0 回の場合（図 5-22）は、低位パターンで減少傾向が見られたが、最低

接触回数を 1 回以上では、全てのパターンで増加傾向になることが確認できた。また、

10 年後の満足度を見ると、最低接触回数 1 回の場合でも、高位パターンでは 80%を超

える満足度となり、2 回以上であれば、中位値でも 70%を超える満足度となることが確

認できた。 
また、高位値と低位値の幅を見ると、最低接触回数が 1 回で 45.8～84.8%、2 回で 57.9

～88.1%、3 回で 64.8～94.8%と、最低接触回数が大きくなるにつれて小さくなる傾向に

あった。接触頻度が高くなれば、より確実に満足度が向上することがわかった。 
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5.6.4 口コミ情報への接触による態度変化率と満足度の関係 

次に、口コミ情報への接触による態度変化率と満足度の関係について検討した。式

5-4 で示したように、口コミ情報による態度変化率は総人口に占める不満な人の割合に

より規定され、不満な人の割合が小さくなる、すなわち不満度が低下し満足度が向上す

れば、態度変化率も大きくなる。今回の推計における口コミ情報への接触による態度変

化率と満足度をプロットしたものを図 5-29 に示す。 
態度変化率と満足度の関係については修正指数曲線で良好に近似できた（R2＝

0.9975）。また、満足度が向上するにつれ、態度変化率も上昇するが、満足度が 90%を

超えるような状況でも口コミ情報接触による態度変化率は 35%程度でまでしか上昇し

なかった。このことから、口コミ情報が満足度に与える影響はそれほど大きくないこと

が示唆された。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 5-29 口コミ情報への接触による態度変化率と飲用水としての満足度 

 

 

5.7 考察 

本章では、市民の水道水質に関する態度に対する情報提供の影響について、ネットワ

ークモデルの適用性について検討し、SIS モデルをベースに、水道事業体からの情報、

マスコミ報道、口コミ情報の接触による市民の水道水質に対する態度変化をモデル化し

た。 
次に、このモデルを用いて、市民の水道水質に関する態度変化に対する情報接触頻度

の影響を定量評価することを試みた。その結果、各情報源への接触頻度が市民態度に及

ぼす影響は態度変化率で定量的に評価できることがわかった。 
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情報が市民のリスク認知に及ぼす影響については、これまでにも検討されている。

Doria ら 14)は、水道水のリスク認知は主に外部情報や過去の健康に関連する問題、外観

などの影響を受けていることを指摘している。また、Wahlberg ら 15)は、市民のリスク

認知に対するメディアの影響について検討し、メディアがリスク認知に及ぼす影響はそ

れほど大きくないことを報告している。 
一方、公共事業の分野においても態度形成に対する情報の重要性が指摘されている。

青木ら 16),17)は公共事業に対して否定的態度が形成される理由の１つとして事業に関す

る情報提供が不十分であることを挙げており、否定的態度の多くが情報提示により肯定

的に変化したことを報告している。今回の分析においても、水道事業体からの情報接触

の頻度を高めることにより、水道水質に対する満足度が大きく向上することが確認でき

た。 
 また、口コミなど市民の横のつながりよる情報拡散効果も近年注目されており、キー

パーソンに集中的に情報提供していくことにより、効率的に市民に情報を浸透させるこ

とを目的とした会員制の情報提供サービスなども実施されている。しかし、口コミ情報

による態度変化率と満足度の関係を検討したところ、満足度が 90%を超える状況になっ

た場合においても、口コミ情報接触による態度変化率は 35%程度であり、口コミ情報の

広がりによる態度変化の寄与はそれほど期待できないと考えられた。 
 このようなことから、今後、水道水質に対する市民の態度変化を進め、満足度を向上

させていくには、水道事業体が市民に確実に届くような手法を検討し、丁寧に情報提供

を行っていくことが最も重要であると考えられた。 
 なお、本章の研究において検討した態度変化モデルは、情報接触頻度の影響を評価す

るものであり、接触する情報の内容や情報の提示方法については検討していない。しか

しながら、市民の態度変化に対する情報提供の効果を評価するには、情報の内容、提示

方法も含めた包括的な評価が必要であり、今後の検討課題と考えている。 
 
5.8 結語 

 本章では水道水質に関する市民態度に対する情報提供の影響を評価するために、ネッ

トワークモデルの１つである SIS モデルをベースに水道事業体からの情報や口コミ情

報に接触することによる市民態度の変化をモデル化するとともに、これに基づき、水道

水質に対する市民態度の変化に対する情報提供の影響を定量評価について検討した。 
本章で得られた知見を以下に示す。 
 

1. 各種情報による水道水質に関する市民態度の変化については、SIS モデルをベ

ースにしたモデル化することができた。 
2. 水道水質に関する市民態度の変化に対する各情報の影響については、態度変化

率を算出することにより定量評価が可能となった。 
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3. 水道事業体からの情報の接触頻度を高めることにより、水道水質に関する満足

度が大幅に向上しうることを示した。 
4. 口コミ情報が満足度に与える影響はそれほど大きくないことが示唆された。 
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第 6 章 結論 

 
 本研究では、市民の水道水質に対する態度構造とその影響要因を明らかにするととも

に、水道水質に対する不満を低減し、満足度を向上していくために必要な施策やその有

効性について検討した。 
 本研究で得られた主要な成果を以下にまとめる。 
 
 第 2 章では、水道水の態度形成に影響する要因について、水道プロセスや水道水質な

ど、水道事業に起因する要因とライフスタイル・社会変化に起因する要因について、数

量化Ⅱ類分析、因子分析、共分散構造分析の手法を用いて分析を行った。 
 その結果、飲用水としての満足度には「おいしさ」に対する満足度の影響が大きく、

「飲用水としての満足度」を約 42%規定していた。「おいしさ」に対する満足度には、

「カルキ臭に対する不安」、「安全性」に対する満足度の寄与が大きく、それぞれ 9.6%、

31.4%、「おいしさ」に対する満足度の変動を規定していた。一方、「安全性」に対する

満足度については、「水道水質管理に対する不満」の影響が大きく、「水道水質管理に対

する不満」因子により、変動を約 56%規定されていた。「情報提供に対する不満」因子

は「有害成分に対する不安」因子、「水道水質管理に対する不満」因子を通じ、間接的

に「おいしさ」、「安全性」の満足度に影響を与えていた。 
 また、飲用水としての満足度に影響をもたらしているのは、水道事業に起因する要因

がほとんどであり、ライフスタイル・社会変化に起因する要因については影響が小さい

ことを示した。 
 

第 3 章では、市民の潜在心理特性に着目し、水道プロセスや水道水質に関する不満や

要望を、項目反応理論を用いて尺度化し、分析することによる市民の水道回帰のための

施策の有効性の評価について検討した。 
 不満分析項目と要望分析項目について、項目反応分析で得られたパラメータ値を比較

することにより、潜在心理特性の影響の大小や、多くの人が不満・要望を持つ項目であ

るかどうかを分類し、それにより不満・要望項目の特徴づけを行うことができた。 
また、不満分析項目と要望分析項目のパラメータを比較することにより、水道水質に

対する不満解消のための施策の適切性を評価したところ、給水管・受水槽の定期点検・

洗浄、直結給水の導入促進については、その効果は限定的であり、これらの対策だけで

は市民の不安を軽減するに至らないことがわかった。また、塩素消毒やカルキ臭に対す

る不安についても、カルキ臭を解消するだけでは、完全にはなくならない可能性がある

ことを示した。 
さらに潜在心理特性について各種分析を行った結果を総合して、現在、水道事業体で

取り組まれている施策の優先順位付けを試みた結果、最優先して取り組むべきは水源水
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質の改善であり、新たな浄水処理技術の導入や直結給水については優先順位が低いと考

えられた。 
このように、潜在心理特性により施策の優先順位付けを行い、施策の適切性や過不足

について検証しながら進めることで、より効率的かつ効果的に市民の水道水に対する態

度転換を図れる可能性が示唆された。 
 
第 4 章では、水道水臭気に関する不快閾値を目標値として設定するために、臭気強度

と感知確率及び不快確率の関係について用量反応モデルの当てはめを行うとともに、不

快閾値に対する各種要因の影響を検討した。 
その結果、水道水の臭気強度と感知確率及び不快確率との用量反応関係については、

ワイブルモデルが適合し、適合した用量反応モデルについて、不確実性を評価するため、

ブートストラップ法により信頼区間を算出した結果、不快確率が 50%の時の臭気強度は

約 4 で、信頼区間は 3～5 となった。従来、異臭味対策として導入されてきた高度浄水

処理においても、水道水の臭気強度は数十オーダーであることを考えれば、かなり低い

値であるが、残留塩素を 0.05 mg/L 程度とした場合、水温が 14℃以下であれば、臭気強

度 4 を達成できるとの報告もあることから、これを目標値とすることは妥当と言える。 
また、女性は男性と比べ、感知閾値、不快閾値とも小さく、一方、高齢者は若年層に

比べ、感知閾値、不快閾値が大きくなる傾向があることを示した。 
水道水の飲用の判断に際しては、水道水を「おいしい」と感じることが重要要件であ

るが、水道水のおいしさ評価に対して実際の臭気の快・不快の評価の影響は小さかった

ことから、水道水の飲用に関してもあまり影響していないことが示唆された。 
 
第 5 章では、水道水質に関する市民の態度に対する情報接触の影響について検討した。 
ここでは、水道水質に関する市民態度と水道事業体からの情報提供、マスコミ報道、

友人・知人などからの口コミ情報などの様々な情報の影響のモデル化について検討し、

ネットワークモデルの１つである SIS モデルをベースにモデル化することができた。ま

た、市民の態度変化に対して、水道事業体やマスコミが発信する情報、また市民が発信

する口コミ情報について、各情報発信主体への信頼度を用いて変化率を算出することに

より、それらの情報が市民の態度変化に与える影響が定量的に評価できることを示した。 
これらの結果を用いて水道事業体からの情報提供、マスコミ報道、知人・友人などの

口コミ情報について評価したところ、水道事業体やマスコミからの情報発信が現状のま

まであれば、市民の飲用水としての満足度が 80%に到達する可能性が低いと推察された。

一方、水道事業体が発信する情報への接触頻度を年 3 回程度まで高めることにより、水

道水質に関する満足度が大幅に向上し、飲用水としての満足度が 80%に達する可能性が

高くなることを示した。一方、口コミ情報が水道水の満足度に与える影響はそれほど大

きくないと言えた。 
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以上の研究により、態度形成の影響要因や態度変容に向けた施策の優先順位付け、ま

た、それらの施策のいくつかにおいて、目標値の設定や定量的な評価手法を示すことが

できた。 
本研究は、市民の水道水に対する態度形成に影響する要因を明らかにし、水道水に対

する不満を低減し、満足度を向上させるための方策を検討することを目的としたもので

ある。上記結論を得たことにより、所期の目的は達成したと考える。しかしながら、水

道水に対する市民の満足度を向上させていくためには、まだ検討すべき課題も多く残さ

れている。 
本研究では、潜在心理特性に着目し、市民の不満、要望を分析することにより、水道

水に対する態度改善のための施策について適切性を評価した。その結果、給水管・受水

槽の衛生状態や塩素消毒、カルキ臭に対する不安に対しては現在水道事業体が取り組ん

でいる施策だけでは不十分である可能性を示唆したが、その改善のためにどのような施

策が必要なのかについては検討することができなかった。しかしながら、今後、水道事

業体において取り組みを再検討していく際には必要な情報であり、各事業体において、

事前に市民の不満や要望を把握、分析することにより、過不足のない効率的な施策を実

施していくことが望まれる。 
また、本研究では、カルキ臭について半数の人が不快に感じない目標値として 4 を提

案したが、これは高度浄水処理が導入され、残留塩素濃度も低減が図られた事業体にお

いても、高い目標値であり、これを達成するには、新たな浄水処理技術を導入する必要

がある。現在、カルキ臭の低減を目的とした浄水処理技術の研究も進められており、将

来的にはカルキ臭のない水道を実現することも不可能ではないと考えられるが、いずれ

にしても、早期に達成することが困難な目標となることから、これを目標値として設定

する際には、その目的や達成に向けた取り組み方針について、市民に丁寧に説明してい

く必要があると考えられる。 
また、本研究では、水道事業体、マスコミ、口コミなどの情報に接触することによる

市民の態度変容について評価し、水道事業体からの情報への接触頻度を増やすことで水

道水に対する満足度が向上できることを示したが、どのような形態での情報提供が接触

頻度を増やすために有効なのかについては、検討できていない。現在、水道事業体の広

報は、リーフレットなどの紙媒体や HP などでの情報提供が中心であるが、市民の半数

以上が 1 年間に全く水道水質に関する情報に接触していないという状況を勘案すれば、

市民に確実に情報を届けるために有効な手法について検討することは喫緊の課題であ

ると考える。今後も持続的に水道事業を運営していくためには、市民がその重要性を認

識し、一定の負担をしながらそれを支えていくことが必要である。市民への情報提供は

市民の理解を醸成する上で最も重要であることから、今後、市民に確実に情報が届くよ

うな情報提供手法の検討が進められることが望まれる。 
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